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岩手県 全７自治体 宮城県 全8自治体

城内地区

織笠地区

福島県 全7自治体

鹿折地区

入谷桜沢地区

●中心部 　221ha／工事中／H24年度一部引渡し開始　 
●離半島部　　　23ha／工事中／H25年度一部引渡し開始
●女川町民陸上競技場跡地　200戸／H26年3月完成・引渡し済

女川町民陸上競技場跡地地区

新門脇地区

野蒜北部丘陵地区

114戸

伊保石地区

●

482戸

桜木地区

●

50戸

下増田地区

●

大ケロ地区

花露辺地区

上山地区

今泉・高田地区

田老地区

13ha●

68ha●

愛宕東地区

3ha

須賀川市八幡町地区
（完成イメージ）

47戸●

●

93ha

豊間地区

●

30戸●

桑折駅前地区

復興まちづくり支援に関する
覚書交換

復興まちづくり事業計画策定
業務を受託（H24年3月完了）

原発避難者向け住宅整備基本
協定締結165戸●

839戸●

152戸●

200戸●

250戸●

307戸●

206戸●

78戸●

128戸●

210戸●

75ha●

116ha●

244ha●

24ha●

114ha●

39ha●

84ha●

36ha●

81ha●

302ha●

●城内　13ha／コーディネート業務完了

●大沢 22ha／工事中／H26年度一部引渡し開始予定
●織笠 15ha／工事中／H26年度一部引渡し開始予定
●山田 44ha／工事中／H26年度一部引渡し開始予定
●大浦（大浦第１） 　9戸／調査・設計中／H27年8月完成予定
●大浦（大浦第２） 16戸／調査・設計中／H28年7月完成予定
●山田（山田中央）140戸／調査・設計中／H28年9月完成予定

●鹿折 　42ha／工事中／H26年度一部引渡し開始予定
●南気仙沼 　33ha／工事中／H26年度一部引渡し開始予定
●南郷（南気仙沼小学校跡地） 165戸／建設中／H27年3月完成予定
●四反田  70戸／建設中／H27年9月完成予定
●鹿折  284戸／調査・設計中／H28年3月完成予定
●南気仙沼  320戸／調査・設計中／H28年3月完成予定

●志津川 　116ha／工事中／H26年度一部引渡し開始予定
●入谷桜沢 　 42戸／建設中／H26年7月完成予定
●歌津名足 　 28戸／建設中／H26年7月完成予定
●志津川東（第１） 82戸／調査・設計中／H28～29年度完成予定

●新門脇 　24ha／工事中／H27年度一部引渡し開始予定
●大街道西二丁目　15戸／建設中／H27年2月完成予定
●大街道北二丁目　39戸／建設中／H27年6月完成予定
●中央一丁目　　　51戸／建設中／H27年6月完成予定
●駅前北通り一丁目　65戸／建設中／H27年10月完成予定
●泉町四丁目　　　28戸／建設中／H27年6月完成予定
●中里一丁目　　　28戸／建設中／H27年8月完成予定
●不動町二丁目　　24戸／調査・設計中／H27年10月完成予定

●野蒜北部丘陵 92ha／工事中／H25年度一部引渡し開始
●東矢本駅北 22ha／工事中／H25年度一部引渡し開始
●東矢本駅北　 307戸／建設中／H28年11月完成予定

●伊保石 　31戸／H26年1月完成・引渡し済
●錦町 　40戸／建設中／H26年12月完成予定
●浦戸桂島 　12戸／建設中
●浦戸野々島 　15戸／建設中
●浦戸寒風沢　　11戸／建設中       　H26年度一部完成予定

●浦戸朴島 　5戸／建設中

●桜木　  160戸／建設中／H26年10月完成予定
●鶴ケ谷  274戸／調査・設計中／H28年2月完成予定
●新田 　 48戸／調査・設計中／H27年9月完成予定

●下増田　50戸／建設中／H27年7月完成予定

●町方 39ha／工事中／H25年度一部引渡し開始
●大ケ口 　70戸／H25年8月完成・引渡し済
●屋敷前 　21戸／H25年11月完成・引渡し済
●大ケ口二丁目　23戸／建設中／H26年9月完成予定
●柾内 　13戸／建設中／H26年12月完成予定
●町方（末広町） 52戸／調査・設計中／H28年3月完成予定
●寺野 　27戸／調査・設計中／H28年2月完成予定

●片岸 　　23ha／工事中／H27年度一部引渡し開始予定
●鵜住居 　60ha／工事中／H26年度一部引渡し開始予定
●花露辺 　1ha／工事中／H25年度一部引渡し開始
●花露辺 　13戸／H25年12月完成・引渡し済
●東部（大町１号） 65戸／調査・設計中／H28年3月完成予定

●大船渡駅周辺　36ha／工事中／H26年度一部引渡し開始予定
●宇津野沢 　20戸／建設中／H26年5月完成予定
●赤沢 　23戸／建設中／H26年6月完成予定
●上山 　11戸／建設中／H26年4月完成予定
●平林 　11戸／建設中／H26年4月完成予定
●川原 　29戸／建設中／H27年5月完成予定
●蛸ノ浦 　14戸／建設中／H27年5月完成予定
●所通東 　20戸／調査・設計中／H28年1月完成予定

●今泉 　113ha／工事中／H27年度一部引渡し開始予定
●高田 　189ha／工事中／H25年度一部引渡し開始
●下和野 　　120戸／建設中／H26年9月完成予定
●水上   　　30戸／建設中／H26年12月完成予定
●大野   　　40戸／調査・設計中／H27年8月完成予定
●田端   　　20戸／調査・設計中／H27年9月完成予定

●田老 　44ha／工事中／H26年度一部引渡し開始予定
●鍬ヶ崎・光岸地　24ha／工事中／H26年度一部引渡し開始予定

●愛宕東  30戸／H25年12月完成・引渡し済

●須賀川市八幡町　3ha／工事中

●薄磯　37ha／工事中／H27年度一部引渡し開始予定
●豊間　56ha／工事中／H27年度一部引渡し開始予定

●桑折駅前　47戸／建設中／H27年3月完成予定

ＵＲ都市機構の自治体別復興支援状況

復興市街地整備事業

復興市街地整備事業 災害公営住宅整備事業

土地区画整理事業は
総面積の3分の2を受託

災害公営住宅整備事業
合計6500戸を整備予定
平成26年度末までに1200戸完成
被災住民の方々向けに低廉な家賃で安心して入居で
きる公営住宅を整備する事業。平成26年4月1日時点
でUR都市機構が地方自治体から建設要請を受けたの
は約3300戸。さらに今後、約3200戸の要請がある見
通しになっている。

移転先となる高台や現地を、整地したり嵩上げしたりす
ることで、住宅地や道路などを整備する事業。具体的な
手法には土地区画整理事業、防災集団移転促進事業
などがあり、地方自治体が自ら実施するケースと、UR都
市機構が委託を受けて実施するケースがある。

UR都市機構の支援比率

＊上のグラフは要請見通し戸数を含むデータ
　次ページは要請済戸数だけを表示
＊UR都市機構調べによる見通し

県建設
5000戸

仙台市
建設
3000戸

市町村建設
7000戸

うち
UR都市機構支援
1000戸

市町村建設
（地震・
津波被災者向け）
2700戸

県建設
（原発避難者向け）
4890戸

県建設
2900戸

市町村建設
3200戸

土地区画整理事業（被災3県で59地区、合計面積1720ha）

市町村直轄（32地区）
565ha（33%）

UR都市機構支援（27地区）
1155ha（67％）

津波復興拠点整備事業（被災3県で23地区、合計214ha）

市町村直轄（13地区）
124ha（58％）

UR都市機構支援（10地区）
90ha（42％）

漁業集落防災機能強化事業（被災3県で128地区）

市町村直轄
111地区（87％）

防災集団移転促進事業（被災3県で合計約1万6700戸）

市町村直轄
約1万2900戸（77％）

うち
UR都市機構支援
4000戸

うち
UR都市機構支援
1500戸

うち
UR都市機構支援
77戸

岩手県
（合計約6100戸）

宮城県
（合計
   約1万5000戸）

福島県
（合計約7600戸）

＊上記4つが復興市街地整備事業の主な手法。整備地区ではこの4つを
　適宜、組み合わせて最適な方法を選択する
＊UR都市機構調べによる見通し

UR都市機構支援
約3800戸
（23％）

UR都市機構支援
17地区
（13％）

岩手県

宮城県

福島県

ＵＲ都市機構が取り組む復興支援ＭＡＰ ＊データは平成26年4月1日時点のものです。
　災害公営住宅整備事業の表記戸数は建設計画戸数を含みます。　

東北の沿岸に響く
復興の槌音
ＵＲ都市機構は、岩手・宮城・福島の３県において、

計22の自治体に対して復興支援に取り組んでおります。

その主な業務としては、復興市街地整備事業と

災害公営住宅整備事業になります。
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野田村

山田町

気仙沼市

南三陸町

女川町

石巻市

東松島市

塩竈市

多賀城市

名取市

大槌町

釜石市

大船渡市

陸前高田市

宮古市

新地町

須賀川市

いわき市

大熊町

鏡石町

福島県

桑折町
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17人30人 74人 172人 218人 303人 400人

復興まちづくり
支援要員

応急仮設住宅
建設支援要員

東日本大震災発生

UR都市機構の復興市街地整備事業の進捗状況 UR都市機構の災害公営住宅整備事業の進捗状況

復旧支援

UR賃貸住宅約5000戸を準備したほ
か、8.25haの応急仮設住宅建設用地
を提供。また、延べ184人の技術職員
を岩手県、宮城県、福島県、仙台市に
派遣し、全国で5万3537戸に及ぶ応
急仮設住宅建設の業務支援や被災
宅地危険度判定なども実施。

復興計画策定支援など 協定締結 体制づくり

福島県と岩手、宮城、福島各県の18
市町村に、延べ59人の技術職員を派
遣し、高台移転などの将来のまちづくり
の基となる計画づくりなどを技術面から
サポート。

22の被災自治体とURとの間で復興ま
ちづくりを推進するための覚書、協定な
どを締結。平成26年4月1日時点で22
地区（約1300ha）の復興市街地整備
事業の支援と、50地区（3258戸）の災
害公営住宅の整備を開始（このほか須
賀川市で市街地再開発事業を支援）。

沿岸部の12市町に現地事務所を設
置。阪神・淡路大震災や新潟県中越
沖地震の復興支援業務に従事した職
員をはじめ多数参集。

事業計画策定

住民説明会を開くほか、個別面談も行
いながら住民の方々の生活再建への
意向を丁寧に確認し、個別地区の事
業計画を練り上げていく。

工事 工事を加速し、一つひとつ着実に事業を完成

平成25年度末までに22地区全ての
復興市街地整備地区で高台移転な
どに向けた工事に着手。災害公営住
宅の工事は平成26年4月1日時点で
35地区の工事に着手。さらに13地
区についても平成26年度に工事発
注予定。

平成25年度に災害公営住宅6地区365戸が完成し、入居が始まった。平成26年度に
はさらに20地区838戸が完成予定。復興市街地整備地区では、試験盛土による先行
造成、ベルトコンベヤーによる土砂運搬によって工事を加速。一部の地区では平成24
年度に宅地の引渡しが始まった。

女川町とパートナーシップ協定を締結（平成24年３月）。
須田女川町長（左）、小川UR都市機構理事長（当時）

権利者約1800人を対象に約50回の住民説明
会などを実施（女川町）

各地で大規模な工事が進む（東松島市）

東松島市野蒜北部丘陵地区では
土砂運搬用ベルトコンベヤーで工事を迅速化

平成25年11月に完成した
大槌町屋敷前地区の災害公営住宅

いわきニュータウンに建設された応急仮設住宅 復興計画策定の様子 山田復興支援事務所の職員たち

ＵＲ都市機構の復興まちづくり支援の歩み

現地400人体制に増員
本格化する工事の加速に挑む

23平成 年

3月11日
4月23平成 年 3月24平成 年 4月24平成 年 12月24平成 年 4月25平成 年 4月26平成 年

岩手県

宮城県

福島県

市町 建設地区・戸数

山田町

陸前高田市

3地区 165戸

大槌町 6地区 206戸

釜石市 2地区 78戸 1365

大船渡市 7地区 128戸

4地区 210戸

岩手県  計 22地区 787戸

気仙沼市 4地区 839戸

南三陸町 3地区 152戸

女川町 1地区 200戸

石巻市 7地区 250戸

進捗状況 市町

※設計の進捗により、建設戸数が
変更となることがあります。 調査・設計中 建設中（工事受注者が決定） 完成済

建設地区・戸数

東松島市

宮城県  計

1地区 307戸

塩竈市 6地区 114戸

多賀城市 3地区 482戸

名取市 1地区 50戸

26地区 2394戸

新地町 1地区 30戸

桑折町 1地区 47戸

福島県  計 2地区 77戸

全　体 　調査・設計中 1681戸　建設中 1212戸　完成済 365戸

建設中 47戸　完成済 30戸

調査・設計中 389戸　建設中 294戸　完成済 104戸

調査・設計中 1292戸　建設中 871戸　 完成済 231戸

50地区 3258戸

進捗状況

計画策定等受託

県

岩
手
県

宮
城
県

福
島
県

市町

宮古市

山田町

大槌町

釜石市

大船渡市

陸前高田市

気仙沼市

南三陸町

女川町

石巻市

東松島市

いわき市

地区名

田老

大沢

織笠

山田

町方

片岸

鵜住居

花露辺

今泉

高田

鹿折

南気仙沼

志津川

中心部

離半島部

新門脇

野蒜北部丘陵

東矢本駅北

薄磯

豊間

大船渡駅周辺

鍬ヶ崎・光岸地

H24～H27

H25～H27

H25～H29

H24～H28

H24～H27

H24～H27

H24～H27

H24～H29

H24～H29

H24～H28

H24～H28

H24～H28

H24～H29

H24～H30

H24～H30

H24～H30

H24～H30

H24～H30

H24～H30

H24～H26

H25～H30

H25～H31

区画整理、集団移転

区画整理

区画整理、漁集強化

区画整理、集団移転

区画整理、津波拠点、集団移転

区画整理、津波拠点、集団移転

区画整理

区画整理、津波拠点

集団移転、漁集強化

区画整理、津波拠点

区画整理

区画整理

区画整理

区画整理

区画整理、津波拠点、集団移転

区画整理、津波拠点、漁港強化

集団移転、漁集強化

区画整理

区画整理

区画整理

区画整理

区画整理

44ha

24ha

22ha

15ha

44ha

39ha

23ha

60ha

1ha

36ha

113ha

189ha

116ha

221ha

23ha

24ha

92ha

22ha

37ha

56ha

42ha

33ha

事業手法 計画
面積

事業期間
（年度） H24 H25 H26 H27 H28

事業施行受託 工事着手 宅地引渡し開始
H25年度完成済
（計 365戸）

■完成・入居見込み

■自治体別内訳

H26年度完成予定
（計 838戸）

H27年度完成予定
（計 1634戸）

H28年度完成予定
（計 421戸）

0 500 1000 1500 2000 2500（戸）

104

231

30

251 276

540 1358 265

156

47

165

（戸） （戸）

79 36 91

260

83 31

47

160322

50

47

30

20 108

60 150

604 235

82 70

200

24 226
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　平成23年３月11日に発生した東日本大震災は、被災が広範囲である
こと、津波による大規模な浸水、原子力災害による長期の避難など、
我が国にとって未曽有の被害をもたらしました。改めまして被災された
皆さまに心からお見舞い申し上げます。
　ＵＲ都市機構では、発災直後から、応急仮設住宅建設支援要員の
派遣、応急仮設住宅用地の提供、被災者の方へのＵＲ賃貸住宅の提
供などを行い、全力を挙げて復旧活動に取り組みました。
　また、同年４月から岩手県・宮城県・福島県下の19の被災自治体に技
術職員を派遣し、復興計画策定などの支援を行いました。
　震災から３年が経過した現在では地元の方々や地方自治体、国をは
じめとする関係各位のご努力により、この困難な震災復興もようやく本格
化してきています。
　ＵＲ都市機構も、平成24年１月から被災自治体からの要請または委
託に基づき復興市街地整備や災害公営住宅の建設を開始し、現在22
の被災自治体と覚書・協定などを締結し、現地400人体制で復興支援
に取り組んでいます。
　住宅・まちづくりの実績・ノウハウやその技術力、事業推進力を活用し
て、ＣＭ方式の活用による一体的業務発注や造成・住宅建設の一体的
な工事などで復興をさらに加速化するほか、今後は、中心市街地の再
生や高齢者の支援など生業や生活の復興支援にも力を入れていきたい
と考えています。
　引き続き、被災された皆さまが一日も早く安心した生活が送れるよう、
全力を挙げて復興支援に取り組み、より安全なまちづくりに貢献していき
ます。

ＵＲ都市機構（独立行政法人都市再生機構）　理事長

上西 郁夫

理事長挨拶

一日も早い復興へ全力で取り組む
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被災東北３県 県知事からのメッセージ

今年は “本格復興推進年” 「震災復興支援事業3年の歩み」の発刊に寄せて

　未曽有の大災害をもたらした東日本大震災の発生から3年の歳月が
経過しました。この間、宮城県では、国や貴機構をはじめ、多くの方々
からの多大なるご支援のもと、県民の安全・安心の確保、生活基盤や
公共施設の復旧、産業活動の再開に向けた支援など、全力で復旧・
復興に向けて取り組んでまいりました。
　平成23年10月に策定した「宮城県震災復興計画」におきましては、
平成26年度からの4年間を「再生期」と位置付けており、復旧・復興を
一層加速させるとともに、「宮城の将来ビジョン」に掲げた将来像を見据
えて、本県が発展していくための様 な々種をまき、各地で芽吹くよう、新
たな取り組みにも挑戦していかなければなりません。そのため、「迅速な
震災復興」、「産業経済の安定的な成長」、「安心して暮らせる宮城」、

「美しく安全な県土の形成」を政策推進の基本方向に掲げて、県民の
皆さまが復興を実感し、経済成長と豊かさを感じていただけるような取り
組みを進めてまいります。
　私は、今年のキーワードを「前進繕零」という四字熟語で表現しました
が、これは、震災による「繕い」を一刻も早くゼロにして、さらに前に進
む年にしたいとの思いを表したものです。私も、まさに全身全霊でスピー
ド感を持って、引き続き復興に当たってまいります。
　貴機構におかれましては、震災直後の復旧段階での応急仮設住宅
支援要員の派遣、ＵＲ賃貸住宅や応急仮設住宅用地の提供に始まり、
甚大な被害を受けた沿岸部の5市町に事務所を開設して復興事業を支
援していただくなど、本県の復旧・復興に極めて大きな役割を果たして
いただき、感謝の念に堪えません。
　しかしながら、本県の復興はまだ道半ばであり、創造的復興を成し
遂げるためには、貴機構のご支援が不可欠でありますことから、より一
層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　あの東日本大震災津波から、3年がたちました。大震災津波で貴い命
を落とされた方 に々、謹んで哀悼の意を表します。また、今もなお応急仮
設住宅などで不自由な生活を送られている3万3000人の方 を々はじめ、
被災者の皆さまに心からお見舞いを申し上げます。
　震災直後の4月1日に本県から国土交通省に支援要請を行い、貴機構
におかれましては、震災から1カ月後の同月12日から被災した市町村に入
り、復興支援に当たっていただきました。
　被災市町村での復興計画策定の支援はもとより、6市町に現地事務所
を開設し、市街地整備や災害公営住宅の建設を担われるなど、復興を
進めるうえで大きな力となっていただいており、厚く御礼申し上げます。
　本県では、「岩手県東日本大震災津波復興計画」における「安全の確
保」「暮らしの再建」「なりわいの再生」の3つの原則に基づき、これまで復
興の基盤づくりに全力で取り組んできました。
　その結果、復興まちづくり（面整備）事業では、ほとんどの地区で事業認
可などを受け約６割で工事が進められ、また災害公営住宅も整備予定戸
数約6000戸のうち約3割が着工するなど、事業を着実に進めております。
　また昨年は、三陸ジオパークが日本ジオパークに認定されたこと、I L C

（国際リニアコライダー）の建設候補地が北上山地に一本化されたこと、「あ
まちゃん」が全国のお茶の間をにぎわせたことなど、岩手の力が大いに高ま
りました。
　これからは、これまでの成果を土台として、被災者一人ひとりが安心し
て生活を営むことができ、将来にわたって持続可能な地域社会の構築を
目指す「本格復興」に取り組む期間であり、その１年目となる今年を「本格
復興推進年」と位置付けております。
　県の復興計画に掲げる復興の目指す姿、「いのちを守り 海と大地と共に
生きる　ふるさと岩手・三陸の創造」を実現するうえで、用地確保や人材・
資材不足など、課題は山積していますが、復興を本格化させるべく、貴
機構のさらなるご支援とご協力をお願い申し上げます。

宮城県知事岩手県知事

村井 嘉浩達増 拓也
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　東日本大震災から3年が経過しました。
　国や貴機構をはじめ、関係機関の皆さまからいただきましたこれまでの
ご支援とご協力に対し、心から感謝申し上げます。
　この間、福島県は、地震、津波、原子力災害やそれに伴う風評被害
などの厳しい状況に見舞われながらも、皆さまのご尽力などにより、着実
に元気を取り戻してまいりました。
　貴機構には、応急仮設住宅の建設や用地の提供、また、市町村の
復興計画策定などへの支援要員の派遣など、震災直後から大きな役割
を果たしていただき、感謝の念に堪えません。
　福島県では、東日本大震災や原子力災害からの復興・再生を確実に
進めるため、新たな総合計画「ふくしま新生プラン」を策定し、『夢･希望･
笑顔に満ちた“新生ふくしま”』の基本目標のもと、「人と地域」を礎に、「活
力」、「安全と安心」、「思いやり」を３つの柱として、新しい県づくりに取り組
んでおります。
　復興のための重点プロジェクトの一つが、復興公営住宅の建設による
生活環境の整備であります。
　特に、原子力災害により長期間ふるさとへ帰れない方々が安心して生
活できる拠点づくりとして、福島県復興公営住宅整備計画を定め、4890
戸の復興公営住宅を整備することとしており、そのうち貴機構には、昨年
11月、いわき市における約1000戸の住宅建設をお願いしたところです。
　また、復興まちづくりについても、震災復興土地区画整理事業におい
て、計画策定から工事実施までを担っていただくなど、貴機構の豊富な
経験やノウハウを十二分に発揮していただいております。
　これからも貴機構のお力添えをいただきながら、復興の流れを大きく、よ
り確かなものにしてまいりますので、引き続きご支援のほどよろしくお願い申
し上げます。

福島県知事

佐藤 雄平

福島県の復興に向けたUR都市機構への期待

東日本大震災

震災復興支援事業
3年の歩み
被災地の皆さまとともに

野蒜北部丘陵地区
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東日本大震災

震災復興支援事業
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被災地の皆さまとともに
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●広範な被害範囲
　東日本大震災の特徴として、被害
の範囲が極めて広範囲であることが挙
げられる。
　震度6弱以上の揺れを記録したの
は岩手、宮城、福島、茨城、栃木、
群馬、埼玉、千葉の計8県にわたる。
　我が国の観測史上最大規模、世界
的にも1900年以降4番目の規模である
東日本大震災は、東北地方および関
東地方の太平洋沿岸を中心に、東日
本全域に大きな被害をもたらした。

●津波浸水被害
　東日本大震災では、津波による被
害が甚大であったことも大きな特徴で
ある。地震によって発生した津波の高
さは、宮古、大船渡、石巻、相馬の
検潮所で８ｍ以上の観測値を示したほ
か、痕跡などからは10ｍを超えるもの
であったと推定されている。浸水範囲
は６県62市町村で合計561㎢（山手
線内の面積の約９倍）に及び、岩手、
宮城、福島の3県をはじめとする多く
の沿岸市町村の市街地は、壊滅的な
被害を受けた。
　人的被害の要因（死因）としては、
溺死の割合が9割を超えている。

●原子力災害
　東日本大震災の地震・津波により、
福島第一原子力発電所は全電源を喪
失し、我が国がかつて経験したことの
ない重大な原子力災害に直面すること
となった。

●復興に向けた課題
　被災が広範囲に及んだこと、高台
への集団移転、市街地の嵩上げなど、
津波に対して安全な基盤整備が必須
であったこと、また、原子力災害に伴
う長期避難、除染などの問題が併発
したことが、後の復興事業の課題と
なった。

東日本大震災で確認された津波の高さ──多くの被害は、津波による被災

東日本大震災における死因
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都司准教授ら調査
東電調査

佐藤教授ら調査
個別事例

気象庁調べ

＊気象庁調べの北海道は上位３地点、その他は市町村最高地点、それ以外は気象庁調べにないか上回る結果を掲載
出典：毎日新聞2011.3.25（港湾空港技術研究所と東京大学都司嘉宣准教授の調査）、気象庁調べ（「平成23年３月地震・火山月報（防災編）」、痕跡等から推定した

津波の高さ）、東京新聞2011.7.9（東京電力による詳細調査結果）、毎日新聞2011.4.17（東京海洋大学岡安章夫教授推定による陸前高田市民体育館事例）、
ＮＨＫ2012.2.19（東京大学大学院佐藤眞司教授の研究グループによる警戒区域内初の痕跡調査の結果）

不詳
2.0％

圧死・損壊死・その他
4.4％

焼死
1.1％

溺死
92.4％

東日本大震災の特徴

●災害救助法適用
市区町村

●人的被害

●建物被害

●浸水範囲

●避難者数
　（ピーク時）

9都県241市区町村＊１

死者……………1万5884人
行方不明……………2640人
負傷者………………6150人
復興関連死※………2916人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊2

全壊…………12万6631棟
半壊…………27万2653棟
一部破損……74万3492棟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊3  

561㎞2

（山手線内の面積63㎞2の約9倍）
（青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉
の6県62市町村の浸水範囲面積の合計）
　　　　　　　　　　　 　　　 ＊5

平成23年3月14日 約74万人
（青森県・岩手県・宮城県・福島県・
茨城県・栃木県の避難状況の合計）＊4

＊１ 平成23年3月12日長野県北部を震源とする地震により適用されたものを含む　出典：平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の適用に
ついて（第11報）／H23.3.24　厚生労働省　長野県北部の地震にかかる災害救助法の適用について（第1報）／H23.3.12　厚生労働省

＊２ 「復興関連死の死者」とは、東日本大震災による負傷の悪化などにより亡くなられた方で、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、当該災害弔慰金の支給
対象となった方　出典：平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震の被害状況と警察措置／H26.1.10　警察庁
東日本大震災における震災関連死の死者数（平成25年9月30日現在調査結果）／H25.12.24　復興庁、内閣府（防災担当）、消防庁

＊３ 出典：平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震の被害状況と警察措置／H26.1.10　警察庁
＊４ 出典：復興の現状と取組／H25.11.29　復興庁
＊５ 出典：津波による浸水範囲の面積（概略値）について（第５報）／H23.4.18　国土地理院

震度分布図

出典：気象庁ホームページ

被害状況

凡例
 7 震度 7
6+ 震度 6 強
6− 震度 6 弱
5+ 震度 5 強
5− 震度 5 弱
 4 震度 4
 3 震度 3
 2 震度 2
 1 震度 1

壊滅的な津波被害（宮古市）

警察庁資料より内閣府作成
平成23年４月11日現在の東日本大震災における
死因（岩手県・宮城県・福島県）

１．発災と総合災害対策本部の設置

平成23年3月11日［金］14時46分
東北地方太平洋沖地震発生
震源：三陸沖（北緯38.1度、東経142.9度）
震源の深さ：24km
地震の規模：モーメントマグニチュード9.0
出典：平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）について（第149報）／H26.3.7　消防庁

津波が堤防を越える様子（野田村）

東日本大震災の概要

｜第 1章｜被災状況と復旧支援
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発災直後の動き
　平成23年３月11日金曜日の14時46
分、緊急地震速報アラームを受信する
と、間もなく本社横浜アイランドタワーで
も強い揺れが始まった。揺れはなかな
か収まらず、周囲のビルが大きく左右
に揺れる光景が見られ、恐怖感ととも
にこれまで経験したことのない、ただな
らぬ事態であるという空気が漂った。
　テレビの報道により東北地方を震源
とする非常に強い地震の発生を確認、
甚大な被害が発生した可能性が高いこ
とから、理事長を本部長とする「総合
災害対策本部」を速やかに設置し、本
部事務局となる本社総務人事部総務
チーム（当時）では、総動員で直ちに本
社内、在京の各支社などに対し、職
員の安否、事務所の被害状況、ＵＲ
賃貸住宅や事業地区の被害状況の確
認を開始した。同時に、本社内で一
部破損ありとの情報があり、ビル内の
全エレベーターが非常停止する中、各
階フロアの被害確認作業に奔走した。
　被害状況などの確認作業は難航し
た。支社や事務所へは災害時優先電
話を繰り返しかけて、なんとか指示、
連絡。情報が入り始めると、確認内容
は走り書きでメモを作成し、担当者に
集約。それでも東北地方の各現地事
務所、仙台市内のＵＲ賃貸住宅、首
都圏におけるＵＲ賃貸住宅の情報さえ
も把握困難な状況が続いた（これを受
け、平成25年３月に職員の安否確認

システムを導入）。
　17時30分に本社全部室
長参加による緊急会議を招
集し、さらに19時30分から
の総合災害対策本部会議
で本部長などに対し、ここ
までの確認状況や本社災
害対応体制を報告し、当
面の方針を確認した。職員
に対しては、被害状況など
の確認作業を継続するとと
もに、本社各部および首都
圏支社などの対応体制を指示、確認。
また、首都圏を走るほとんどの鉄道路
線の運休に伴い、事務所待機に備え
るため、会計チームから防災物品とし
て乾パンなどの非常食や防災用毛布な
どが支給された。

　地震発生以降、本社や各支社など
の関係各部では夜を徹して被災情報な
どの収集を行い、対応方策の検討や
準備を続け、そのような中で、仙台市
内のＵＲ賃貸住宅の被災状況調査など
のための第1陣として、翌12日早朝に
本社住宅経営部と技術・コスト管理室
（当時）による6人のメンバーが本社を
出発した。
　発災後しばらくの間は連日、毎朝10
時から役員および本社全部室長出席の
もと、総合災害対策本部会議を開催、
ＵＲ賃貸住宅などの被害状況および復
旧対策、支援方策をはじめ、国土交
通省からの応急仮設住宅支援要員の
派遣要請、仮設住宅建設用地並びに
首都圏のＵＲ賃貸住宅の提供要請に
対する方針などについて協議され、
次 と々震災復旧対応がなされていった。

総
合
災
害
対
策
本
部

総
合
災
害
対
策
本
部

　■ 迅速に応急・復旧に係る対策や支援などに取り組むため、以下の体制を整備

＊支社などにおいても、災害対策本部や支援本部などを設置

 被災された方、ＵＲ賃貸住宅にお住まいで被災されたお客さまへの措置、対応な
どや、ＵＲ賃貸住宅の復旧・修繕の支援など

 国からの要請に基づく被災地への技術職員の派遣など（応急仮設住宅建設支援など）

 本社主導で行う人的派遣、現地事務所支援および現地拠点構築のためのロジス
ティックス対応（各種手配および物資・備品などの調達）

■ 各地方公共団体の要請を受け、復興に向けての支援を行うため復興検討班を設置

要 請 支 援 班

ＵＲ賃貸住宅班

総 合 支 援 班

状況 ＵＲの対応

３月11日
（金）

14:46  三陸沖を震源地とする地震発
生（マグニチュード９.0、最大
震度７）

地震発生と同時に、理事長
を本部長とする「総合災害対
策本部」を設置（本社）

 本社（横浜市中区）では震度
５強、首都圏全般で交通遮
断

職員の安否、事務所の被害
状況、賃貸住宅や事業地区
の被害状況を確認

14:49 大津波警報を発表 支社長を本部長とする「東日
本支社総合災害対策本部」
を設置（東日本支社）
その他の支社においても対策
本部を設置

21:23  福島第一原発から半径３㎞に
避難指示
３～ 10㎞圏も屋内退避

緊急部長会議（本社）および総
合災害対策本部会議（本社）を
開催。被害状況の確認・報告
本社各部門の情報収集業務
に携わる者への事務所待機
を指示
仙台への第一次現地調査団
の派遣が決定

３月12日
（土）

3:59  新潟県中越地方を震源とす
る地震が発生（マグニチュード
６.6、最大震度６強）

第一次現地調査団が出発
（～16日）

5:44  福島第一原発からの避難指
示を半径10㎞に拡大

18:25  避難指示を半径20㎞に拡大

19:30  東京電力が「計画停電を実施
する可能性あり」と発表

３月13日
（日）

国交省からの建築物応急危
険度判定士の派遣要請を受
け、第一次の派遣を決定す
るも、交通規制などの理由で
見合わせ

状況 ＵＲの対応

３月14日
（月）

計画停電により始発から多く
の電車が運休するなど首都圏
全域で交通機関がまひ

総合災害対策本部会議（本
社）を開催

ホームページに計画停電実施
に伴う共用設備のご利用の
注意を掲載

本社をはじめ、各事務所で節
電の徹底を図る

３月15日
（火）

11:00  福島第一原発から20～ 30
㎞圏内に屋内退避を指示

第二次現地調査団が出発
（～24日）

10時「総合災害対策本部会
議」、17時「総合災害対策
本部事務局会議」を毎日開催

22:31  静岡県東部を震源とする地震
が発生（マグニチュード６.0、
最大震度６強）

いわき都市開発事務所は業
務の継続が困難となり一時休
業

応急仮設住宅建設用地、計
46画地 65.６haを提供候補に

３月16日
（水） 11:15

 枝野官房長官が「燃料の買
いだめを控えてほしい」と呼び
かけ

３月17日
（木）

第一次応急仮設住宅建設支
援要員が出発（～31日）

「総合災害対策本部」内に
「緊急支援体制」として「ＵＲ
賃貸住宅班」・「要請支援班」・
「復興検討班」・「総合支援
班」を設置（本社）

ホームページに特別枠を設
け、対応状況を掲載

応急仮設住宅建設用地、計
80画地２０７.２haを提供候補
に

総合災害対策本部会議の様子

東日本支社（当時）より仙台へ向けて搬送される物資

　震災翌日の早朝に出発した仙台への
第一次現地調査団派遣を皮切りに、そ
の後の緊急支援要員の派遣が次 と々決
まっていった。被災地では、ライフライン
が断たれ、食料・生活用品また燃料の調
達も厳しいことが予測されたため、15日
の第二次現地調査団のマイクロバスに
は、派遣職員や仙台都市整備事務所
職員のために、本社に備蓄していた備
品、急きょ調達した食料などの大量の物
資を後ろ半分の座席に搭載し出発した。
　仙台ではガスの供給がストップし、カ
セットコンロや電気ポットが使える程度で、
食材は長時間並ばないと購入できない状
況であった。現地事務所の食料は非常
食用の乾パンやアルファ米ばかりという
情報も得て、震災以降、首都圏におい

ても、物流の混乱や買い占めなどによっ
て、極端に生活物資が不足していた状
況の中、本社や東日本支社（当時）で
は、スーパーやコンビニを人海戦術で何
軒も回り、簡単に調理することが可能な
カレーなどを作るために必要な野菜、温
めるだけで食べられるおでんや牛丼、そし
て果物なども調達した。同時に、中部・
西日本・九州の3支社に応援物資調達
への協力を要請すると、入手困難となっ
ていたトイレットペーパー、乾電池、カセッ
トコンロ、ガスボンベなどが続 と々集まっ
てくるとともに、栃木県で農園を経営して
いる職員の実家からは１００㎏の米が仙
台都市整備事務所に送られた。
　現地調査団などの宿泊先の確保も難
航した。仙台市内のホテルの多くが休

業する中、ここも人海戦術で電話をかけ、
利用の可否を確認。ガス供給の復旧の
めどが立たず当面お湯が出ないような部
屋であっても、空室があればとにかく確保
を依頼した。また、被災地でのガソリン
不足は非常に深刻で、調査団を乗せ東
京を出発した車が、道中でガス欠となり
関東まで戻って来られないというリスクを
常に伴っていた。首都圏のガソリンスタ
ンドでも給油制限がかかる中、限られた
量のガソリンを携行缶に詰め持参しても、
被災地に入る前の往路の途中で必ず給
油する必要があり、調査団から「数時間
並んだが東北道で給油ができた」、「無事
に仙台に到着した」といった連絡が入る
都度、安堵する日々が続いた。

人海戦術による物資調達　本社総務人事部総合支援班（当時）　三瀬 修一

発災から1週間の動き

体制と役割

総合災害対策本部の設置

｜第 1章｜被災状況と復旧支援
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備えあり　その当時思っていたこと
　普通の揺れじゃない。その時私は、
理事長室で打ち合わせをしていました。
ビルが激しく揺れて、扉がバタンと閉ま
り、机の引き出しが飛び出ました。その
後は、遠く東京湾を挟んだ対岸に見え
る市原の精油所で爆発があり、電話は
不通、電車もストップとなり、車は交通
渋滞、まさに横浜は孤立しているかの
ようでした。
　当時、ＵＲは、政府のあり方検討会
で組織見直しの報告書が公表されるな
どの環境下にあり、私自身も常々今後
のＵＲの展開、10年から20年先の進
むべき方向性を模索していた頃でした。
事業の柱は２つ、賃貸住宅経営と都
市再生です。賃貸については、まちを
経営、管理する発想で、企業的経営
体としてのＵＲブランドの確立を図るべき
であり、都市再生についても、例えば
都心の一等地などはまさにビジネスとし
て、民間から必要とされる場面に経営
的立場から出ていけばいいという考え
です。
　むしろＵＲが本領を発揮するのは地
方。地方には、まちづくりの技術者やノ
ウハウが足りないところが多い。ここに
公的機関としてのＵＲが入って、必要な
まちづくりを実行していく。このような構
想を持っていたところに、大震災が発
生し、極めて特異な入り方にはなってし
まいましたが、市町村と１対１でまちづく
りを実行していく状況となったのです。

被災地へ　プロ集団の活用を	
　ＵＲの前身である公団は、阪神・淡
路大震災においても、復興まちづくりの
支援を行いました。今回は、地震の後
に来た津波による被害が甚大であり、
被災市町村においては、職員が犠牲
に遭われたところもありました。全国の
自治体からの支援もありますが、仙台
市など大きな市町村を除けば、どこも
外部からの相当強力な支援体制が不
可欠になります。
　そんな中、ＵＲは、組織力で計画的

にまちづくりのプロ集団を動員できる最
大の組織であり、国の機関であるとい
う立場からも当然の責任として、総力
を挙げて取り組んでいくべきであると
思っていました。そこで、発災直後か
ら応急仮設住宅の建設支援要員を送
り出しました。さらに関係者には、200
～300人の規模で復興支援体制を整え
るべく、早 に々指示を出しました。
　また、これからのＵＲを背負って立つ
若手諸君をメンバーに数人ずつチーム
を組み、被災状況を視てもらいました。

「今」である必要はないが、行く先々、
この体験を仕事のうえで「返してもらう」
という思いでした。
　４月に入ると岩手県から要請があり、
復興計画策定支援のための職員派遣
を開始しました。そして５月、私は被災
地を訪問し、被災状況を目の当たりにし
ます。これまで現地派遣職員からの報
告やテレビ報道などの映像で理解して
いたつもりでしたが、実際に現地を見
てみると、やはり筆舌に尽くしがたいも
のがありました。また、現地において

は、被災市町村の幹部の方 と々会談
し、ＵＲの支援に対して感謝の言葉を
いただくとともに、引き続き支援をお願
いしたい旨の話がありました。続いて６
月に宮城県知事から、10月に福島県
知事から国土交通大臣に対してＵＲの
活用について正式要請があり、国土
交通大臣から私に対して要請がありま
した。
　こうしてＵＲは、国家からの明確な
位置付けのもとに、プロ集団として被
災地に入ることとなり、復興を強力に
推進していくための場が与えられまし
た。

女川町　ＵＲが力を発揮すべきところ
　復興計画策定支援で職員を派遣し
ていた多くの市町村とは、その後まち
づくりの協定を締結することになります
が、その中でも宮城県女川町とは、唯
一「パートナーシップ協定」を締結しまし
た。
　女川町が他の被災市町村と何が違
うかというと、被害が極めて深刻である
こと、復興に欠かせない行政側のマン
パワーが不足していること、さらに漁業
集落などあらゆるパターンの復興事業
が必要となっており、しかもそれが全容

を把握できる比較的狭い範囲内にある
ということです。また、須田女川町長
からは、「ＵＲに全て任せたい」というお
言葉をいただき、絶対的な信頼関係
の構築が可能であると確信が持てたこ
ともパートナーシップ協定締結に至った
大きな要因でした。さらにあえて言え
ば、ＵＲの全面支援のもとに、復旧・復
興が急ピッチで展開している状況をモ
デル的につくり出したかった、ということ
もあります。
　ただし、被災した沿岸市町村の規
模は甚大であり、ＵＲのマンパワーにも
限りがあります。同じマンパワーで達成
できる仕事の量を飛躍的に増やすとと
もに、より短期間で対応しなければなり
ません。工事１つを進めるにしても、通
常の発注方法では復興が進みません。
これまでＵＲが担っていた役割の一部
分に、民間企業に参加してもらい、発
注単位も例えば小さな集落ごとではな
く、半島一括でというように、事業展
開、発注方法、契約の組み立てなど、
全面的に大胆に組み替えなければ乗り
越えられません。そこではじめてＣＭ（コ
ンストラクション・マネジメント）方式（29
ページ参照）の発注を採用することにし
ました。また、東北の復興に不可欠で

ある漁業集落の再建に当たっては、水
産庁と連携することにしました。

自衛隊からＵＲへ　復興はＵＲ
　東日本大震災から３年を迎えて、現
場はかなり動き出したなという印象で
す。ＵＲはまちそのものを経営できる唯
一の組織だと思っています。しかしな
がら、3000人の職員に共通して、自ら
の組織が持っている力、ポテンシャル
を必ずしも十分には自覚していないよう
に思います。特に、現場で勤務してい
る職員には、自信を持って思いっきり
やってもらいたい。そして、まちが復興
して、ＵＲが引き揚げるときには、ぜひ
地元の方に「ＵＲはよくやってくれた」と
いう評価をもらって帰ってきてほしいで
す。
　私の持論ですが、驚天動地の大災
害が起きたときに、真っ先に派遣される
のは自衛隊、その次に復旧・復興のま
ちづくりとなったときに送り込まれるのは
ＵＲ。このようなイメージを持ってもらえ
るよう、東北の地におけるＵＲのますま
すの活躍を期待しています。さらに東
北復興の暁には、ＵＲのまちづくりの全
国展開が待っていることを確信してい
ます。

平成26年2月インタビュー時 平成24年3月、女川町とのパートナーシップ協定調印式　左：須田女川町長　右：小川前理事長 

平成23年10月、復興計画策定支援要員派遣先を視察（南三陸町）
左：川邊氏　中央：小川前理事長　右：奥田氏

小川忠男前理事長インタビュー

経歴
東日本大震災発生当時、ＵＲ都市機構の理事長と
して、復旧・復興支援活動を指揮
昭和42年　　 建設省入省
平成16年7月　ＵＲ都市機構副理事長就任
平成20年7月　ＵＲ都市機構理事長就任
平成24年9月　一般財団法人建設経済研究所

理事長就任（現職）

｜第 1章｜被災状況と復旧支援
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派遣の概要
　東日本大震災において、ＵＲは、被
災した方が一時的に住まう応急仮設住
宅建設のための職員派遣を行った。
国土交通省は被災各県からの要請を
取りまとめ、ＵＲに派遣を要請、３月17
日から岩手県庁に１人、宮城県庁に１
人、福島県庁に２人の計４人の職員を
第一次支援要員として派遣を開始し
た。その後、3月23日には宮城県に１
班４人、3月24日には岩手県に1班４人
を追加派遣。3月31日には宮城県に２
班体制とするため、さらに1班4人を派
遣。4月7日からは岩手県庁勤務の1
班4人が工事監理を担当するため、遠
野市の土木事務所に移動。4月14日か
らは遠野事務所を２班体制とするため、
１班4人を追加派遣。4月26日からは
候補地調査班として、気仙沼市と石巻
市にそれぞれ１班5人の派遣を行い、
その時点で3県合わせて最大30人の
派遣体制となった。
　職員の派遣期間は2週間で、２班の

派遣職員が１週間ずつ重なりながら交
代し、経験者と新任者が１班ずつセット
になることで、業務が途切れることがな
いよう配慮した。そのため、毎週９人
から11人（最多で21人）の職員を赴任
地に送り出した。派遣期間は平成23
年8月13日までの150日間で、第22陣
まで延べ182人（建築、土木、機械、
電気）を被災各県および渋谷区（事業
者公募資料の審査）に派遣した。応急

仮設住宅の建設支援に当たっては、
各地方公共団体からも多くの職員が派
遣されていたが、建築職中心であった
ことから、ＵＲから派遣された土木職や
設備職は特に重宝された。
　派遣された職員は、建設候補地調
査、配置計画の策定、設計、工事監
理、中間検査、完成検査などを行った。
その結果、候補地調査地区は184地
区、完成検査地区は513地区に上っ

た。さらに単なる建設支援にとどまらず、
デイサービスセンターやグループホーム
などの高齢者施設設置の必要性を説
明し、計画案の策定において実施の
筋道を立てるなど、ＵＲの総合的な技
術力を提供することができた。また、
配置検討チェックリストや完成検査
チェックリストなどを作成し、被災各県

におけるその後の設計チェックや検査
の際の基礎をつくり上げた。
　本社の技術・コスト管理室（当時）で
は、後方支援班を立ち上げ、派遣職
員の全面的なバックアップを行った。特
に派遣初期においては、移動ルートや
給油場所、レンタカー、宿泊地、食品、
そのほか必要備品を確保することが非

常に困難な状況だった。総務人事部
（当時）の総合支援班と協力してそれら
の確保に努めたが、特に宿泊地につ
いては、キャンプ場のコテージや学生
用アパートを活用しながら相部屋で対
応せざるを得ないほど、逼迫したもの
だった。

応急仮設住宅建設支援要員の派遣

２．復旧支援活動

派遣先 ＵＲ
調査地区数＊

完成地区数
（8/31 時点） 割合

気仙沼班
気仙沼市 55地区 87地区 63.2%

南三陸町 51地区 58地区 87.9%

石巻班
石巻市 49地区 131地区 37.4%

女川町 29地区 30地区 96.7%

合計 184地区 306地区 60.1%

派遣先 地区数 戸数＊ 担当割合
（戸数）

完成戸数＊ （派遣
終了時点完成戸数）

岩手県 222地区 1万149戸 73.4% 317地区
1万3833戸

宮城県 187地区 6003戸 37.6% 358地区
1万5985戸

福島県 104地区 8301戸 64.8% 156地区
1万2810戸

合計 513地区 2万4453戸 57.4% 831地区
4万2628戸

候補地調査実績

完成検査実績
＊調査地区数には、候補地として不適と判定された地区を含む

＊集会所、談話室も戸数に計上

中間検査の様子

完成検査の様子

　私は候補地調査と配置計画、建設、
検査、引渡しに係る一連の業務支援の
ため、岩手県の県土整備部建築住宅
課に着任した。各市町村からの要望を
受けて、合計１万8000戸超の応急仮
設住宅を建設するという膨大な業務の第
１陣として、責任の重い業務であった。
　仕事を始めると、同じ敷地であるにも
かかわらず、名称や建設予定戸数、調
査予定日程などが資料によって違うこと
に気付いた。このままでは全体計画に
支障を来すばかりでなく、外部への公表
データにも誤りが出る可能性が高い。県

の職員もこの点に気付いているのだが、
休日もなく眠る間も惜しんでの業務で、こ
の課題に取り組む時間などなかった。
　そこで大阪府からの支援メンバーとと
もに、11の市町村について候補地の
検討状況、着工戸数、完成戸数、入
居戸数などを一元管理するとともに、地
図、配置図、確認時の懸案事項を記し
たチェックシートを閲覧できるシステムの
構築を提案した。
　県職員１人を特命として、アクセス（PC
ソフト）を使った管理プログラムを作成。
同時にデータ入力用の管理シートを指定

し、入力や更新は指定フォーマットを使
用。新しくできたシステムでの登録は誰も
が可能だが、一元管理するために登録
するオペレーターも専属とした。
　２週間という支援期間の中で、本来
業務を行いながらの作業ということもあ
り、完全にシステムが稼働したかどうか
確かめる時間はなかったが、何とか目標
とするシステムの構築、アウトプットフォー
ムを完成させデータの入力をスタートさせ
ることができた。

　私が派遣された宮城県では、仮設住
宅建設を目的に土木部住宅課内に「（仮
称）建設支援室」が組織され、国土交通
省の指導のもとで県職員、兵庫県、東
京都、ＵＲ（私）で活動していた。活動内
容は、建設候補地の絞り込み、その周
辺におけるインフラなどの復旧状況などを
調査、仮設住宅の配置設計、施工監
理業務などであった。
　県南の亘理町、山元町と県北の女川
町、石巻市では被害状況に大きな差が
あった。県南は海岸部がなだらかで、１

～２ｍの津波が３～５㎞の広大な田園地
帯をのみ込み、県北はリアス式海岸で港
を中心とした市街地を公表７ｍ（実際は
約15ｍ）の津波が全ての建物を破壊した
という状況で、現地を見た瞬間は鳥肌が
立ち恐怖感を覚えた。
　しかしながら避難所の子どもたちは、
心に大きな傷を受けながらも自分の居場
所で遊び場所を見つけ元気いっぱいだっ
た。彼らがいる限り復興できるし、しなけ
ればならないという思いで活動した。
　仙台市内は大きな建物被害はなかった

ものの、都市ガスの供給は止まったまま
で、業務のために宿泊したホテルは暖房
なし、給湯なしが続いた。平年よりも寒
い日が多く、夜は寝袋に潜り込んでベッ
ドに入る日が続いた。業務を終えて日課
となったのが電気ポットでお湯を沸かしな
がら体を洗うことだった。コンビニ、スー
パーは閉店が多く、深刻な物不足でカッ
プラーメンを買うにも半日並ぶ状況だっ
た。そのような中で、居酒屋、炭火焼
肉屋はすぐに営業を再開し、現地調査
で冷えた体を温めることができた。

情報の一元化に取り組む　　東京都心支社技術監理部市街地設計チーム（当時）　永井 正毅

寒さに耐えて　　本社技術・コスト管理室設計計画・都市デザインチーム（当時）　宮本 俊次

敷地調査の様子

｜第 1章｜被災状況と復旧支援
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　ＵＲは国土交通省からの依頼に基づ
き、応急仮設住宅の候補地を広域的
に選定（85画地約205ha）し、地方自
治体の要請に応じて以下の３地区で応
急仮設住宅建設用地を提供した。
　宮城県仙台市のあすと長町地区で
は、震災の翌日12日早朝には仙台市
から土地提供に係る問い合わせがあ
り、同日、まずは３画地（2.65ha）を候
補地として回答。その後、15日までに
営業活動中だった３画地（2.09ha）につ
いても、追加候補地として回答した。
その結果、宮城県から要請のあった2
画地（1.38ha）について、それぞれ３月
と５月に土地を提供し、応急仮設住宅
78戸および高齢者用グループホーム型
福祉仮設住宅18室が建設された。
　福島県のいわきニュータウン地区で
は、福島県の要請を受け、平成23年
3月29日から応急仮設住宅建設用地

6.87haを順次提供し、475戸の応急仮
設住宅が建設された。県・市有地と合
わせ、地区内全体で1000 戸の応急仮
設住宅が建設供給された。
　岩手県の盛岡南新都市地区では、
盛岡市の要請を受け、平成23年4月6
日から仮住まい住宅（区画整理事業の

施行に伴う区域内地権者向け）8戸を
無償貸与した。当仮住まい住宅は、
被災地からの学生向け共同住宅や、
復興支援関係ボランティア活動拠点と
して活用されている。平成25年4月に
上記８戸を含む全25戸を市へ無償譲
渡した。

応急仮設住宅建設用地などの提供

　発災直後から「被災宅地危険度判
定士」の資格を有する職員の派遣要請
に備えて、技術・コスト管理室（当時）に
て、数十人規模で派遣できる体制をあ
らかじめ準備していた。平成23年４月
14日、国土交通省より、４月18～22日
の期間で仙台市へ３人の派遣要請が
あった。要請人数が３人のみだったこ
とや、地震発生直後に派遣体制を準

備していたこともあり、人選は速やかで
あった。まず過去の経験者より班長を
選定し承諾を得、他２人の人選は
ニュータウン業務部工事計画チーム

（当時）で行った。宿泊場所は要請先
である仙台市が手配した。東京・仙台
間の交通手段、現地レンタカ－の手配
などは、後方支援班が行った。地震
発生から1カ月ほど経過しており、現地

への交通手段として、新幹線は未復
旧であったが、高速バスの連絡があり、
また、現地レンタカーの確保も順調で
あった。また、派遣先の同一市内にあ
すと長町地区を担当する仙台都市整
備事務所（当時）があり、必要資材な
どの配送などに有利であった。

宅地危険度判定士の派遣

　氷雨から雪に変わる天候の中で始まっ
た被災宅地の危険度判定。先が思いや
られるスタートではあったが、２日目以降
天候に恵まれ、割り振られた53件は予
定通り調査を完了できた。今回の調査
は、近畿地方の府県市およびＵＲで編
成された総勢60人、20班による混成
部隊で実施された。広域にわたる被災地

を連日、朝早くから暗くなるまで走り回り、
帰庁後は、報告書作成などの事務処理
にと、連日深夜に及ぶ内業続きでハード
な短期集中業務であった。救われたの
は指定宿泊所が仙台の奥座敷といわれ
る秋保温泉の宿であったため、毎日温
泉に漬かることができ、疲れを癒やすこと
ができたことである。

　今後、危険度判定を行うような場面が
あるならば、1班３人体制を４人体制とし、
1人は交代で内業を行うことでより効率的
な調査が可能となるであろう。
　震災から３年がたった現在、復興事業
に携わっている者として、被災地が震災
前の元気を一日も早く取り戻し、震災か
ら立ち直ることを願うばかりだ。

ハードな短期集中業務　　東京都心支社業務第三部基盤施設計画チーム（当時）　西村 真二

ＵＲ賃貸住宅の復旧

３．ＵＲ賃貸住宅の復旧と被災者への提供

管理戸数 一部破損
宮城県 4078 戸 81 棟 3238 戸

茨城県 5081 戸 10 棟 534 戸

埼玉県 8 万 2797 戸 60 棟 5343 戸

千葉県 8 万 9524 戸 18 棟 617 戸

東京都 17 万 1957 戸 117 棟 1 万 5725 戸

神奈川県 7 万 5173 戸 56 棟 5090 戸    

合計 42 万 8610 戸 342 棟 3 万 547 戸

　東日本大震災では、宮城県（仙台市）
（16団地4078戸）、首都圏（1都４県）
（923団地42万4532戸）の全てのＵＲ
賃貸住宅について、被災状況などの
調査を実施した。その結果、342棟3
万547戸において、一部破損などの被
害は見られるものの、1団地（仙台長町
団地1棟84戸）を除き、居住を継続す
るうえで大きな支障はない範囲であるこ
とを確認した。

　仙台市内のＵＲ賃貸住宅（16団地
4078戸）では、津波による被害はなかっ
たものの、ガラス破損やクラックなど、
13団地で被害があった。中でも仙台
長町団地については、柱コンクリート部
分にも損傷があり、太白区による応急
判定で「危険」の判定を受け、居住者
全員が避難、建物の除却が決定した。
　また、東北地方に限らず首都圏のＵ
Ｒ賃貸住宅でも、躯体・外壁への被害

（154団地）、エレベーター停止（340団
地以上）、屋外ライフラインなどへの被
害が発生した。特に千葉県湾岸部の
浦安市や習志野市内では、液状化現
象による道路の隆起・陥没、それに伴う
断水などが発生し、住宅管理センター

（当時）などの現場職員が仮復旧作業
に奔走した。現在、被害箇所は復旧
完了している。

東北・首都圏におけるＵＲ賃貸住宅の被災状況

コンフォール浦安弁天（千葉県浦安市）

葛西クリーンタウン清新プラザ（東京都江戸川区）

仙台長町団地（仙台市太白区）

管理開始年度：平成10年　管理戸数：199戸

管理開始年度：昭和44年　管理戸数：84戸

管理開始年度：昭和58年 管理戸数：325戸

（上）あすと長町地区　（下）いわきニュータウン地区

｜第 1章｜被災状況と復旧支援
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発災から住宅提供に至るまで
　３月11日の発災により、被災地域に
おいて住宅・市街地の甚大な被害が確
認されたことから、ＵＲでは、阪神・淡
路大震災や新潟県中越沖地震の発災
時に住宅提供を行った経験も踏まえ、
直ちに被災者への住宅提供に向けた
検討を開始した。一方、国土交通省
からも「平成23年東北地方太平洋沖
地震に伴うＵＲ賃貸住宅の提供につい
て」により被災者に対するＵＲ賃貸住宅
の提供について最大限「配慮」するよう
要請を受けたほか、被災地に限らず、
全国の地方自治体などからも住宅提供
の打診が相次いだ。
　このような状況の中で、まず、全国
のＵＲ賃貸住宅の中から、補修済み住
宅など入居まで日数を要しない住宅
2500戸を選定し、家賃、共益費およ
び敷金を無償とする条件で提供する準
備を行った。３月18日に貸与方針を公
表し、22日に貸与対象者や取り扱いな
どの具体的な内容や受付に関する案
内を開始した。
　被災地や関東地域での住宅提供に
係る要望が非常に多かったため、補
修済み住宅のみならず軽微な補修によ
り入居が可能となる住宅も提供すること
とし、また、今後発生する空き家の見
込みを含めるなどして、対象の範囲を
拡大した。併せて、協議が調った他
の地方自治体においても、ＵＲ賃貸住
宅を、あっせんなどを行う住戸として提
供するなど、随時連携していくこととし
た。その結果、ＵＲ賃貸住宅の提供
可能戸数は、累計で約5100戸となり、
阪神･淡路大震災における提供可能
戸数と同程度となった。

窓口での対応
　募集窓口では、通常の募集業務と
並行して、被災者個々への提供に係
る受付業務を行うこととなった。これは、
提供戸数の大半を地方自治体へ提供
した阪神･淡路大震災のときと異なって
いた点である。このような状況に対応

するため、被災者から問い合わせが
多かった関東地域における募集窓口で
は、支援専用フリーダイヤルを設置し
つつ、対応に係る窓口案内者の増員
を行った。
　営業センターにおいては「電話による
仮予約受付」「緊急入居の手配」など
通常の受付とは異なる対応を３月中は
定休日も含めて行った。募集窓口のう
ち、新宿・津田沼・大宮の３営業センター
は、後述の「公共住宅情報センター」と
連携する観点も踏まえ、始業時間を30
分早める対応を行いつつ被災者対応
専門のＨＡ（ハウジングアドバイザー）が
常時待機して、電話問い合わせから
契約業務まで行った。さらに、被災者向
けに提供するUR賃貸住宅団地のう
ち、16団地においては、鍵の受け渡し
が速やかに行われるよう、4月末まで定
休日においても管理サービス事務所の
臨時営業を行った。
　また、３月22日から同28日までの７日
間については、子育て世帯や高齢者
世帯などに申し込み資格を限定し、子
育て高齢世帯などセーフティーネット層
に対する配慮を行った。
　この他、国土交通省においては、Ｕ
Ｒ賃貸住宅や公営住宅などの公共住
宅に係る情報の一元化を図るため、
「公共住宅情報センター」を設置してお
り、ＵＲも、同センターへの登録・情報
提供を行い、被災者へのさらなる周知
を図ることとした。

申し込み手続きへの対応
　これまで災害時における住宅の無償
提供の際には、「住民票」と併せて「罹
災証明書」の提出を義務付けていた
が、東日本大震災においては、被災
地の行政機能が壊滅的被害を受けた
ため、必要書類の発行が進んでいな
い状況が認められた。よって、手続き
時点で必要書類がそろわない被災者
に対しては、後日の書類取得および提
出を約する「念書」の提出をもって、入
居手続きを進めることとした。

　また、これまで経験したことがないレ
ベルでの「原発事故」を原因とした「避
難」または「屋内退避」指示の対象地
域においては、当初「罹災証明書」が
発行されない状況であったため、この
ような被災者に対しては「住民票」など
により居住地の確認を行い、「罹災証明
書」の提出は不要とする取り扱いとした
（その後、原子力災害による「被災証
明書」などの発行が進み、基本的に後
日提出を受けている）。

災害救助法に基づく
応急仮設住宅としての借り上げ
　ＵＲ賃貸住宅については、平成23年
３月25日付厚生労働省通知「平成23年
（2011年）東北地方太平洋沖地震に係
る災害救助法の弾力運用について（そ
の３）」および平成23年３月28日付国土
交通省事務連絡「平成23年東北地方
太平洋沖地震に係る応急仮設住宅と
して公営住宅等を活用することについて
（情報提供）」に基づき、災害救助法に
基づく応急仮設住宅として取り扱うこと
が認められた。平成24年４月１日から
は、災害救助法の弾力的な運用を行
い、救助を必要とする被災3県がUR
賃貸住宅を応急仮設住宅として直接借
り上げることとなった。

被災者の方々との交流
　東日本大震災などにより被災された
方々のため、一定期間無償でＵＲ賃貸
住宅を提供し、多くの方 に々ご入居い
ただいたが、単に「住まい」を提供する
だけでなく、入居後のケアも大切である
と考えた。このため、慣れない地に避

ＵＲ賃貸住宅の提供現地調査団の派遣

　発災直後、総合災害対策本部の
下部組織として、本社住宅経営部内
に住宅経営部長を事務局長とした「対
策事務局」が設置され、仙台市内のＵ
Ｒ賃貸住宅（16団地4078戸）につい
て、被災状況の調査およびお住まい
の方の安全確保・仮移転住宅のあっせ
んなどを実施するため、調査団を現地
に派遣することが決定された。
　翌12日から16日まで、第一次現地
調査団６人が仙台に派遣され、その
後東日本支社（当時）や日本総合住生
活㈱（ＪＳ）とも連携を取りながら、４月14
日に仙台市内に東日本復旧支援連絡
室が開設されるまでの間に、第五次現
地調査団まで延べ職員21人、ＪＳ29
人、協力会社34人が派遣された。

　東日本復旧支援連絡室は、現地調
査団による調査報告などを引き継ぎ、
ＵＲ賃貸住宅の被害状況の確認、安
全確保、お住まいの方への対応およ
び復旧・修繕工事を迅速かつ組織的に
実施し早期に完了させるために、現地
に設置された組織である。
　現地の体制は、住宅復旧に関する
総合窓口、基本方針などの協議・決定
および被災者向け住宅のあっせん業務
を行う業務班と、建物復旧の方針検討、
復旧工事の指示、監理、把握を行う
復旧班で構成され、復旧班には（財）
住宅管理協会（当時）（協会）からも複
数人が加わり、同じく現地に設置された
ＪＳ仙台事務所やお客様コールセンター
（協会）と連携し、現地業務を行った。

　発災当日夜、仙台市内のＵＲ賃貸住
宅の被災状況の確認および緊急修繕を
優先するため、現地に調査団を派遣す
ることが決定。石井理事（当時）から「明
日、第１陣として仙台に現地調査に行っ
てもらえないか」と言われ、「無事に行ける
だろうか。こんな大役が務まるだろうか」
と不安がよぎった。
　翌朝７時に本社職員６人体制で、大
勢の職員に見送られながら本社を出発。
高速道路が全面通行止めのため国道４

号線をしばらく走行しているうちに、「一部
緊急車両であれば高速道路の通行が可
能」との連絡が入り、すぐに矢板インター
チェンジで緊急車両の許可申請。何と
か東北自動車道の通行が認められ北上。
その後、徐行運転ではあったが夕方６時
頃仙台都市整備事務所（当時）に無事
到着。市内はほとんどが停電していたが、
被災状況は想像していたよりもひどくなく、
ほっとしたことを記憶している。
　翌日から、市内のＵＲ賃貸住宅の募

集・管理業務を受託している宮城県住宅
供給公社の協力のもと現地調査などに
着手。主な被害状況としては、①共用
廊下部の雑壁のせん断破壊　②玄関
扉の開閉不良　③高架水槽の破損　
④エレベーターの停止であった。
　発災時には、ガス、水道、電気など
のライフラインのほとんどが機能停止状
態であり、応急対応すら困難な状況で
大変苦労したことを思い出す。

発災翌日、不安な気持ちを抑えて出発

　３月23日、スーパーやコンビニは閉店
状態、インフラの復旧時期も分からない
まま、長町団地居住者への仮移転住宅
のあっせん、応急対策実施の現地体制
確立準備、市内のＵＲ賃貸住宅の空き
家状況の確認のため、関係会社社員４
人を含む７人で現地へ出発した。
　任務初日、長町団地居住者の安否
確認を行う中、他団地への仮移転希望
者が宮城県住宅供給公社に来訪された
ので、高齢者世帯を優先に低層階住宅

へあっせんする計画を取りまとめ、用意し
た毛布とカイロを支給した。長町小学校
に避難していた居住者の方を含め全員
の方から感謝の言葉をいただき、住宅に
携わる仕事の大切さを再認識した。
　また、現地応急対策事務所を探すた
め、仮移転手続きの合間に市内の不動
産屋を回り、物件情報の収集に努めた。
　空き家状況の確認については、被災
された方のプライバシー確保や寒さ対策
に貢献できる住宅の提供を第一優先とし

た。関係者一同で受け入れ可能な空き
家基準を整理し、メンバー全員で空き家
確認を行うことによって、早期に被災者
受け入れ可能な住戸と補修に時間を要
する住戸を選別した。
　厳しい職務環境の中、メンバーと住
宅供給公社の方々、支社のサポートメン
バーなどに支えられ９日間の任務を全うす
ることができた。改めて感謝の気持ちを
伝えたい。

被災者への住宅提供に走り回った９日間

（上）本社出発前の第一次現地調査団
（下）住戸内点検の様子

新宿営業センターに設けられた特設ブース

第一次現地調査団
本社住宅経営部ストック活用技術チーム（当時）　飯島 忠雄

第三次現地調査団　東日本支社住まいサポート業務部
ストック改善事業チーム（当時）   森内 寿弥

｜第 1章｜被災状況と復旧支援
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　震災当日、私はＵＲ渋谷営業センター
で７人のＨＡ（ハウジングアドバイザー）と
勤務していた。地震発生時、お客さま
は２組、若い男性と中年の男性の方で、
中年の男性は落ち着いていたが、若い
男性は不安そうだったので、担当してい
たＨＡが机の下に誘導した。
　交通機関は止まり、渋谷駅周辺は多
くの帰宅困難者で埋め尽くされていた。
ＨＡの家族の安否が心配だったが、23
時頃全員の無事が確認できた。夜中、
電車で帰宅できたＨＡは５人、私と２人の

ＨＡは事務所で不安な夜を明かした。
　翌日からは被災者の方、親戚知人の
方から電話での問い合わせが続き、間も
なく事務要領による指示があり、入居に
向けた業務が始まった。
　ある時７～８人のお客さまが一度にいら
したので、何組かのお客さまかと思った
ら、１組の親族とのこと。「３ＤＫ１戸でよ
い」と言うので、私が「近い所でいくつか
契約されたら」と提案すると、「今はみんな
で一緒に住みたいのです」とのこと。こち
らでは想像できない恐怖と不安を経験さ

れたのだと改めて感じた。
　団地を決めるに当たっては「どこでもよ
いです」と言う方が多かったが、首都圏
は広く、親戚や友人の住まいなど、普段
は聞かない立ち入ったことまで聞いて団
地を選定した。
　清瀬旭が丘団地を紹介したお客さまか
らは、「見に行って良い所だと思った。あ
なたのおかげで住宅が決まった」との言
葉をいただき、大変に困難なときでさえ、
感謝の言葉をかけてくださる被災者の方
に、頭の下がる思いだった。

被災者の立場になって住宅を選定する ＵＲ渋谷営業センター（当時）　小山 美代子

交流会の様子（行田団地）

難されてきた方々が、少しでも早く地域
になじみ、安心して生活できるよう、Ｕ
Ｒと地域コミュニティーの核である団地
自治会が共同するなどにより「交流会」
を開催した。

　交流会は、高島平団地（東京都板
橋区）など計10団地で実施された。多
くの被災者の方が参加され、被災者の
方同士、または団地にお住まいの方と
親睦を深める中で、行田団地（千葉県

船橋市）では被災後に連絡が取れなく
なっていた方同士が会場で偶然再会
するといった感動的なシーンも見られ
た。

第2章

復興支援の
本格化

野蒜北部丘陵地区
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岩手県への派遣　
　平成23年４月１日、岩手県知事が国
土交通省に対し、「平成23年東北地方
太平洋沖地震及び津波被害に関する
緊急要望」を提出。その要望の「具体
的事項」の１番目に被災町村の震災復
興計画の策定や、復興事業の実施等
に係る国及び都市再生機構等関係機
関による支援の強化とあった。
　４～７日に松田審議役（当時）を筆頭
とする全６人の現地調査団が岩手県庁
で具体的な支援内容や派遣先、派遣
期間・時期、派遣人員などについて、
岩手県と協議した。既にこの時７つの
市町村から派遣要請が県に上がってお
り、後にＵＲが事務所を設置し支援す
ることとなる。
　11日に国土交通大臣からＵＲに対
し、被災市町村への職員派遣の正式
な要請があり、13日に大船渡市と山田
町に土木職と建築職の2人ずつの派
遣が開始された。21日に野田村と宮古
市、28日に釜石市、陸前高田市、大
槌町についても派遣が行われた。

宮城県への派遣
　平成23年５月10～12日に小川理事
長（当時）が実施した、被災地現地調
査および地方自治体首長との会談にお
いて、宮城県知事とも会談。その後17
日に小山理事（当時）を筆頭とした現地
調査団３人が宮城県に現地調査入り
し、県の土木部長と会談。その際県か
ら派遣に係る打診があった。
　その後６月15日に宮城県知事が国
土交通大臣に対し、被災市町村にお
ける復興計画策定のため、ＵＲからの
専門家の派遣などの技術支援要請が
あり、同日付で国土交通大臣からＵＲ
に対し、復興計画策定のためのＵＲ職
員の派遣について協力要請があった。
28日に国土交通省住宅局からＵＲに対
し、派遣先として名取市など７市町村
に平成23年度末までの派遣要請が
あった。
　ＵＲはこの要請に応え、７月１日付で
宮城県下の復興支援を行う組織「宮城
震災復興支援事務所」を設置、同日付
で名取市に、16日付で気仙沼市、南

三陸町、女川町、山元町に土木職、
建築職を２人ずつ、東松島市に土木
職1人（後に建築職も）、岩沼市へは
建築職１人（後に土木職も）を派遣し
た。その後12月1日付で亘理町に土木
職、翌平成24年１月1日付で石巻市に
建築職1人を派遣した。

福島県への派遣
　平成23年10月13日福島県知事が国
土交通大臣に対し、被災市町村にお
ける復興計画策定のため、ＵＲからの
専門家の派遣などの技術支援要請が
あり、同日付で国土交通大臣からＵＲに
対し、復興計画策定のためのＵＲ職員
の派遣について協力要請があった。
　ＵＲはこの要請に応え、11月１日付で
宮城震災復興支援事務所を「宮城・福
島震災復興支援事務所」と改称し、福
島県下の震災復興支援を行う組織を
設置。同日付で新地町に職員派遣を
開始した。また、平成24年４月１日か
ら福島県庁に復興公営住宅建設のた
め２人派遣した。

派遣の概要

　平成23年４月の大船渡市、山田町
の派遣開始後、徐 に々対象自治体が
増えていった。その際の派遣の判断
は、理事長から指示を受けた審議役
（当時）が行い、その指示を受けた全
国まちづくり支援室（当時）が技術調査
室（当時）の技術人事ライン（土木、建
築）に職員の人選を要請、技術調査室
は各部門と調整し、適任者の選考を
行った。
　復興計画の策定支援のために派遣
要請されたが、被災自治体からの具体
的なニーズが分からない中、また最終

的な派遣人数が分からない中での派
遣であったため、派遣職員を選考する
に当たっては、当初東北出身者や東
北の大学を出ている者を中心に選定し
た。被災元の要望が「復興についての
首長のアドバイス役となる者」という具
体的な場合には、経験豊富な管理職
経験者を充てることもあった。いち早く
ＯＢ組織（建築系、土木系（部門別な
ので事務職も含む））からの提案があり、
５月にＯＢ組織の事務局が全会員に復
興の現地派遣について意向調査を実
施。土木系ＯＢに関しては、「意思あり」

との回答があった者の連絡先などの情
報を受け取り、本人と面談。派遣の意
思、健康、家族状況などを確認した後、
６月からの現地派遣へとつながった。
　一方技術系６級以下職員に対して
も、技術調査室を事務局、人事チーム
を窓口として意向調査を実施。特に現
地で人員不足が深刻な土木職のみ11
月に、より具体的な意向調査を実施し
た。過酷な生活環境を強いるため、
本人の意向を重視。当初派遣された
者は、東北復興に強い意欲を持つ者
を中心に選ばれた。

派遣職員の人選

　当初人選に当たった職員は、以下
のように振り返っている。「（被災自治体
から要望を受けた）国からのミッションも
まだ不明な時期であり、かつ、現地で
の業務内容も不明、生活環境などの
バックアップ体制も未整備という段階で
あったので、志願してくれる職員の『心

意気』にすがるしかない状況であった
にもかかわらず、ごく初期から現地に
入り、その仕事ぶりで地元の皆さまか
らＵＲに対する期待、信頼を積み上げ
てくれた派遣職員、特に第一次派遣
職員の功績は大きい」。
　派遣職員からの日報で、現地の状

況・情報を収集、本社震災復興支援室
内で毎朝朝会を実施し、派遣職員から
の要望への対応、関係役員への報告
を行った。当時、派遣職員からの日報
が貴重な現地の情報で、国土交通省
へもこの情報を毎日送り込んでいた。

派遣に当たっての課題・対応

派遣職員業務内容など
　復興計画策定支援要員としての業
務内容は、派遣時期によって変化し
た。初期段階においては、現地調査
を行って被災状況を正しく把握すること
から始まり、首長と協議を重ねたうえで
復興イメージの作成を経て、復興計画
策定に向けて手順やスケジュール作成
などの支援を行った。住民からの声を
取り込んだうえで、国の直轄調査コン
サルタントと協力しながら各種事業メ
ニューの検討を重ね、復興計画の素
案を作成し、平成24年度中には大方
の被災自治体で復興計画の策定が完
了した。この時期においては、役場も
平時とは程遠い状況にあることから、
復興計画策定にとどまらず、各種復旧
活動や応急仮設住宅・仮庁舎の建設
支援など、支援先から求められること
に柔軟に対応しながら、支援に取り組
んだ。
　復興計画が定まると、事業の具体
化に向けての技術的な支援が本格化
した。復興市街地整備事業や災害公
営住宅整備事業の計画検討段階で
は、住民意向調査、説明会・合意形

成支援、災害公営住宅の建設候補地
や供給戸数の検討などを行った。ま
た、各種事業の補助金制度に係る情
報提供や復興庁に対する復興交付金
の申請補助も行った。
　被災地におけるＵＲの知名度が低い
中、被災自治体と信頼関係を構築し、
ＵＲの立場を確立していくことは困難
だったが、ＵＲ職員の技術力やノウハ
ウの提供により、次第に信頼を得ること
ができ、その後の協定締結、事業受
託へとつながった。
　今回のＵＲの職員派遣は、国または
県の要請とはいえ、技術的支援の位
置付けが曖昧であったため、当初は多
くの被災自治体にとって、その活用方
法が不明であった。
　前述の通り、その後、多くの派遣職
員は復興計画策定支援に活躍したが、
自治体によっては、「本来の役割を与え
られず不本意」、「重要な方針検討の
会議に参加できない」、「パソコンで市
のイントラに接続できない」など、十分
な情報共有もできないとの派遣職員か
らの不満の声も聞かれた。
　ＵＲという組織の性格上、各自治体
からの応援職員と同様に、公務員とし
て職務ラインに入って業務を行うには
制約はあるが、事前に現地の自治体と
その役割を十分に確認して職員を派
遣する必要があった。

バックアップ体制の整備
　平成23年４月岩手県下への職員派
遣が開始されると、本社内において都
市再生企画部（当時）を中心にバック
アップ体制を整え、同時に盛岡市内へ

も３人のバックアップ要員を派遣した。
７月、宮城県下への派遣開始と併せ
て、本社に震災復興支援室、仙台と
盛岡に震災復興支援事務所を設置す
ると、はじめて組織としてバックアップ
体制を整えることができた。
　派遣職員はＵＲから支給されたノート
パソコン、プリンター、携帯電話を持ち
込み、各被災自治体へと入った。庁舎
が被災した自治体においては、プレハ
ブの仮庁舎などで各自治体からの応援
職員などと同様に執務を行った。
　当初岩手県下へ派遣された職員
は、派遣先近辺のホテルを転 と々しな
がらの生活が続いた。ホテルも不足し
ていたため選択ができる状況ではなく、
派遣職員同士の相部屋となることも
あった。盛岡市内で借り上げ宿舎が
確保できるようになると、休日は盛岡市
内の借り上げ宿舎、平日は沿岸部でホ

執務室の様子

建設事務所内の会議室

気仙沼市長との会談の様子

１．復興計画策定支援要員の派遣
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実際に派遣された職員からのコメント

執務環境

◆派遣先は大正時代に建設された木造
２階建ての小学校。冬は最低気温がマ
イナス14度の日が多々あるが、暖房は
石油ストーブのみ。隙間風が強く、本
当に寒かった。
◆国土交通省は、災害対応設備が整っ
ており、ネットワークが構築されている
パソコンやソーラー充電の携帯電話、
防災服など、停電・断水している被災
地での支援に必要な装備が整ってい
た。同じチームで作業するうえで大きな
差が生じていた。
◆当初ＵＲから支給されたモバイルノー
トパソコンは、モニターやキーボードが
小さく、使いづらかった。ネット環境も、
通信速度が遅く頻繁にフリーズした。

派遣体制

◆現地でプレゼンや図面検討を求めら
れることが多かったが、派遣職員と現
地の機材だけでは対応できないことが
多かった。派遣職員には少なくともＣ
ＡＤで簡単な図面作成ができる能力を
持った者を派遣すべき。
◆宿泊場所の手配から旅費の精算など
の事務的なことで貴重な時間を取られ
た。事務処理が効率的にできるような
人員とセットで派遣するべき。
◆盛岡市内の借り上げ宿舎に居住し、
月曜日、１週間分の着替えなどを持っ
て盛岡の事務所に出社し、出発準備を
整えて公用車で現地に移動。被災地周
辺の宿は警察など多くの支援者が入っ
ており、ほとんど予約できない状況で、
１時間以上離れた隣市や山間のホテル
を転 と々する毎日を過ごした。

衣食住など

◆土日は１週間分の洗濯に追われ、休
養できる状態ではなかった。洗濯乾燥
機など備品を用意してくれることとなっ
たが、アンケートが11月で配備は２月。
迅速な対応が望まれるところ。
◆気温が低かったので、衣類や靴など
全て現地で購入した。それなりに大き
な出費となったので、初期の赴任手当
があればよいと思った。
◆生活面で一番困ったことはやはり食
事。食べるところも限られ、ほとんどコ
ンビニ弁当で過ごした。
◆支援先では、風邪など病気にかかっ
ても、医療・看護など面倒を見てもらえ
る状況になく、日常生活においても相
当気を配った生活が求められる。

役割分担の難しさ

◆私たちは３月11日の発災後、４月
21日に被災自治体に入った。その意味
から自治体の職員からは信頼されたの
ではないかと思う。いち早く、現地に
行くことが重要ではないかと痛切に感
じた。当初はＵＲとして何を支援するの
か明確でない中、支援業務を行った。
被災地の意向に柔軟に対応できるＵＲ
職員の育成が望まれる。
◆ＵＲ職員の身分での派遣であったこ
と、具体的な役割分担が明確でなかっ
たことから、当初、市の職員と一体と
なった活動がうまくいかなかった。混乱
の中ではあったが、最初にお互いの役
割を確認しておくことが、短期間に能力
を発揮するためにも重要だと考える。

自治体職員との接し方

◆自治体のトップの方針や判断を的確
につかみ業務を行うことは、対被災住
民への対応上からも必要不可欠なこと
だった。しかしながら、上層部の考え
がなかなか伝わってこない。ほかの派
遣者も含め、幹部会議に一切出席させ
てもらえない状況であった。また、情
報を得るツールとして、派遣先のWeb
を使えることが必要で、上層部へ直談
判し、パソコンをネットワークにつなげ
てもらった。このため、格段に情報の
把握力が上がった。
◆ＵＲの認知度が低いせいもあったが、
ＵＲがまちづくりコンサルタントとは違
う存在であるということを町に認識して
もらうとともに、ＵＲの立場を確立する
ことに当初、苦心した。

住民の方 と々の接し方

◆津波を直接体験していない私たちは、
津波に襲われる状況についてイメージが
甘い。臨場感がない。このことが、被災
住民の感情、特に被災エリアに近づくこ
とができない心情などを十分に理解でき
ないことにつながっていた。市街地を復
興して再び住民の皆さんに戻ってきてほ
しいという事業への意欲が、時々住民を
傷つけることになるということ。戻りたく
ないという住民は多かったが、安心･安
全を基本に将来について時間をかけて夢
を語り合うことによって、この心情を少し
でも和らげることができることを住民と
の個人面談でたくさん経験した。
◆被災した住民の方々にどう接していっ
たらよいのかと心配していたが、まちづ
くり懇談会の終了時に、必ず拍手が起
こることが、やる気にもつながり、うれ
しかった。

震災直後
　全国まちづくり支援等担当の審議役
をしていた私に、小川前理事長から復
興支援の取りまとめをせよとの指示が
あったのは、震災発生数日後のことで
あった。被害状況や政府の対応など
がはっきりしない中、必ずやＵＲの出番
が来るだろうとの見通しのうえでのご指
示であった。程なく、岩手県から国交
省を通じてＵＲ職員の派遣の要請が
あったので、職員派遣の枠組み検討と
人選を内部で始めるとともに、現地に
行き、県幹部との打ち合わせと被災地
の状況調査を行うこととなった。

岩手への現地調査
　４月5日、最初に訪れた陸前高田で
目にした、市街地一面が破壊され尽く
した光景は、本当に衝撃的で今でも目
に焼き付いている。野田村の村長から
は、津波が来た際の生 し々い話をお聞
きし、宮古市の部長からは「私たちは
戦後50年超にわたってまちづくり事業
をやってきたが、その面積を上回る市
街地が今回被災した。その復興を今
回は５〜10年という短期間でやらなけ
ればいけない。ぜひＵＲに助けていた
だきたい」と切実に訴えられた。これら
のことが私の復興支援の原点となった。

岩手への職員派遣
　４月半ば、第１陣として大船渡市、
山田町へ各２人を派遣。同時に盛岡に
は、後に岩手復興支援局長となる佐々
木氏ほか数人が駐在し、派遣職員の
バックアップと県庁との連絡などを行っ
た。ほかの5市町村へも順次２人ずつ
派遣。期間は当面１カ月程度ということ
であったが、そんな短期間では完了し
ない、という共通認識があり、その後２
カ月、半年と延長を続け、６市町では
最終的に事業受託に至った。

社内支援体制の整備と
宮城、福島への職員派遣
　６月まで、本社内では暫定的に全国

まちづくり支援室（当時）が復興支援に
関わる派遣職員への情報提供、アドバ
イスによる後方支援を行った。通信事
情が良くない中、派遣職員から日報が
来て、本社内で毎日のように検討会を
行いバックアップに努めていた。
　５月に理事長の宮城県知事訪問を
きっかけに、宮城県内の各自治体から
も要請が来たので、６月、後に宮城復
興支援局長となる茂木氏らとともに、各
自治体の首長などにお会いしたが、「前
からお願いしていましたが、ようやく来
ていただけました」と言ってくださる方も
あり、ＵＲに対する期待を強く感じた。
　７月１日付で本社に震災復興支援室
が発足、盛岡に次いで仙台に支援事
務所ができた。14日付で私は理事とし
て震災復興支援を担当することとなり、
前理事の小山氏が震災復興推進役と
して現地を統括いただくこととなった。
岩手に続き、宮城へ、そして福島へも
職員派遣が開始された。

ガバメントオーダーで
　小川前理事長は、当初から「ガバメ
ントオーダー」にこだわり、被災自治体
からの要請を国交省を通じて受ける形
とした。これが後に、ＵＲ職員の派遣
費用に充てるための交付金制度や、
機構法の特例（復興事業の受託を本
来業務とする）につながったと思う。

事業受託へ
　技術支援の段階から、次の事業段
階を見据えてＵＲに対し期待が高まり始
めた。当初は、職員数3400人のＵＲ
の対応能力からして、こんなに多くの
地区（復興市街地整備22地区）を事業
受託することになるとは思っていなかっ
た。現に、平成23年10月の役員意見
交換会では、「復興市街地整備は10地
区、災害公営住宅は6000戸、ＵＲ職
員はピーク時200人程度」との想定を報
告している。
　職員派遣は、23年度末までに、北
は岩手県野田村から、南は福島県い

わき市まで18市町村に及んだが、結果
的には、宮城県の南半分の市町は、
事業受託に至ることはなく、全体で12
市町への支援事務所設置となった。

派遣職員に感謝
　最初に被災地に派遣された職員は、
１〜２週間ごとに宿を転 と々する状態が
続いたり、１年以上ホテル住まいを余
儀なくされた者もいた。２人ペアなので、
「男２人でこの半年、昼も夜も（執務も
宿の部屋も）一緒」とか、定宿に観光
客が増えたので「窓のない部屋に移さ
れ、以来そのまま」という職員もいた。
執務場所も、市役所がいっぱいで県の
ダム事務所の中だった例も。ともかく苦
労をかけたと思う。職員の通勤は車が
多いので、冬の路面凍結時期などに
は、とにかく事故がないことを祈った。
　ＵＲ職員が派遣されて１年あまりた
ち、ある役場を訪問した際、副町長が
派遣職員の肩を抱きながら、「この○○
さんは、去年の４月△日に来てくれて」
と正確な日まで述べ、「本当によくやって
くれた」と、心から感謝の気持ちを述べ
られた時は、我がことのようにうれしく
思った。多くの自治体で復興事業受託
と災害公営住宅建設に至り、ＵＲが復
興で存在意義を示すことができたのも、
各自治体に寄り添って復興支援に取り
組んだ派遣職員の皆さまのおかげだと
感謝している。

被災自治体から求められたＵＲ職員の派遣 復興支援統括役　松田 秀夫テル住まいという生活へと変化していっ
た。宮城県内では、仙台市内の借り
上げ宿舎に住まいながら、毎朝沿岸部

の派遣先自治体まで、遠い場合には２
時間近くかけての車通勤となった。特
に冬場になると、雪や路面凍結が深刻

で、スタッドレスタイヤを利用しても慎重
に運転しなければならず、通勤時間に
おいても緊張感が求められた。

業務内容編

バックアップ体制編

｜第２章｜復興支援の本格化
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覚書・協定の締結一覧

復興計画策定等職員派遣先自治体（平成26年4月1日現在）

県 市町村 覚書（復興まちづくり推進） 協力協定（復興市街地整備） 基本協定（災害公営住宅整備）

岩手県

野田村 Ｈ24.6.25（コーディネート受託）
宮古市 H24.4.11 H24.4.11
山田町 H24.1.17 H24.3.2 H24.3.2
大槌町 H24.3.28 H24.7.5 H24.4.11
釜石市 H24.3.9 H24.3.23 H24.3.23
大船渡市 H24.3.28 H24.7.23 H24.7.23
陸前高田市 H24.3.2 H24.3.2 H24.3.2

宮城県

気仙沼市 H24.6.27 H24.6.27 H24.6.27
南三陸町 H24.3.2 H24.8.9 H24.5.11
女川町 H24.3.1（パートナーシップ協定） H24.7.19（事業実施協定） H24.5.11
石巻市 H24.10.1 H25.3.13 H24.3.10
東松島市 H24.2.29 H24.3.29 H24.3.29
塩竈市 H24.2.1
多賀城市 H24.3.30
名取市 H25.3.21

福島県

福島県 Ｈ25.11.26（原発避難者向け）
新地町 H24.2.29 H24.2.29
桑折町 H25.3.22
大熊町 H26.3.3
須賀川市 H24.7.27 H25.1.30（基本協定）
鏡石町 Ｈ24.7.13（コーディネート受託）
いわき市 H24.8.29 H25.2.8

新地町 23/11/1～24/12/31
延べ2名

いわき市 24/4/1～24/11/30
延べ1名

岩手震災復興支援本部

盛岡

野田村 23/4/21～24/6/30
延べ2名

宮古市 23/4/21～24/3/31
延べ4名

山田町 23/4/13～24/3/31
延べ3名

大槌町
23/4/28～24/7/31
25/11/1～　　　　　
延べ6名

釜石市 23/4/28～26/3/31
延べ6名

陸前高田市 23/4/28～24/3/31
延べ2名

大船渡市
23/4/13～23/6/30
23/10/1～24/7/31
延べ4名

名取市
23/7/1～25/1/31
26/4/1～
延べ5名

岩沼市 23/7/16～24/3/31
延べ2名

亘理町 23/12/1～24/3/31
延べ1名

山元町 23/7/16～24/3/31
延べ2名

福島県 24/4/1～
延べ5名

気仙沼市 23/7/16～24/7/31
延べ4名

南三陸町 23/7/16～24/3/31
延べ2名

女川町 23/7/16～24/3/31
延べ2名

石巻市 24/1/1～26/3/31
延べ4名

東松島市 23/7/16～24/3/31
延べ2名

宮城・福島
震災復興支援本部
仙台

◎被災市町村への派遣〔計５９人〕
　○岩手県７市町村　　２７人
　○宮城県９市町　　　２４人
　○福島県３県市町　　　８人 岩手県

宮城県

福島県

※Ｈ23.4は派遣開始日、Ｈ23.5～は人事発令日

　平成24年４月に現地体制が172人
に増強され、小山震災復興推進役の
もと、宮城・福島震災復興支援局、
岩手震災復興支援局に組織を改編
し、現地で迅速な意思決定、調査・
工事などの契約発注ができる体制とし
た。
　平成24年度は、新たに岩手県野田
村、宮古市、大槌町、大船渡市、宮
城県気仙沼市、名取市、福島県いわ
き市、桑折町、須賀川市、鏡石町と
10の被災自治体と覚書交換または協
定などを締結し支援を開始した。

復興市街地整備
　ＵＲが支援する復興市街地整備事
業地区についての役割分担を定めた
基本協定を順次締結し、従来の市町
への職員派遣の支援体制から、現地
事務所にUR職員を配置する現地専
任チーム体制に次の通り移行した。

　さらに、ＵＲが行う計画策定や事業
認可などの手続きが進んだ復興市街
地整備地区では、第１号として９月26
日に陸前高田市の高田、今泉地区、
27日に女川町の中心部、離半島部地
区、10月４日に東松島市の野蒜北部
丘陵地区の各地区の先行地区で事業
受委託契約が締結された。
　これらの３市町（５地区）の次期工区
も含めた段階的で大規模な工事は、
自治体ごとに３件の工事に大括り化し、
設計・施工・マネジメントをまとめて発注
するＣＭ方式（29ページ参照）でＵＲが
発注することとなり、７月から公募手続
きを開始、10〜12月に順次ＣＭ事業者
と工事請負契約を締結し、工事着手
に至った。着工に先立ち、９月29日に

「女川町復興まちづくり事業着工式」、
10月25日に「東松島市復興まちづくり
事業着工式」が開催され、須田町長、
阿部市長から復興まちづくりへの決意
が表明された。
　平成24年度末までに11地区で事業
受委託契約が締結された。

災害公営住宅
　ＵＲは、平成24年度末までに、12
の市町から合わせて29地区、2218戸
の災害公営住宅についての建設要請
を受けた。調査設計、基盤整備工事
の後、第１号として11月16日に花露辺
地区（釜石市）の建設業者が選定さ
れ、平成24年度は、合わせて10地区、
635戸の住宅建設工事に着手をした。
　ＵＲの役割は、岩手県（全体6100
戸）、宮城県（全体１万5000戸）で計
画されている災害公営住宅のうち、各
市町村が整備する住宅（県が建設す
る住宅を除く）について、個別地区ごと
に要請を受けることとなった。各市町ご

復旧から復興へ（平成23年度）

事業受託と工事着工（平成24年度）

２．復興まちづくり事業の始動

　ＵＲは、半世紀にわたるまちづくり・住
まいづくりの実績、阪神・淡路や新潟な
どの復興まちづくりの実績を持つ技術
者集団として、復興事業の支援を期
待されたが、東北沿岸部の被災市町
村では、従来ＵＲの事業エリアではな
かったことから認知度が低く、その役
割は当初手探りの状況であった。
　行政改革の影響から国は、発災直
後必ずしもＵＲを前面に出しての復興
事業に積極的ではなかったが、平成
23年12月の東日本大震災復興特別区
域法の制定により、都市再生機構法
の特例で、ＵＲが本来業務として被災
自治体の委託による復興整備事業に取

り組むことを明確に位置付けた。
　これらと並行して、国とＵＲが被災自
治体に、ＵＲの阪神・淡路大震災での
取組実績や買取方式による災害公営
住宅の整備支援を紹介する中で、次
第に復興事業の支援を要請する機運
が高まってきた。これには、国や県の
要請を受けて被災自治体に復興計画
策定支援のため派遣されたＵＲの技術
職員の役割も大きかった。
　平成24年１月17日の岩手県山田町
との復興整備事業などの推進に向けた
覚書交換、２月１日の塩竈市からの災
害公営住宅の建設要請、３月１日の宮
城県女川町とのパートナーシップ協定

締結など、震災１年目の平成23年度
中に、岩手県山田町、大槌町、釜石市、
大船渡市、陸前高田市、宮城県南三
陸町、女川町、石巻市、東松島市、塩
竈市、多賀城市、福島県新地町と12の
被災自治体と覚書を交換または協定な
どを締結し、ＵＲによる復興まちづくり事
業の支援が始まった。
　具体的には、２月28日に塩竈市と災
害公営住宅の業務実施契約を締結。
３月27日には陸前高田市と市街地整備
の計画策定受委託契約を締結した。
ＵＲが調査設計に着手し土質調査など
が始まった地区では事業着手式を開
催。復興の槌音が響き始めた。

平成24年
4月

宮古市、山田町、釜石市、陸
前高田市、南三陸町、女川町、
東松島市

8月 大槌町、大船渡市、気仙沼市

平成25年
3月 いわき市
4月 石巻市

（計12市町）

◎被災自治体への派遣〔計 59人〕
　◯岩手県 7自治体　　27人
　◯宮城県 9自治体　　24人
　◯福島県 3自治体　　 8人

H23.7.1～ H25.1.31
H26.4.1～
延べ 5人

名取市

H23.7.16 ～ H24.3.31
延べ 2 人岩沼市

H23.12.1～ H24.3.31
延べ1人亘理町

H23.7.16 ～ H24.3.31
延べ 2 人山元町

H24.4.1～
延べ 5人福島県

H23.4.21～ H24.6.30
延べ 2 人野田村

＊H23.4 は派遣開始日、H23.5 以降は人事発令日

H23.7.16 ～ H24.7.31
延べ 4人気仙沼市

H23.4.21～ H24.3.31
延べ 4人宮古市

H23.7.16 ～ H24.3.31
延べ 2 人南三陸町

H23.4.13 ～ H24.3.31
延べ 3人山田町

H23.7.16 ～ H24.3.31
延べ 2 人女川町

H24.1.1～ H26.3.31
延べ 4人石巻市

H23.11.1～ H24.12.31
延べ 2 人新地町

H23.7.16 ～ H24.3.31
延べ 2 人東松島市

H24.4.1～ H24.11.30
延べ1人いわき市

H23.4.28 ～ H24.7.31
H25.11.1～
延べ 6人

大槌町

H23.4.28 ～ H26.3.31
延べ 6人釜石市

H23.4.13 ～ H23.6.30
H23.10.1～ H24.7.31
延べ 4人

大船渡市

H23.4.28 ～ H24.3.31
延べ 2 人陸前高田市

｜第２章｜復興支援の本格化



22 23

　平成25年４月、現地体制は303人
（前月比＋83人）に増強された。復興
事業の本格化に伴い、現地専任チー
ムから組織改編された12の現地復興
支援事務所と2住宅工事事務所を大
幅に増強（＋75人）した。
　また、新たに福島県の原子力災害
からの復興について支援要請があり、
11月26日福島県と復興公営住宅整備
に係る基本協定を締結、平成26年３
月３日大熊町と復興まちづくりに向けた

覚書を交換し、合わせて22の被災自
治体を支援することとなった。

復興市街地整備
　計画策定や事業認可などの手続き
の進捗に伴い、新たに11地区で被災
自治体と事業受委託契約を締結した。
事業受託地区は22地区となり、平成
25年度末までにＣＭ方式などにより全
地区工事に着手。ＣＭ方式による工
事発注実績は13件（19地区）となった。

　工事は、用地買収の進んだ高台の
造成工事が先行し、田老地区（宮古
市）、織笠地区（山田町）、今泉・高田
地区（陸前高田市）、女川中心部（女
川町）、野蒜北部丘陵地区（東松島
市）などでは、民間事業者提案による
ベルトコンベヤーや重ダンプの活用によ
り、高台の造成工事が大きく進んだ。
また、７地区において災害公営住宅用
地や鉄道敷などの一部の先行整備宅
地の引渡しが始まった。

とのＵＲへの要請地区は、おおむね次
の通り分担されている。
①全てＵＲが建設（山田町、大槌

町、陸前高田市、塩竈市、多賀城市）
　②ＲＣ住宅をＵＲが建設（大船渡市、
女川町、名取市）
③市街地のＲＣ住宅についてＵＲと

民間買い取りなどで分担（気仙沼市、
南三陸町、石巻市）
　④ＵＲの復興市街地整備地区でＵＲ

が建設（釜石市、東松島市）
　このほか、福島県新地町、桑折町
からは、各１地区の要請を受けている。
　ＵＲの災害公営住宅の支援体制は、
平成24年度は、自治体との窓口は現
地専任チームに置くが、住宅計画、
基本検討、現地調整を仙台・盛岡の
震災復興支援局で、基本設計・工事
発注を東日本賃貸住宅本部で集約的
に行う体制でスタートした。

復興コーディネート業務
　６月25日、野田村と土地区画整理
事業のコーディネート業務委託契約、
平成25年１月30日、須賀川市と市街
地再開発事業支援業務基本協定を締
結し支援に着手した。
　また、新たな支援方式として、３月１
日に大槌町と協力協定を締結し、被災
自治体の工事発注業務の支援を開始
した。

メニュー 概要 実施地区数 実施公共団体

復興市街地整備事業

「東日本大震災復興特別区域法」または「福島復興再生特
別措置法」に基づき、被災自治体からの委託により、被災
市街地の現地復興や高台移転などのため、ＵＲが土地区画
整理事業、防災集団移転促進事業、津波復興拠点整備
事業、漁業集落防災機能強化事業、漁港施設機能強化
事業などを実施。

計12市町
22地区

�岩手県
宮古市、山田町、大槌町、釜石
市、大船渡市、陸前高田市

�宮城県
気仙沼市、南三陸町、女川町、
石巻市、東松島市

福島県 いわき市

災害公営住宅整備事業

被災自治体が災害公営住宅の用地選定、建設戸数および
事業期間などの計画を定め、「独立行政法人都市再生機構
法」第１４条に基づき、ＵＲに対し建設を要請。ＵＲは災害公
営住宅を建設し、完成後に被災自治体へ譲渡。

計15市町
50地区

�岩手県
山田町、大槌町、釜石市、大船
渡市、陸前高田市

�宮城県
気仙沼市、南三陸町、女川町、
石巻市、東松島市、塩竈市、多
賀城市、名取市

�福島県 新地町、桑折町

コーディネート業務

［計画策定支援業務］
被災自治体からの委託により、復興まちづくり事業計画策定
業務などを実施。

計3市町村
�岩手県 野田村

�福島県 須賀川市、鏡石町

［発注者支援業務］
被災自治体が自ら発注する複数地区の復興工事を大括り化
し、特に技術力と中立性を要する工事発注業務を支援。

計2市町
岩手県 大槌町

宮城県 石巻市

［住宅買取事業支援業務］ 計1町 宮城県 女川町

ＵＲが行う復興まちづくり支援メニュー一覧

平成26年4月1日時点

復興事業の本格化と住宅・宅地の供用開始（平成25年度）

災害公営住宅
　平成25年度は、新たに21地区、
1002戸の建設要請を受け、25地区
942戸について、工事に着手した。支
援地区の増加に伴い、住宅建設工事
を震災復興支援局で発注するなど、段
階的に業務を現地にシフトしていった。
　また、ＵＲ支援地区第１号として大ケ
口地区（大槌町70戸）が完成し、８月
29日に竣工式が開催された。木造長
屋建てで、木材の約６割に地元産材
を使用し、切妻屋根、縁側、木格子
などを配した地域のシンボルとなる和風
の外観が話題となった。このほか屋敷
前地区（大槌町21戸、11月）、愛宕
東地区（新地町30戸、12月）、花露
辺地区（釜石市13戸、12月）、伊保

石地区（塩竈市31戸、平成26年１
月）、女川町民陸上競技場跡地地区
（女川町200戸、平成26年3月）の計
６地区365戸の災害公営住宅が竣工
し、多くの被災者の方々が新生活を迎
えることができた。
　一方、福島県は長期化する原子力
災害避難者向けに県内に4890戸の復
興公営住宅を整備することとし、いわ
き市内に整備する1760戸のうち1000
戸についての建設をＵＲに要請する方
針を固め、これにＵＲが協力する基本
協定を11月26日に締結した。

復興コーディネート業務
　災害公営住宅整備の新たな支援方
式として、７月31日女川町と覚書を交

換して、町が地元建設協議会から買
取る離半島部150戸の戸建住宅につ
いて、町の買取業務をＵＲが技術支
援することとなった。また、石巻市、
気仙沼市の離半島部において工事発
注業務の支援を開始した。　　　　

　ＵＲの復興支援は、事業体として計
画策定から関係者調整、工事まで継
続的に組織で行う復興まちづくり支援
が特長であった。

復興市街地整備
　ＵＲが発災直後から復興計画策定
のため職員を派遣していた18市町村
のうち12市町で、大規模な中心市街
地整備など22地区の復興市街地整備
事業を受託し、野田村では土地区画
整理事業のコーディネート支援を行うこ
ととなった。このほか、名取市、岩沼
市、亘理町、山元町、新地町の５市
町は、自治体独自で復興市街地整備
を行うことになり、順次職員派遣を終了
した。
　ＵＲのマンパワーにも限界があった
が、ＣＭ方式の工事発注、現地事務
所に常駐し権利者調整などを支援す
る民間人材の活用などにより、効率的
に外部のマンパワーを活用し、22地区
の事業受託を可能とした。
　また、ニュータウン事業など、大規
模な市街地整備の経験を生かし、多
数の権利者に対して、仮換地指定や
用地買収に先立ち工事着手の承諾を

得る起工承諾や、合同説明会、合同
契約会の開催、これらの手続きについ
て被災自治体に提案のうえ業務支援し
た。
　今後の課題としては、国の直轄調
査をベースに被災自治体が決定した復
興計画について、その後の住民意向
調査を踏まえた適切な計画見直しが挙
げられる。

災害公営住宅整備
　東北３県で約２万9000戸計画され
ている災害公営住宅の整備は、被災
自治体の用地選定から始まった。高台
の住宅適地には、既に仮設住宅が建
設され、大規模な復興市街地整備に
は時間を要することから、用地選定が
難航した。
　また、県や市の住宅建設担当部署
は土木職が不足していたこともあり、Ｕ
Ｒへの要請地区は傾斜地などの大規
模な造成工事、土砂崩れ対策に加え、
取り付け道路や上下水道などのインフ
ラ整備が必要な地区が多かったが、
基盤整備から住宅建設まで一貫して
行うＵＲの総合力により、住宅の早期
整備を可能とした。

　また、復興市街地整備地区におい
ても先行街区に住宅建設を行うととも
に、区画整理事業着手前に地主の承
諾を得て、嵩上げ工事、住宅建設工
事を行った下和野地区（陸前高田市
120戸）など、早期着手のための工夫
をしている。

ＵＲグループの復興支援
　ＵＲの関係会社も、社員がＵＲに出
向し、現地で復興支援に活躍した。
このほか被災自治体などからの委託業
務を関係会社自ら実施するため、平
成26年４月１日現在、約100人の社員
が現地で復興支援に従事している。
　また、㈱ＵＲリンケージ、㈱ＵＲサポー
ト、㈱ＵＲコムシステム、㈱九州都市
整備センターの４社は、ＵＲに震災復
興支援事業に使用するための寄付を
行っている。
　このようにＵＲグループを挙げて復興
支援に取り組んでいる。

ＵＲの復興支援の特長（事業体としての復興支援） 

入居者代表者への鍵渡し（福島県新地町愛宕東地区）
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復興市街地整備事業

復興市街地整備事業支援の位置付け
　ＵＲは、現在、12市町の被災自治
体からの委託により、22地区の復興市
街地整備事業を実施している。これ
は、今回の震災復興支援に当たり、
平成23年12月に制定された東日本大
震災復興特別区域法（以下「復興特
区法」と記載）第74条による都市再生
機構法（以下「機構法」と記載）の特例
で、「ＵＲは本来業務として委託に基づ
き復興整備計画（＊）に記載された復興
整備事業を行うことができる」ことが位

置付けられたことによるものである。
　URは、国および被災自治体からの
要請を受け、被災自治体の復興まちづ
くり計画策定など支援のため職員を派
遣し、事業化に合わせて覚書・協定を
締結。そのうち、委託または要請を受
けた地区について、事業計画策定お
よび事業実施に係る業務受委託契約
を締結し、事業を実施する（図１）。

主な復興市街地整備手法
　ＵＲが委託により実施する主な復興
市街地整備事業は次の通り。

〈土地区画整理事業〉
　被災した市街地の復興を図るため、
公共施設と宅地を計画的かつ一体的
に整備することのできる事業である。
原位置での復興を基本とする地区や
移転の受け皿となる市街地を整備する
際に適用する。この際、防災上安全
な宅地を確保する観点から、隣接す

る丘陵地と一体的に整備することや、
必要に応じて津波に対して防災上必
要な市街地の嵩上げ（盛土）を実施す
ることができる（図２、図3）。

〈防災集団移転促進事業〉
　被災地域のうち、居住に適当でない
と認められる区域（移転促進区域）の
住居の集団移転を目的とした事業であ
る。移転促進区域は非住居系の土地
利用とし、当事業により従前住宅地を
買収するとともに高台の住宅団地を整
備し、移転を促進する（図2）。

〈津波復興拠点整備事業〉
　津波により被災した地域の復興を先
導する拠点とするために、住宅、公益

施設、業務施設などの機能を集約させ、
「一団地の津波防災拠点市街地形成
施設」として都市計画決定された都市
施設を整備する事業である。都市計
画事業として実施することで、収用権
の付与、課税特例などを伴う用地買
収が可能となり、他の事業と組み合わ
せて活用することで、事業全体としてよ
り一層効果的な実施が可能となる。

〈漁業集落防災機能強化事業〉
　被災した漁業集落の安全・安心な居
住環境を確保するため、集落の嵩上
げ、道路・排水などの生活基盤、高台
避難地、避難路などの防災安全施設
を整備する事業である（図5）。

〈漁港施設機能強化事業〉
　津波により機能が低下し、十分な安
全確保がなされていない漁港施設に
ついて、水産加工場用地など漁港施
設用地の嵩上げや浸水防止施設の設
置、排水対策など、漁港施設の機能
強化を図る事業である。

復興市街地整備事業の財源措置
〈東日本大震災復興交付金〉
　被災市町村が自らの復興プランのも
とに進める地域づくりを支援し、復興を
加速させることを目的に復興交付金制
度が創設された。復興交付金事業計
画に基づく土地区画整理事業を含む
40事業（復興特区法第77条第2項第
3号に規定。以下「基幹事業」と記載）

＊被災自治体が復興に向けたまちづくり・地域
づくりに必要となる市街地の整備や農業生
産基盤の整備等のための各種事業を記載す
ることができる計画（復興特区法第 46条）

3．復興まちづくり事業支援手法
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図１　UR都市機構の復興市街地整備事業基本支援フロー

図2　高台に安全な住宅市街地を整備（土地区画整理事業、防災集団移転促進事業）

図３　嵩上げにより既成市街地を安全な市街地に整備（土地区画整理事業）

野蒜北部丘陵地区（東松島市）
では、津波被害を受けた区域か
らの集団移転先を高台（野蒜丘
陵）に整備するとともに、平成27
年には運転を見合わせているＪＲ
仙石線を現在の位置から高台に
移設復旧させることを進めている

野蒜北部丘陵地区
土地区画整理事業（約92ha）など
施行者：東松島市（URが受託）
事業期間：平成24年度～28年度

JR仙石線を高台に移設

JR仙石線

（野蒜北部丘陵地区）

嵩上げ道路
防波堤

鹿折地区
土地区画整理事業（約42ha）　　
施行者：気仙沼市（URが受託）
事業期間：平成24年度～29年度

鹿折地区（気仙沼市）では、沿岸部に水産加工場、倉庫な
どを集約し、緩衝緑地北側の内陸部を土地区画整理事業
により約３m嵩上げし、津波に対して安全な住宅市街地を整
備する。地区内には「復幸マルシェ」などの商業施設や住
宅、福祉センター、水産加工場が整備される予定
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を実施する場合に交付される通常の国
費に加え、地方負担額の2分の1につ
いても追加交付される。さらに、残りの
2分の1についても原則として復興交付
税が交付され、基幹事業の実施に際
して地方負担が生じないこととなってい
る。また、基幹事業に関連して自主的
かつ主体的に実施する事業等（以下
「効果促進事業等」と記載）について
も、復興交付金8割、復興交付税2割
が交付される（図4）。

図6　災害公営住宅整備支援のフロー

効果促進事業など
（関連事業）

地方負担の軽減

防災集団移転促進事業（3／4） 地方負担（1／4）

土地区画整理事業（1／2） 地方負担（1／2）

農業農村整備事業（1／2） 地方負担（1／2）

■地方負担については、①追加的な国庫補助、および②地方交付税の加算、により全て手当て

○ワンストップ化 　市町村の復興計画全体（関連する県事業を含む）をパッケージで国に提出
○執行上の弾力化など 　事業間流用や年度間調整（検討中）、交付・繰越・変更などに係る諸手続きの簡素化

■執行の弾力化・手続きの簡素化

復興庁で予算を一括計上し、市町村が提出する計画に基づいて配分
各府省と協力して事業実施

①追加的な国庫補助：地方負担分の50％および効果促進事業など（関連事業）の80％を国庫補助

②地方交付税の加算：なお生じる地方負担は地方交付税の加算により確実に手当て
　　　　　　　　　 （その財源は3次補正で全額措置）

（例） 地方負担分の50％を補助 効果促進事業など（関連事業）
の80％を補助

図4　復興交付金制度による地方負担の軽減

図５　漁業集落の復興（防災集団移転促進事業、漁業集落防災機能強化事業）

釜石市の漁業集落である花露辺地区では、低地部の防災集
団移転促進事業の移転候補地として、住宅を高台の宅地や
災害公営住宅に移転する。移転跡地は漁業集落防災機能強
化事業で道路、避難路、水路、避難場所などを整備する

釜石市花露辺地区（防災集団移転促進事業、漁業集落防
災機能強化事業、災害公営住宅整備事業）
施行者：釜石市（ＵＲが受託）
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災害公営住宅整備支援の位置付け
　ＵＲは、災害の発生により緊急に賃
貸住宅を建設する必要がある場合にお
いて、地方自治体の要請に基づき、災
害公営住宅（＊）の建設、譲渡を行うこと
ができる。これは、機構法第１４条第３
項に定める地方自治体の要請に基づ
き、同第１１条第１項第１６号業務とし
て行うものである。

災害公営住宅整備支援のフロー
　ＵＲによる災害公営住宅整備支援
は、基本的に次の手順で進められる
（図6）。
①地方自治体は、機構法および同施
行令に基づき、地区の名称および区
域、住宅の戸数、事業の施行期間そ
のほかの基本的事項を定め、ＵＲに住
宅建設の要請を行う。
②ＵＲは、地方自治体が指示する住宅
の構造、仕様および事業費に基づき、
基本設計を実施する。

③地方自治体は、基本設計を確定させ、
概算買取額などについて議会承認後、Ｕ
Ｒと住宅譲渡契約を締結する。
④ＵＲは、住宅譲渡契約に基づき住宅
を建設し、完成後に地方自治体へ引渡
しを行う（買取方式）。

災害公営住宅整備支援に係る
資金調達
　建設要請受諾以降、地方自治体か
ら住宅譲渡代金を受領するまでの間
に、ＵＲは設計業者・施工業者への請
負代金などの支払いを行う必要があ
る。これら建設期間中の資金調達につ
いては、必要な資金を各年度の予算と
して要求を行い、財政融資資金の調
達を行っている。
　地方自治体は、引渡しを受ける際に、
国費（整備費用の8分の7）および地方
債など（整備費用の8分の1）を活用し
て、買取費用をＵＲに対して支払う。

ＵＲ買取方式のメリット
　ＵＲからの買取方式による地方自治
体のメリットは、以下の通り。
●住宅建設のノウハウ（設計・監理な
ど）がなくても、構造、戸数など、基本
的な計画内容を示すことにより、ＵＲの
ノウハウを活用し、整備ができる。
●住宅建設適地が限られる状況下に
おいても、土地造成、住宅建設をＵＲ
が一体的に行うことにより、住まいの再
建の早期化を図ることができる。
●入札などの工事発注手続き、発注
者が行う工事の監理の手間を省くこと
ができる。
●代金支払いが建物引渡し時の1回で
済むことにより、工事業者への代金支
払い、復興交付金手続きに係る事務
の手間を省くことができる。

災害公営住宅整備事業

＊震災により住宅を失い、自力では住宅確保で
きない方に、低廉な家賃で賃貸される公営住
宅。地方自治体自ら建設や買取などに係る費
用については、東日本大震災復興交付金の対
象となる（補助率：国8分の7）。復興公営住
宅ともいう。

伊保石地区災害公営住宅（塩竈市） 宇津野沢地区災害公営住宅（大船渡市）
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東日本大震災復興基本法
　平成23年６月24日、東日本大震災
からの復興についての基本理念や基
本的施策などを定めた「東日本大震災
復興基本法」が公布された。この法律
においては、復興に必要な資金を確保
するために公債（復興債）を発行するこ
と、規制の特例措置を適用する復興
特別区域制度を整備すること、東日本
大震災復興対策本部および本部の諮
問機関、東日本大震災復興構想会議
を設置するとともに、別途、復興に関
する事務をつかさどる復興庁を設置す
ることとしている。
　復興債発行は、「東日本大震災から
の復興のための施策を実施するために
必要な財源の確保に関する特別措置法
（復興財源確保法）」により、復興特別
税導入と併せ具体の措置が講じられ、
復興特別区域制度、復興庁の設置に
ついても同様に法整備、具体化が行
われることとなった。

東日本大震災からの復興の基本方針、
平成23年度補正予算（第３号）
　平成23年７月29日に決定された「東
日本大震災からの復興の基本方針」で
は、地方自治体が自ら策定する復興プ
ランのもと、復興に必要な各種施策が
展開できる、使い勝手のよい自由度の
高い交付金を創設することや、今後実
施する復興施策などが掲げられた。10
年の復興期間のうち当初５年間を「集
中復興期間」と位置付け、その間に実
施すると見込まれる施策・事業の規模
については、少なくとも19兆円程度と
見込まれた。
　本格的な復興のための平成23年度
第三次補正予算は、平成23年11月
21日成立した。補正予算には、「東日
本大震災復興交付金」1兆5612億円
を含む、東日本大震災関係経費11兆
7335億円が計上された。これには、
被災地方自治体および国土交通省の
要請に基づき、ＵＲが職員を派遣し、
復旧・復興業務に係る技術支援を行う

ための、派遣に係る臨時的な経費へ
の措置3億9000万円が含まれる。当
該措置は２カ年度にわたって行われ、
平成24年度予算においては、4億
3000万円が計上された。

東日本大震災復興特別区域法
　東日本大震災からの復興の円滑、
迅速な推進を目的とした「東日本大震
災復興特別区域法」は平成23年12月
14日に公布された。この法律に定める、
東日本大震災により一定の被害が生じ
た区域における復興推進のための特
別な措置は、次の３つから構成される。
１）復興推進計画の作成とこれに基づく
規制・手続きの特例、雇用の創出など
を支援する税制上の特例、金融上の
特例
２）復興整備計画の作成とこれに基づく
事業に必要な許可の特例・手続きのワ
ンストップ処理や、市街化調整区域内
での土地区画整理事業実施を可能と
するなど新しいタイプの事業制度創設
３）復興交付金事業計画の作成とこれ
に基づく復興交付金の交付
　また、同法においては、復興整備
計画に記載された復興整備事業につ
いて、委託に基づき、独立行政法人
都市再生機構法（以下「機構法」）第
11条第３項各号の業務を行うことがで
きるとする（当該業務を本来業務として
行うことを可能とする）、機構法の特例
が設けられた。

復興庁発足
　復興庁設置法が平成24年2月10日
施行され、同日、東日本大震災復興
対策本部が廃止、復興庁が設置され
た。復興庁には、復興推進会議・復興
推進委員会と地方の出先機関として岩
手・宮城・福島の各県にそれぞれ「復興
局」および2つの「支所」、青森・茨城
両県に「事務所」が置かれ、復興に関
する国の施策の企画、調整、実施（基
本的方針などの企画立案、各省復興
施策の総合調整・勧告、復興事業の

統括・監理など）や地方公共団体への
一元的な窓口と支援（復興特区制度に
よる復興支援、復興交付金と復興調
整費の配分など）の役割を担っている。

福島復興再生特別措置法
　福島の復興・再生に関しては、「福島
復興再生特別措置法」が平成24年３
月31日公布され、税制上の特例など、
「避難解除等区域の復興および再生の
ための特別の措置」や、規制・手続き
の特例や農林水産業の復興・再生のた
めの施策を講じるなど、「原子力災害か
らの産業の復興および再生のための特
別の措置」などが定められた。
　また、同法においては、東日本大震
災復興特別区域法と同様、福島の公
共団体からの委託に基づき、居住制
限者に対する住宅および宅地の供給
に係る機構法第11条第3項各号の業
務を行うことができるとする、機構法の
特例が設けられた。

その後の動き
　以上は、発災から約1年の間の、主
に組織・法律・予算に関連する国の取り
組みをまとめたものであるが、その後の
動きについて主なものを以下に挙げる。
●復興財源フレームの見直し（約19兆
円⇒約25兆円）
●人口減少・高齢化など我が国が抱え
る課題を解決し、我が国や世界のモデ
ルとなる「新しい東北」の創造に関する
取り組み
●福島の復興の加速化の取り組みとし
て、新たな交付金制度創設や、長期
避難者の生活拠点の形成などを目的と
した福島復興再生特別措置法改正、
福島復興再生総局などの設置

〈参考〉  復興まちづくりに係る国の動き

導入の経緯
　東日本大震災による被災規模は極め
て大きく、広範囲にわたるものである。
また被災自治体では、これまで経験し
たことがない大規模な工事が大量かつ
同時に発生する一方、まちづくりの技
術者が不足している。ＵＲでは国や被
災市町村からの要請に基づいて、復
興市街地整備や災害公営住宅建設
の復興まちづくり支援を行っているが、
復興市街地整備事業の現場で従来
型の発注・契約方式により事業を進め
ていくには、次のように多くの課題が
あった。
●工事規模が極めて大きい
●高台移転地の整備内容を確定する
までには長期間を要する

●高台移転地は岩盤主体の急峻な地
形であり、一部高盛土箇所も含め、発
注精度を上げるためには綿密な地盤
調査や地形測量が必要である
●ＵＲの人的資源にも限りがある

実施体制
　復興まちづくりでは、何よりもスピード
が重要であり、一刻も早い復興を実現
させるためには、これまでの建設調達
に対して契約枠組みなどの工夫が求め
られた。そこで、官民が明確な役割分
担のもとで連携する体制を整え、ＵＲと
してははじめてＣＭ（コンストラクション・マ
ネジメント）方式の導入を図ることとした。
　これまでＵＲが担っていた各地区の
工事に関連する調査、測量、設計お

よび工事施工については、その役割を
包括的にＣＭＲ（コンストラクション・マ
ネージャー、ＣＭ業務実施者）に委ねる
こととした。ＵＲはその分、計画・換地・
補償など複数地区や複数事業全体を
見渡したうえで、事業全般のマネジメン
トや総合調整に尽力することとした。
　ＣＭＲには、工事に関連する調査、
測量、設計および工事を一体的に実
施することによる、工期短縮を実現す
るための施工ノウハウの活用や資機材
の早期調達、早い段階から施工の工
夫によるコスト縮減が期待されている。
また、ＣＭＲは必要な追加調査や測量、
設計および工事について、地元企業
の優先活用を図りながら専門業者に発
注を行う。

ＣＭ（コンストラクション・マネジメント）方式

4．URの技術力による復興の加速化

CM方式による復興の加速化

市町村
（復興まちづくりの事業主体）

事業計画

基本設計

換地計画

補　　償

CMRの管理

一部建設コンサルタント
に外注

計画調整 CM方式による工事発注

（早期工区） （次期工区）

事業委託

UR都市機構

CM工事発注＊

CMR （コンストラクション・マネージャー）

土地区画整理事業、防災集団移転促進事業
などをUR都市機構に事業委託

事業全体の総合調整を実施

段階的な大規模工事を一括発注

＊CM方式以外で工事などを発注する場合もある

＜CM方式の特長＞URがCMRの業務を管理

①工事の大括り化による契約手続きの一括化・期間短縮
②全国から職人・資材・重機を確保
③民間ノウハウ活用による工期短縮
④オープンブック方式による透明性と下請けの地元参入確保

・CMRの契約先、工事金額
 を審査
・コスト+フィーの支払い
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　最初は小さなきっかけだった。平成24
年３月某日、たまたま宴席で同席されたＭ
部長との会話がきっかけで、ＵＲのＷ部
長とＮ氏が当研究室を訪ねてこられた。
当時、ＵＲでは東北の市町村復興のた
めに苦労して描いてきた計画を実現す
るため、工事に入る準備を始めていた。
Ｗ部長の説明に対して、「そのようなやり
方では、当面の契約はできても、現場で
は後で大変な苦労をすることになります。
海外で実施されている契約方法も参考に
して、現場のニーズに応える新しい契約
の方法を考えましょう」と、失礼を顧みず
提案した。Ｗ部長の、その後の対応は
目を見張るものであった。
　大規模な面整備工事を早期に完成さ
せるためには、大手のゼネコンの調達力
やマネジメント力を活用する必要があるこ
と、一方で、地元の建設業をできるだ
け活用したいという市町村の要望がある
こと、設計がある程度固まった地域だけ
でなく、設計作業を実施しながら隣接地
域の事業も同時に契約に含めたいという
地元からの要望があることなどを考慮し、

オープンブック方式を採用したアットリス
ク型のＣＭ方式をベースとした契約方法
を実現することが最も望ましいということと
なった。調達制度としては、我が国では
じめて実現されたものも数多く含まれてい
る。これらは全て現場のニーズに応える
ために制度設計されたものであり、我が
国のまちづくり事業の歴史に大きな足跡
を残すことになったものと思われる。
　新しい事業スキームを始めるに当たっ
ては、ゼネコンやコンサルタント業界、そ
して地元の意見を事前に取り込むことを
お願いした。事業を実際に動かすプレイ
ヤーと意識を共有することが極めて重要
だからである。また、はじめての契約方
式を実施するに当たって、現場職員の
方 が々苦労される中で、現場で発生する
数々の疑問や問題への素早い対応をお
願いした。現場からのフィードバックを取
り込み、制度や手続きをタイムリーに改
善することが重要と考えたからである。こ
の方式の契約件数は、既に10件を超
え、新たな一つの契約方式として確立さ
れつつある。

　平成26年４月、ＵＲには、これらの
経験を蓄積し、調達の工夫だけでなく事
業のマネジメントスキルを組織全体で生
かすための新しい組織も構築されたと聞
く。さらなる大きな発展が期待されるとこ
ろである。

市町村 地区名 契約 受注者
女川町（宮城県） 中心部、離半島部 H24.10.19 鹿島・オオバＪＶ

東松島市（宮城県） 野蒜北部丘陵 H24.11.2 大成・フジタ・佐藤・国際開発・エイト日技ＪＶ

陸前高田市（岩手県） 今泉、高田 H24.12.10 清水・西松・青木あすなろ・オリエンタルコンサルタンツ・国際航業ＪＶ

山田町（岩手県） 織笠、山田 H25.4.16 大林・戸田・飛島・建設技術研究所・復建技術ＪＶ

宮古市（岩手県） 田老 H25.6.14 鹿島・大日本コンサルタントＪＶ

大槌町（岩手県） 町方 H25.6.21 前田・日本国土・日特・パスコ・応用地質ＪＶ

気仙沼市（宮城県） 鹿折、南気仙沼 H25.7.10 清水・西松・奥村・パスコ・アジア航測ＪＶ

南三陸町（宮城県） 志津川 H25.7.24 飛島・大豊・三井共同建設コンサルタントＪＶ

大船渡市（岩手県） 大船渡駅周辺 H25.10.18 東急・東洋・植木・日本測地・CPCＪＶ

釜石市（岩手県） 片岸、鵜住居 H25.10.29 大林・熊谷・東洋・復建エンジニヤリング・中部復建ＪＶ

いわき市（福島県） 薄磯、豊間 H25.11.12 安藤ハザマ・五洋・西武・玉野総合・基礎地盤ＪＶ

山田町（岩手県） 大沢 H25.11.26 奥村・森本・玉野・ウエスコＪＶ

石巻市（宮城県） 新門脇 H26.3.27 竹中工務店・竹中土木・八千代エンジニヤリングＪＶ

表1　ＣＭ方式による発注実績

CM方式の鍵はURと民間企業の役割分担

　UR職員が大幅に不足していることや
計画が十分に煮詰まっていない中で、ス
ピード感のある復興を実現するための方
策を考えよ。これが最初に与えられた命
題である。一般的な建設調達では、計
画の確定したエリアから順次工事発注を
実施していくが、命題に応えることのでき
ないものであった。工事に目を転ずると、
これまで経験したことのないような大規
模造成を短期間で完了させることが求め
られ、一方で地元経済の活性化のため
には、建設業をはじめとする地元企業の
活用が必須である。こうした命題に応え
るためには、官民連携が不可欠と考えら
れ、CMの導入につながっていった。事

業を効果的に進めるためには、URと民
間の役割分担が鍵である。URは工事
着手につなげるまでの調整や工事着手
後の全体コントロールを担当する。民間
は最も技術力が発揮できるステージから
参画する。工事施工に加えて、調査、
測量、実施設計、公共団体との設計協
議やライフライン調整などを包含して、常
に一歩前から工期短縮や原価低減に向
けた最適解が選択できる仕組みである。
　次の課題は契約方式をいかにするの
かであった。計画が煮詰まっていない中
での総価一括契約では、振れ幅が大き
く設計変更の領域を超えることや受注
者側に大きなリスクを与えることが懸念

された。このためコストプラスフィー契約
やオープンブック方式の導入に踏み切っ
た。我が国の公共事業としてはじめての
試みでもある。原価算入に関するルール
とフィー率の決定が難問であった。民間
の企業経理や海外の実例、これまでバ
イブルとしてきた公共工事積算基準との
工事費総価面での整合である。URが
目安として提示した10％にたどり着くまで
には長い道のりであった。こうして導入を
図ったCM方式であるが、現場ニーズを
踏まえた枠組みづくりは、ますます重要に
なっていくものと考えられる。土木技術者
が果たしていくべき大きな役割である。

CM方式を活用した復興まちづくりについて

略歴
昭和62年東京大学工学部土木工学科助手、平成
4年同学科助教授、平成9年建設省土木研究所建
設マネジメント技術研究センター主任研究員、平成
11年東京大学新領域創成科学研究科助教授を経
て、平成16年より現職。国土交通省中央建設業
審議会委員、発注者責任を果たすための今後の建
設生産・管理システムのあり方に関する懇談会委員長
(国土交通省)、前土木学会建設マネジメント委員会
委員長、などを務める。専門は、建設マネジメント。

施工確保対策
　復興市街地整備事業の実施に当
たっては、労務、資材の高騰や通常
の率計算ではカバーしきれない現場管
理費などが発生する懸念がある中、不
用意な工事費の増額を防ぐ必要があ
る。また、工事費の透明性を確保しつ
つ地元経済の復興に寄与する必要が
ある。
　上記視点から、本方式ではさまざま
な施工確保対策を講じている。下記に
その一部を示す。
●コストプラスフィー方式
　資材価格などの高騰や地元企業を
含む専門業者への適正な契約･支払
いのため、業務の実施に要するコスト
（業務原価）にマネジメントフィーを加え
た額を契約金額とするコストプラス
フィー契約を導入する。コストは調査原
価、測量原価、設計原価および工事
原価を加えたものである。また、フィー
率は『調査・測量・設計』および『工事施
工』のそれぞれに対し設定するものと
し、受注者の過去３カ年の決算書など
に基づいて算出するものとした。
●オープンブック方式
　コストおよびフィーの透明化のため、
受注者が発注者に対してコストに関す
る全ての情報を開示するオープンブック
方式を採用する。オープンブックの実
施に当たっては、発注者および受注者
で情報開示のレベル、実施体制の構

築、実施プロセスおよび情報開示を定
めた確認書を締結する。開示された情
報は第三者機関や発注者がコストとし
ての妥当性などを監査･確認する。
●地元企業の活用
　地元経済の復興・活性化に寄与する
ため、受注者が行う専門業者の選定
に当たっては、地元企業を優先的に活
用する。一方、大規模土工事などを
迅速に進めるためには、専門性の高い
企業の施工ノウハウなどが必要である。
こうしたことから専門業者選定に関する
確認書を締結し、地元企業と専門性
の高い企業とを適切に選定するものと
する。

コスト管理
　契約の透明性や工事費変動に柔軟
に対応できるコストプラスフィー方式の
導入と並行して、さまざまなコスト抑制
方策を講じている。下記にその一部を
示す。
●インセンティブ基準価格の導入
　インセンティブ基準価格はコスト縮減
額を測定するための管理値であり、新
たな概念として導入したものである。縮
減が図られた場合には、ＣＭＲに縮減
額の50%をインセンティブフィーとして支
払う。
●リスク管理費の導入
　リスク管理費は発注者および受注者
がリスク要因を共有してコスト抑制に努

めることなどを目的として、新たに導入
したものである。日常的にリスクの管理
を行い、発注者およびＣＭＲが連携し
てリスクの発現を回避する、または発現
を低減するための努力をするものとして
いる。

外部評価など
　ＣＭ方式による発注実績は表1の通
りである。コストプラスフィー契約やオー
プンブック方式の導入については、「ＣＭ
Ｒから赤字のリスクが低減され、受注者
としての安心感がある」「無駄遣いをし
ていないことをアピールできる良いシステ
ムである」「透明性を持った事業推進に
よるゼネコンのイメージアップにつなが
る」などの評価が寄せられている。ま
た、こうした新たな取り組みは、国土
交通省が設置した「多様な契約方式
活用協議会」において参考事例として
位置付けられるなど、社会から高い関
心を持って注目されている。
　その一方で、短期間で多岐にわた
る業務を処理することが必要なことや、
発注者、ＣＭＲの双方が新たな仕組み
に不慣れなこともあり、業務に手間取っ
ているという評価もある。このためマネ
ジメントを活用した事業推進検討会を
立ち上げ、業務の省力化やコスト低減
に向けた改善策などのフォローアップを
推進していくこととしている。

東京大学大学院　工学系研究科社会基盤学専攻　小澤  一雅 教授

本社技術・コスト管理部担当部長　渡部  英二
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　被災した自治体では、全国から派遣
されている応援職員の支援を受け自ら
復興事業を実施していたが、被災の
大きい自治体では、技術職員の不足
により工事発注に支障が生じることが
懸念されていた。そのため、ＵＲは事
業全体を受託するフルパッケージ型の
支援に加え、国や地方自治体からこれ
ら工事発注業務に対する支援も求めら
れた。

　そこで、これらの要望に効率的に応
えるため、被災自治体が直接実施する
事業について、工事施工や実施体制
などの枠組みづくりに加えて、技術者
不足を補うために行政権能の一部を補
完する業務の実施者（管理ＣＭＲ）や工
事施工業者（設計施工ＣＭＲなど）の選
定手続きを支援する『公共団体発注支
援型』による支援を実施することとした。
具体的には、工事費の積算、発注関

連図書の作成、技術提案審査など、
技術力と中立性を要する発注手続支援
を行っている。第1号として岩手県大
槌町と平成25年3月「工事発注支援に
係る相互協力協定」を締結、9月には
復興整備事業の工事施工などに関す
る一体的業務について契約相手方が
決定した。このほか、宮城県石巻市と
平成25年9月に相互協力協定を締結、
12月に契約相手方が決定している。

発注者支援方式の導入

災害公営住宅買取事業における技術支援
　女川町離半島部においては、高台
移転用地の造成を実施するほか、14
の集落に合わせて約150戸の災害公
営住宅を建設する必要があった。しか
し、各集落はそれぞれ距離を置いて
点在しており、体制確保などの面から、
女川町、一般社団法人女川町復興
公営住宅建設推進協議会およびＵＲ
の三者が協働する新たな仕組みを導
入した。
　地元建設関係企業から成る協議会
が災害公営住宅を建設し、これを町
に譲渡する、買取方式の災害公営住
宅整備事業（買取事業）を導入するとと
もに、ＵＲが買取事業に係る技術支援
（＊）や高台整備と連携した計画・施工
調整を行う。これにより、地域に即し

た良質な木造戸建災害公営住宅の迅
速、着実な整備を図っている。
　平成26年２月には、出島地区の25
戸の災害公営住宅が着工に至り、７月

の完成を予定している。他の集落にお
いても、高台造成工事が完了次第、
住宅建設が開始される見込みである。

基礎工事の様子（出島地区）

設計・施工一括発注方式について
　災害公営住宅については、自治体
からの要請に基づき、これまでURが住
まいづくりの専門機関として培ってきたノ
ウハウを生かし、地域の特性に応じた
住宅の提案、建設を進めているところ
である。設計および建設工事の実施に
当たっては、被災者の方々の一日も早
い入居を目指すとともに地元企業や地
元産材の活用などに配慮し、各地区
の特性に応じた最適な発注方法を検
討・採用している。
　「設計・施工一括発注方式」は、事
業期間の短縮や民間企業が持つノウ
ハウの活用による品質確保・コストダウン
などを目的として、設計および施工を受
注者に一括発注する方式をUR賃貸
住宅の建設において広く採用している
が、本方式の災害公営住宅建設工事
への適用に当たり、以下に示す新たな
取り組みを併せて実施している。
　まず、主に木造の住宅を設計・建設
する際の新たな取り組みとしては、一
層の設計・施工期間の短縮を図るべく、
「設計・施工一括プロポーザル方式」を
採用している。本方式の採用により、

基本設計段階から民間企業のノウハウ
を活用することができ、近年、ＵＲにお
いて設計事例のない木造住宅について
も円滑に設計・建設を進めることが可能
となっている。
　また、島しょ部での施工のように、資
材の運搬のために台船が必要など厳し
い制約条件が建設スケジュールを大き
く左右するケースでは、発注時期の異
なる複数地区をパッケージ化し、一括
受注する者を決定する方式を新たに採
用した。本方式の採用により、島しょ部
の複数地区における施工計画の最適
化を図ることができ、建設スケジュール
の遅延を防いでいる。
　復興のスピード感を保つためのこうし
た取り組みの一方、受注者選定に当た
る総合評価において、地元企業の活
用や地元産材の活用といった災害公
営住宅建設工事用の新たな評価項目
を設定しており、地元経済の振興にも
寄与している。

不調・不落対策
　被災地では復興関連工事の本格化
による資材などの調達難、労働者不足

やそれに伴う工事遅延、工事費の高
騰が懸念されており、実際に地方自治
体発注工事においては、多くの入札不
調・不落案件が発生している。
　災害公営住宅建設工事における主
な不調・不落対策としては、①高騰す
る被災地の労務費および資材価格の
実勢価格を把握し、より適正な予定価
格の作成を目的とした「見積もりの提出
を求める方式」の試行実施、②入札辞
退の要因となり得る監理技術者の確保
困難への対策として、「建築・電気・機
械・屋外等工事の総合発注」が挙げら
れる。
　このうち「見積もりの提出を求める方
式」については、地域事情や現場条
件からURの標準積算と乖離が予想さ
れる工種などについて、競争参加者
から見積書の提出を受け、実勢価格
を踏まえた予定価格を作成するもの
で、UR発注の全ての災害公営住宅
建設工事（設計・施工一括プロポーザ
ル方式は除く）において適用しており、
不調・不落発生防止に大いに効果を
発揮している。

設計・施工一括発注方式（災害公営住宅）

大槌町（事業主体）
（各種業務の発注者、事業全体の調整など）

Ｕ Ｒ
（管理ＣＭＲ・設計施工ＣＭＲの選定支援、契約後の換地・工事などの技術支援）

換地設計など（換地設計、権利調査など）

協定

管理・調整

管理・調整
契約

●ＵＲが支援を行い（＊1）、事業主体である大槌町が管理ＣＭＲ、設計施工ＣＭＲを選定（＊2）
●設計施工ＣＭＲは、工事に関連する調査、測量、設計および工事を一括して実施（＊3）
●管理ＣＭＲは、不足する大槌町の職員業務を支援、補完（換地設計等業務の発注支援を含む）（＊4）
●ＵＲはＣＭＲの選定、契約などの技術支援を実施することで、円滑で迅速な事業推進をサポート

建
設
業
者

（
地
元
活
用
）

Ａ地区

建
設
業
者

（
地
元
活
用
）

建
設
業
者

（
地
元
活
用
）

C地区

建
設
業
者

建
設
業
者

（
地
域
外
と
の
Ｊ
Ｖ
）

調 

査
測 

量
設 

計

B地区

調査・設計

 地元企業の優先活用 コストプラスフィーの採用 オープンブック方式の導入 設計ＶＥなどの活用

工事施工

行
政
側
の
領
域

●事業調整業務
●事業管理支援業務
●発注者支援業務
（設計監理補助、施工監理補助、オー
プンブック審査補助、地元企業活用審
査補助、換地設計などの発注支援）

管理ＣＭＲ

●施工に関するマネジメント業務
●調査計画の立案･管理、詳細仕様
　検討業務
●設計や施工方法、工程の最短化など
　の検討業務
●工事施工に係る調整業務など

設計施工ＣＭＲ

管理ＣＭＲ＊4
（行政権限業務の支援・補完）

設計施工ＣＭＲ＊3（工事施工などに関連するマネジメント）

契約＊2

事業者選定など
の支援＊1

＊買取事業スキーム作成、住宅基本計画検討、設計図書・事業費・工事進捗確認、住宅引渡しに係る支援

市町村 地区名 CMタイプ 契約 受注者

大槌町（岩手県） 浪板、吉里吉里、赤浜、安渡、
小枕・伸松

管理CM H25.8.16 日本工営・吉田測量・防災技術・日本シビック・玉野総合JV
設計施工CM H25.9.18 前田・日本国土・日特・パスコ・応用地質JV

石巻市（宮城県）
北上、河北、雄勝、牡鹿の総合
支所管内石巻地区半島部

管理CM H25.12.20 昭和・オオバ・URリンケージJV
施工CM H25.12.23 清水・奥村ＪＶ

発注者支援方式による発注実績
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平成23年度 24年度
（74人 172人）
　平成23年４月の岩手県内被災市町
村の職員派遣および７月の宮城、岩手
両震災復興支援事務所の設置に始
まった現地支援体制は、同年度末には
74人の体制となった。平成24年度か
らは、両支援事務所が局になり、事務
１チーム、復興市街地整備、災害公
営住宅整備各２チームの計５チームを
配置。また、７市町に現地専任チーム
を配置し、従来の派遣から事業化を支
援する体制を整えた。
　復興市街地整備では計画担当者に
加え、換地や補償、工事担当者の配
備、災害公営住宅整備では計画・設計
担当職の配備が必要となった。

平成24年度 25年度
（220人 303人）
　平成24年度172人で始まった現地
支援体制は、年度途中の人員増によ
り、同年度末には220人となった。平
成25年度からは上記７市町に５市町を
加えた12市町で復興支援事務所を設
置、岩手県釜石市と宮城県仙台市に
は災害公営住宅の施工監理をする復
興住宅工事事務所を設置した。また、
総務経理チームを総務チームと経理
チームに分離した。

平成25年度 26年度
（332人 400人）
　平成25年度303人で始まった現地支
援体制は、復興支援事業の本格化によ
り、平成26年３月には332人となった。
復興のさらなる加速化のため、平成26
年度からは、現地復興体制を400人に
強化し、各本部で迅速に意思決定でき
る岩手震災復興支援本部（175人）、
宮城・福島震災復興支援本部（225人）
の２本部体制に組織を改編した。

体制強化と現地支援要員の推移

5．復興支援体制の強化、宿舎・事務所の整備

岩手県下への派遣開始

宮城県下への派遣開始
バックアップ体制の強化

福島県下への派遣開始

現地に専任チームを配置

現地復興支援事務所を設置

2本部体制に改編

Ｈ23.4

17
人

Ｈ26.4

400
人

Ｈ23.7

37
人

Ｈ23.11

59
人

Ｈ24.4

172
人

Ｈ25.4

303
人

Ｈ23.3
東日本大震災

復興の加速化に向けて

　ＵＲは阪神・淡路大震災の復興支援
当時には4900人の職員を抱え、260
人体制で臨んでいた。今般の東日本
大震災の復興支援に当たっては、
3200人の職員に対し現時点で400人
体制を取り８分の１の職員を割いている
が、阪神・淡路大震災と比較にならな
いほど対象エリアが広く、また関係自
治体の数も大変多くなっている。その
ため「限られたマンパワーで、現地で
要求される課題にいかに柔軟に迅速
に対応していくか」がＵＲに課せられた
最大のテーマであった。
　未曽有の出来事に手探りで取り組ま
ざるを得ない状況であり、これまでのや
り方では対応できないことは明らかで
あった。また、工事費高騰や技術者
不足から来る不調・不落も予想され、
民間事業者が参加しやすく、その意
欲を引き出すような仕組みも不可欠で
あった。
　平成24年3月にパートナーシップ協
定を締結した女川町において、200ha
を超える区画整理や離半島部での高
台移転に少ないマンパワーで対応する
ためにＣＭ方式を構築したことを皮切り
に、ＣＭ方式を各地区に展開、現在
では19地区での実施に至っている。

　また、地元企業に最大限力を発揮
していただくこともキーポイントである。
女川町離半島部では三者協働システ
ムを編み出し、そのほかにも、民間ノ
ウハウ・マンパワーの活用としての「設
計施工一括プロポーザル発注方式」の
導入、資材不足に対応した「設計標
準化の推進」、不調・不落対策としての
「適切な発注条件の設定」、「見積もり
の提出を求める方式」などさまざまな工
夫を具体化してきている。
　ＵＲは、これまで培った公的主体とし
てのまちづくりや住宅建設・管理の知識
と経験を下敷きにした総合力を発揮し、
技術力に裏打ちされた実行性のある
工夫につなげている。また、工事実施
局面にあっては、工事監理の実施、
検査部門による指導など品質管理にも
目を配って取り組んでいるところである。
　現時点では復興はまだ道半ばであ
り、また被災者の方々から見れば「進
展が遅い」と感じられることもまた事実
である。現状に甘んじることなく、技術
やノウハウに裏打ちされた思い切った
工夫を職員一人ひとりが心掛けること
で、一日も早い復興に向けて少しでも
貢献していきたい。

理事長代理　廣兼 周一

雇用種別内訳
合計

職種別内訳

職員
嘱託職員等

事務
技術

関連会社 OB 民間 居住 都市整備

  28人   8人   1人   0人 H23.7
37人   3人   16人   18人

141人 18人 13人   0人 H24.4
172人 23人   73人   76人

259人 23人 12人   9人 H25.4
303人 34人 121人 148人

363人 18人   5人 14人 H26.4
400人 56人 163人 181人
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宿舎・事務所の整備状況

宮古復興支援事務所

山田復興支援事務所

大槌復興支援事務所

大船渡復興支援事務所

釜石復興支援事務所

陸前高田復興支援事務所

南三陸復興支援事務所

石巻復興支援事務所 女川復興支援事務所

東松島復興支援事務所

1

2

3

気仙沼市

岩手県

宮城県

釜石市

東松山市

気仙沼復興支援事務所

釜石職員宿舎

釜石事務所

東松島職員宿舎

いわき

いわき復興支援事務所

福島県

岩手県・宮城県

気仙沼職員宿舎
地図使用承認©昭文社第53G125号

旧女川事務所
（陸上競技場の
審判記録員室を
間借り。トイレの
際はスタンドまで
歩いた）

地図使用承認©昭文社第53G125号

21 3

21 3

21 3

21 3

拠点の整備
　平成23年７月、岩手と宮城、両震
災復興支援事務所が発足した。岩手
では盛岡市内の小さなビルで、宮城で
は仙台市内にある仙台都市再生事務
所の一角で業務を開始した。平成24
年４月、人員の拡大に合わせて事務所
の移転が必要となり、仙台と盛岡にそ
れぞれ独自に事務所を構えた。また、
事業の動き出しに伴い現場拠点の整
備が必須となり、一部市町村では庁舎
内に執務スペースを間借りしながら、
徐 に々自前の事務所を設置していっ
た。平成26年４月１日時点で、仙台お
よび盛岡に２本部、被災自治体に12事

務所と3工事事務所（1工事事務所分
室）を設置している。

宿舎の整備
　被災地では住宅不足が深刻で、宿
舎の確保は困難な状況だった。被災
市町村への派遣職員は、平日は現地
でホテル住まい、休日は盛岡や仙台の
借り上げ宿舎に戻るといった生活を送ら
ざるを得ず、冬場は凍結した危険な道
路を自主運転での長距離通勤となるこ
とから、事務所近くの宿舎確保が急務
となった。特に近辺に借り上げ宿舎の
手配が難しい事務所を対象に、本社
会計チームが中心となって、平成24年

６月には釜石宿舎、９月には東松島宿
舎、平成25年３月には気仙沼宿舎を
整備していった。いずれの宿舎も、現
地の住環境を把握しきれない中、部資
材や専門技術者などが不足している状
況で、短期間で設置することが求めら
れた。また、特に寒冷地であることか
ら断熱材を十分に用いるなど、配慮し
て施工した。釜石宿舎では、周辺環
境を考慮して食堂を併設し、朝晩の食
事を提供できる環境を整えた。食堂の
設置に当たっては、厨房設備の仕様
検討や消防・保健所との調整など、通
常の宿舎設置・管理業務の中では経験
のない難しい課題が多くあった。

　ＵＲから「復興支援に協力してもらえな
いか」と依頼を受けたのは、ＵＲを退職し
て8年目のときだった。もちろん不安や
迷いもあったが、何より被災地のために
力になりたいという使命感と、またそれに
対する家族の理解を得られたことで、平
成24年１月に着任を決意した。任務は
現地の借り上げ宿舎物件および宿舎建
設用地を確保することだった。
　当時は、沿岸部のみならず岩手県全
体で住宅が不足しており、物件情報収
集のため、地元不動産業者と関係を築く
ことが必須だった。特に沿岸部において
は、新規物件の建設情報をいち早く入
手することが求められ、ハウスメーカーな
どともネットワークを構築した。当初被災
地でのＵＲの知名度は低かったが、事業
が進むにつれ信用度も上がり、次第に
協力体制を得られるようになった。

　釜石宿舎については、入居職員がこ
れまでの生活環境と大きく異なった環境
にあることから、特段の配慮を要した。
近辺に飲食店が少ない環境を考慮して
食堂を併設し、調理師協会を通じて地
元の調理師の方に朝晩の食事提供を依
頼した。また、東北特有の「やませ」＊が
もたらすカビや冬場の強風対策に当たっ
ては、本社会計チームと協力して説明会
を開き、さらに「水抜き」の作業説明や、
「入居者の手引き」の作成を行うなどし
て、入居職員に対してできる限り丁寧な
対応を心掛けた。
　円滑な事業推進には、現場の最前線
で業務に従事する職員の執務環境・生
活環境を整えることが不可欠である。そ
のような「後方支援」は地味ではあるが、
本来業務を進めるに当たり非常に重要な
役割を担っている。今後に備え、平時よ

り組織として体制・制度を整え、マニュア
ルを整備しておくべきだと強く感じている。

復興に向けて日々 奮闘する現場職員のために

　平成23年７月、私は、宮城震災復
興支援事務所発足と同時に配属となり、
最初の半年間は岩手震災復興支援事
務所と兼務であった。当時は、下から突
き上げてくるような余震が頻発している状
況で、勤務場所の仙台長町は、道路に
凹凸が残り、近所の郵便局やスーパー
マーケットが営業を再開できないなど、市
内のあちこちにまだ傷痕が残っていた。
また、盛岡市内では、県庁の駐車場に
自衛隊の車両が駐車されており、平時で
はない緊張した空気が流れていたのを覚
えている。
　業務は、事務全般だが、特に被災市
町村で勤務していた職員の苦労を目の
当たりにしていたので、宿泊費・高速代・
ガソリン代など必要経費の立て替え払い
の精算や、毎月のように増員となる職員
の宿舎、レンタカー、パソコン、携帯電
話の確保がなるべく早くできるように、本

社の震災復興支援室をはじめ労務厚生
チーム、会計チームと連携しながらなんと
か行っていた。
　年が明けて平成24年に入ると、「被災
地に復興の槌音を！」という希望への掛け
声のもと、復興計画策定のお手伝いをし
てきた各市町村と復興まちづくりの覚書
や協定を締結することになり、今度は本
社広報チームと連携して、現地での式典
の準備、記者発表、取材対応、写真
撮影など、東北では全くと言っていいほど
無名な「ＵＲ」のＰＲに努めた。そして、４
月には組織が事務所から局となり、100
人超の大幅な増員となるため、局の引っ
越しと沿岸市町村に拠点事務所を設置
することになった。業務は多忙を極めた
が、心強いチームメンバーとともに事務
所賃貸借契約、備品の調達、電話やＬ
ＡＮ回線の開通など役割分担を決めて業
務を行った。しかしながら、建物が津波

によって破壊された町には、賃貸オフィス
などは皆無。プレハブの事務所ができる
までの間、陸上競技場の審判記録員室
で業務を行った女川事務所、寒い寒い
ユニットハウスで業務を行った南三陸事
務所など、一定レベルの執務環境を整え
るには時間を要した。
　私は、どんな環境下でも志高く奮闘す
る職員をたくさん見ながら、どんな仕事で
も「この仕事が、震災復興につながる」
という強い思いで、被災されて困ってい
る方たちのため、職員のためになるならと
仕事を進めてきた。現在は、広報チーム
で復興支援広報を担当しているが、災
害公営住宅の完成や市街地整備の進
捗状況など、漏らすことなく自社媒体に
記録し、同時に全国へ情報発信できるよ
うに心掛けている。

組織として、後方支援はとても重要
岩手震災復興支援事務所 支援調整第１チーム（当時）　尚樹 靖節

釜石宿舎の食堂

＊夏季に吹く冷涼湿潤な北東風

宮城震災復興支援事務所支援調整第１チーム（当時）　北根 岳巳

｜第２章｜復興支援の本格化
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震災事業の初期段階の「総括」が重要
　東日本大震災が発生してから３年が
経過し、ＵＲ都市機構の震災復興支
援事業は、復興市街地整備事業、災
害公営住宅整備事業とも最盛期を迎
えようとしている。この３年間の復興支
援の経緯は第２章で詳細に述べられて
いるが、おおむね３つの段階で行われ
てきた。
　第１段階は、被災自治体の復興計
画策定の支援で、要請のあった自治
体にＵＲ職員２人を派遣するかたちで
行った。しかし、各自治体によって差
はあるが、実務レベルまでＵＲ職員派
遣の趣旨が理解されていないこと、「派
遣」という立ち位置の曖昧さなどにより、
計画策定以外の雑務的業務に従事し
た職員もいて、計画にＵＲの意思を十
分に反映できたとは言い難い。
　第２段階は、事業実施を前提にした
復興市街地整備の事業計画策定受
託、災害公営住宅の基本計画検討の
段階である。この段階に至ってＵＲの
役割が明確になるとともに、現地に事
務所を設置しＵＲの業務の実施体制も
組織的なものになった。しかし、前提
となる市町の計画の精度の粗さ、不十
分な現地の条件の把握などにより、計
画の大幅な修正が必要な場合も多々
あった。
　第３段階は、事業実施の段階であ
る。市街地整備については事業受託
方式、災害公営住宅建設については
買取方式での事業実施である。この
段階でＵＲの事業の実施体制は大幅

に拡充されたが、事業量との対応でい
うとマンパワーは不足していた。そのた
め従来とは異なる業務方式を採用し、
民間のマンパワーを最大限活用するな
どの工夫が必要となり、市街地整備に
おいてはＣＭ方式、災害公営住宅建
設においては基本実施設計・施工一体
発注方式などが導入された。これから、
これらの方式を駆使して、事業のコス
ト管理とスケジュール管理がＵＲの大き
な課題となる。また、ハードな事業にと
どまらず、総合的なまちづくり、家づく
りに積極的に取り組むことが重要であ
る。それを成し遂げてはじめてＵＲは広
く評価されると考えている。
　復興事業は、ＵＲが関与していない
事業も含めて総体的に初期の段階か
ら事業最盛期に移行した。しかし、こ
の初期段階の「総括」をＵＲだけではな
く、国、県、被災自治体、被災住民
など関係者の間で、記憶が鮮明なうち
に十分に行うことが重要である。復興
事業の内容やスピードは初動期の対応
で決まると言ってよく、将来確実に起き
るといわれている大規模災害の復興に
資するためにも…。
　終わりに、この機会に改めて、３年
間東北の厳しい業務環境、居住環境
の中で奮闘してくれたＵＲ職員の皆さん
に心からお礼を申し上げます。また、
復興の現場を直接的、間接的に支援、
協力をいただいた本社をはじめ各支
社・本部の皆さんに感謝を申し上げま
す。

　大震災直後に私に電話があったのが
３月下旬のことでした。私の出身地の
岩手県から支援要請が出そうで、至
急現地に行くようにと。秋田空港から
盛岡入りしたのが４月２日で、翌日から
支援依頼のある７市町村を巡りました。
４月１日の岩手県知事の関係省庁への
緊急要望の具体事項のトップに国およ
びＵＲの支援強化が掲載されて、連休
前には、各役場にＵＲ職員２人を派遣
して、役所の復興計画策定支援に最
初から携わりました。この迅速さが、ＵＲ
の被災地での関係構築に役立ち、現
在、宮古市から陸前高田市までの主
だった市街地で、ＵＲが市街地整備事
業を包括的に受託しております。
　岩手県下のＵＲが支援する復興事
業は、現在まで、横一線で、大筋、
工程表通りに進行中です。これは、地
元の結束力の固さ、粘り強さが背景に
あると感じておりますが、ＵＲのニュータ
ウン事業の経験（特に経験則）、組織

力も貢献したとよく耳にいたします。受
託事業における市町役所とＵＲのパート
ナーシップ形成については、合意形成
や計画設計などのまちづくり業務を通じ
て、また定例会などへのＵＲの参画な
どを通じて強化されています。
　私が、復興支援業務を通じて基本
的スタンスとしたことは、第１に市町のま
ちづくりのパートナーであること。第２に
見えざる復興時計を常時意識してス
ピード化に切磋琢磨すること、第３に地
域に根差した持続するまちづくりを進め
ること、第４に地元経済活性化に貢献
することです。そして、講演会や新聞
取材を通じて、地元に開かれたＵＲの
姿勢や取り組みを強調させていただきま
した。
　復興まちづくりもハード面からソフト面
へと重点が移行していきますが、一日も
早い今後のさらなる復興事業の円滑な
進捗を関係者の一人として期待してお
ります。

　平成23年７月に着任し、2年９カ月
復興支援に携わりました。振り返ると、
最初に被災地に接した際の感覚が鮮
明によみがえってきます。あまりにも甚
大な被災状況に言葉を失ったこと。全
てが失われた状況に復興への使命感
がかき立てられ身が引き締まる思いがし
たこと。今、ＵＲが復興事業を加速さ
せていると評価してもらえる状況まで
至ったこと、在任中に災害公営住宅の
入居にこぎ着け被災者の笑顔に出会え
たことに、復興支援の第１走者として
安堵と喜びを感じています。
　ここに至るまでには多くの方々のご協
力がありました。ＵＲに期待を寄せ、と
もに尽力していただいた公共団体の
方々、ＣＭ方式などの新しい試みに積
極的に対応していただいた民間会社
の方々、そしてノウハウと使命感にあふ

れる仕事ぶりで活躍してくれたＵＲ職員
の面 も々含め、関係した全ての皆さま
に感謝申し上げます。
　ただ復興はいまだ道半ばです。一刻
も早い完成に向け、地元からＵＲに寄
せられる期待はますます高まっていま
す。さらに復興を加速化し期待に応え
られるよう、また超高齢化社会と人口
減少に直面する我が国のモデルとなり、
東北らしい地域の輝きを取り戻す復興
が実現できるよう、現地のＵＲ職員の皆
さまにはソフト面での展開も含め、より
一層の奮闘をお願いします。
　また、今後想定される大災害時にも
ＵＲが被災地の期待に応え得るには、
ノウハウと遂行力を組織として継承して
いくことが重要と痛感しています。復興
の当事者の一人として、この面でもお
役に立てればと思います。

持続するまちづくりを進め、地元経済を活性化

多くの方々への感謝と組織としての継承

震災復興推進役　小山 潤二

前宮城・福島震災復興支援局長　茂木 貴志6．震災復興支援の3年間を振り返って

前岩手震災復興支援局長　佐々木 功

｜第２章｜復興支援の本格化
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被災地産直品販売、Ｔシャツ、義援金など

「岩手もりおか復興ステーション」の皆さま 「結の場 いしのまき復興マルシェ」販売ブース

被災地産直品販売
　ＵＲでは、さらなる被災地支援を検
討し、ＵＲ賃貸住宅やＵＲが開催する
イベント内での被災地産直品販売の提
案を行ってきた。
　ＵＲが現地に設置した各震災復興支
援局（当時）を通じて地元自治体など
に打診したところ、福島県観光交流局
県産品振興戦略課（福島フードライブ）
および岩手もりおか復興ステーション

（SAVE IWATE）から実施の意向が示
され、平成 24 年度は西上尾第一団地

（埼玉県上尾市）ほか計６団地の青空
祭りなどで出店いただいた。
　平成 25 年度には、岩手もりおか復
興ステーションのほか遠野まごころネッ
トが加わり、新所沢けやき通り団地（埼
玉県所沢市）ほか計 11 団地の夏祭り
や青空祭りなどに出店いただき、特産
品である和グルミや南部せんべい、復
興ぞうきんなどが販売された。
　出店者からは、震災後２年を経過し
てもなお復興には遠い被災地の現状
を広く皆さんに知ってほしいという声が
あった。また団地にお住まいの方から
は、震災当時の様子や被災地の現状
などを聞くことができてよかったといっ
た声があった。
　また、茨城県つくば市でＵＲが主催
した「チビッコ研究学園祭」のイベン
トでは、復興庁後援のもと「結の場 い
しのまき復興マルシェ」を同時開催し、
石巻市内の水産加工業者８社に出店い
ただいた。

復興支援Ｔシャツ
　より被災地と一体となって復興支援
に取り組んでいくため、現地職員は積
極的に地元イベントへ参加しており、
その際に着用することを目的にオリジ
ナル復興支援Ｔシャツを作製した。Ｔ
シャツの背面には「けっぱっぺし　がん
ばっぺし　がんばっぺ」と、それぞれ
岩手県、宮城県、福島県で「がんばろ
う」を意味する方言がデザインされてお
り、地元の方々に溶け込み、まちを盛
り上げる一助となっている。

義援金
　被災者の方々への救援および今後の
復興に役立てていただけるよう、ＵＲ

においても義援金の募集を行い、882
万 4891 円を日本赤十字社を通じて送
金を行った。

URが作製したオリジナル復興支援Tシャツ

Tシャツを根本復興大臣へ

第3章

復興まちづくり
概要

（22自治体への支援事業） 

造成工事現場のベルトコンベヤー
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村職員と机を並べて
スムーズな事業進捗

［復興市街地整備］城
じょうない

内
▶PICK UP

   地区

　城内地区は行政機能や商店街が並ぶ
村の中心市街地となっていたが、津波に
よって大きな被害を受けた。
　そこで、二度と同様の被害を受けない
ために、第１堤防を岩手県が14mの高
さで再整備し、その後背に三陸鉄道と国
道45号の第２堤防、さらにその後背に
高盛土をして第３堤防とする。この高盛
土から海側は建築制限エリアとなり、一
部を都市公園事業（約19.3ha）で整備す
る。一方山側では、城内地区土地区画
整理事業（約12.9ha）を平成27年度ま
での期間で行い、上下水道や道路の整

備などが行われる。平
成25年10月には岩手
県内初の仮換地指定
を地区の約７割の範囲
で行い、既に一部で住
宅の建築工事が始まっ
ている。

被災状況と復興計画
　野田村は岩手県北東部に位置し、
震災後、ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「あ
まちゃん」の舞台となった久

く

慈
じ

市の南側
にある。ホタテやワカメなどの養殖漁業
や「のだ塩」の製塩業が古くから盛んで
あった。
　東日本大震災では死者39人を数え、
可住地面積の約20％が浸水被害に遭
うなど大きな被害を受けた。村内の行
方不明者は平成23年３月中に全て発
見され、復興に早期着手できた点はそ
の後の復興事業の進捗にも大きく影響
している。
　村は、平成23年11月に「安全・安心
で活力あるむらづくり」を基本理念とし
た復興計画を策定した。防潮堤の建
設や嵩上げ、高台移転によって復興
市街地整備を行うほか、災害公営住
宅を岩手県と野田村で101戸建設する
計画となっている。

ＵＲ都市機構の役割
　ＵＲは、平成23年４月から職員２人
を派遣し、復興計画の策定支援などを

行った。翌年４月には村
長から土地区画整理事
業の事業計画策定のた
めの職員派遣を依頼さ
れ、同年６月に村と「復
興まちづくり総合支援事
業業務委託契約」を締
結、その後、７月からは
職員２人を村役場に派
遣した。 派 遣 職員は、
平日は村内や久慈市内
のホテルに宿泊し、役場
では村職員と机を並べて
土地区画整理事業の事
業 計 画 策 定 支 援に当
たった。村長からも「村
の職員と同じ立場で復
興事業に携わってもらっ
たことが、事業がスムー
ズに進んだ要因の一つ」
との言葉をいただいてい
る。平成26年３月末、事業コーディネー
トの完了により、野田村におけるＵＲの
支援も完了。村長からは感謝状が贈ら
れた。なお、具体の事業については、

村が整備を進めている。

現在の進捗と今後の予定
　野田村は平成24年４月に防災集団
移転促進事業２地区（城

じょうない

内地区、米
田・南浜地区）の国土交通大臣同意を
得た。これは、被災地では３例目、岩
手県内においては初である。
　災害公営住宅については、平成25
年３月に岩手県が建設した木造長屋２
階建ての住宅４棟８戸が県内第１号
で竣工し、続いて翌年１月にも木造平
屋建て９棟18戸が竣工し、既に入居
している。

県内最速で仮換地指定

野
の

田
だ

村
む ら

岩手県九
くのへ

戸郡
ぐん

｜ 復興支援事業 1 地元自治体からのメッセージ
野田村　小田祐士	村長

　かけがえのない尊い生命と貴重な財
産、歴史、思い出を奪われるとともに、商
店街や住まい、働く場、交通網、漁港な
ど広範囲にわたり壊滅的な被害を受けた
東日本大震災大津波から３年が経過しま
した。
　この震災から立ち直るべく、平成23年
11月には「安全・安心で活力あるむらづく
り」を基本理念とした復興計画を作成し、
現在は、この計画に基づき事業を実施し
ているところです。
　被災直後の混乱の中で、復旧・復興
に取り組んでいかなければならないという
ときに、ＵＲから支援をいただけるという話
を頂戴し、以来、復興計画の策定から事
業のコーディネートまで数多くの業務をお
願いし、村と一体となり、誠心誠意、取り
組んでいただきました。
　おかげさまをもちまして、村の復興事業
も着実に進捗し、城内地区の土地区画
整理事業につきましては、県内で最も早く
仮換地指定を行って工事に着手し、一部
使用収益開始まで進むことができました。
これもひとえに、ＵＲのご支援の賜と、大
変、感謝しているところであります。
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○城内・泉沢・米田・南浜地区の復興パターン

 
 

野田村東日本大震災津波復興計画

支援地区内で住宅再建中

支援地区概要

復興市街地
整備

地区名 面積 事業手法 事業期間
（年度）

城内 13ha 区画整理（コーディネート）Ｈ24〜 27

城内地区土地利用計画図

地図使用承認©昭文社第53G125号
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○城内・泉沢・米田・南浜地区の復興パターン

 
 

凡　　　例
住居系
商業系
工業系
公共公益施設
災害公営住宅
区画道路
特殊道路
河川・雨水処理施設
公園・広場
施行地区界

村
役
場

被災後の城内地区空撮

村役場内執務室
（中：小田野田村長、
	右：UR高橋氏＝当時野田村担当）

津波による浸水状況	 面積	………………２㎢
人的被害	 死者	…………… 39人
	 行方不明	…………0人
住宅家屋被害	 全壊	………… 311棟
	 半壊	………… 168棟

陸中宇部駅

堀内駅

野田玉川駅

45

45

城内地区
陸中野田駅

三陸鉄道
北リアス線

凡　例
第１堤防（防潮堤の新設）
　県…14mで計画
　村…15m以上で要望
第２堤防（側壁等の整備
による強化の検討）
第３堤防（盛土）

東日本大震災津波による
浸水区域
建築制限エリア（緩衝地帯）

（安全確保のため高台等への
移転を図る）
土地区画整理事業等による
基盤整備の検討エリア
避難場所（既存）
避難場所（新設を検討）

避難駐車スペース

緊急避難場所

主要避難路
避難路
＊破線は将来的な検討路線

◦盛岡市

●①
●②
●③

￨被害状況￨

｜第 3 章｜復興まちづくり概要（22 自治体への支援事業）



［復興市街地整備］田老
▶PICK UP

   地区

［復興市街地整備］鍬
くわ

ヶ
が

崎
さき

・光
こう

岸
がん

地
じ▶PICK UP

   地区

44 45

被災状況と復興計画
　宮古市は三陸復興国立公園のほぼ
中央に位置する本州最東端のまちであ
る。港まちとして栄えてきたほか、浄
土ヶ浜や三王岩など観光地としても有
名である。東日本大震災では死者・行
方不明者が550人を超え、「万里の長
城」とも呼ばれた巨大防潮堤が破壊さ
れるなど、大きな被害が生じた。
　市では平成23年６月に「宮古市震
災復興基本方針」を定め、それに基づ
き同年10月に「宮古市東日本大震災復
興計画【基本計画】」を、翌年３月には

「宮古市東日本大震災復興計画【推進
計画】」を策定し、「『森・川・海』とひとが
共生する安らぎのまち」の実現に向け
て、「すまいと暮らしの再建」「産業・経
済復興」「安全な地域づくり」を柱とした
復興まちづくりに取り組んでいる。

ＵＲ都市機構の役割
　ＵＲは平成23年４月より、延べ４人
の職員を派遣し、復興計画の策定支

援を行った。翌年４月には市と「東日本
大震災に係る宮古市復興整備事業の
推進に関する協力協定」を締結した。
平成25年４月には現地に宮古復興支
援事務所を開設し、平成26年４月現
在12人体制で復興まちづくりを支援し
ている。
　復興市街地整備事業では、市内で
整備予定の17地区のうち、特に被害
が甚大だった田老地区と、宮古漁港を
擁する鍬

くわ

ヶ
が

崎
さき

・光
こう

岸
がん

地
じ

地区について、
土地区画整理事業などを市から受託
し、ともに整備を進めている。また、市
内に整備予定の災害公営住宅につい
ては、県と市で建設を進めている。

現在の進捗と今後の予定
　田老地区については平成25年４月
に、鍬ヶ崎・光岸地地区については同
年６月に事業受託し、両地区とも既に
工事着手しており、平成26年度中に
一部宅地の引渡し開始を目指してい
る。

　田老地区では、土地区画整理事業と
防災集団移転促進事業によって復興ま
ちづくりを行う。浸水被害のあった中心
部約19haで、土地区画整理事業によっ
て道路・公園などを整備する。また、国
道45号を山側へ移設し、そこから山側
を約1.5m程度嵩上げして集約化した
住宅用地や商業用地とする。海側から
防潮堤の間は産業地や広場などを集約
して非居住エリアとする。宅地の整備に
当たっては、権利者の方 か々ら起工承諾
を得ることで、基礎撤去や下水道工事
などに早期着手できた。
　防災集団移転促進事業は被災した住
宅の移転先として約25haの高台住宅
団地を整備する。宅地はT.P.+30mか
ら59.5mの間で段々に造成され、集会
所や診療所などの公共・公益施設や災
害公営住宅も市によって整備される。既

に用地取得と樹木伐採を終え、高台の
土砂搬出と整地工事を行っている。
　当地区の工事においてはＣＭ方式を
活用し、高台の造成と市街地の再整備
を一体的に進めている。同方式の導入

により、大型重機の使用などの技術提
案がCMRよりなされ、工期を短縮する
ことができた。平成26年度末には一部
宅地を引渡す予定である。

　鍬ヶ崎・光岸地地区では、魚市場や
水産加工関連施設と、その後背にあっ
た住宅が被災したため、早期の生活再
建と漁業・水産加工業など生業の再生が
急務となった。
　そこで当地区では、岩手県が実施す
る防潮堤の整備と併せて、ＵＲが市から
土地区画整理事業を受託し整備を行うこ
ととなった。当地区では、従来の２〜４
m程度であった狭隘な道路を５mに拡幅
し、低地部からの避難路を整備する。ま
た地区を南北に縦貫するメーンとなる通り
を17mに拡幅し、一部ラウンドアバウト
と呼ばれる円形交差点を設置する。この
メインの通りから海側に水産加工関連施
設を集約・拡張し、住宅は地区西側また
は北側のやや高台となっているエリアに
集められる。
　当地区でも起工承諾を得て工事の前

倒しを行い、建物基礎の撤去などを進め
ている。また、稼働中の水産加工施設
などに配慮しながらさまざまな工種を同時
並行的に施工する必要があるため、施
工検討業務も組み込んだ詳細設計付き

の工事発注方式として、総合評価で施
工者を決定した。現在、平成26年度
末に一部宅地を引渡す予定で工事を進
めている。

完成イメージ

森・川・海との共生を目指して
～多重防災型まちづくり～

二度と津波被害を受けないまちに

港町・宮古の早期復興

支援地区概要

復興市街地
整備

地区名 面積 事業手法 事業期間
（年度）

田老 44ha 区画整理集団移転 Ｈ24〜 27

鍬ヶ崎・
光岸地 24ha 区画整理 Ｈ25〜 27

事業費	 129億円
地権者数	 約470人
事業認可等	 Ｈ25.1（集団移転）、Ｈ25.5（区画整理）
事業受託	 Ｈ25.4（集団移転）〜

事業費	 75億円
地権者数	 約640人
事業認可等	 Ｈ25.6（区画整理）
事業受託	 Ｈ25.6（区画整理）

地図使用承認©昭文社第53G125号

田老漁港

宮古市魚市場

三陸鉄道北リアス線

地元自治体からのメッセージ　
宮古市　山本正徳	市長

　宮古市は東日本大震災において大き
な被害を受けました。特に田老地区は
「万里の長城」とまで呼ばれた防潮堤を築
くなど、「津波防災の町」として安全なまち
づくりを進めていましたが、１８０人を超え
る方が犠牲になってしまいました。
　宮古市の復興に向けて、「宮古市東日
本大震災復興計画」をもとに、復興まち
づくりに向けて住民や関係機関との協議
を重ね、早期に事業化に努めてまいりま
した。ＵＲには、特に被害が大きく広範囲
で復興まちづくりを行わなければならない
田老地区の土地区画整理事業と防災
集団移転促進事業、宮古の基幹産業が
数多く被災した宮古港を中心とした鍬ヶ
崎・光岸地地区の土地区画整理事業を
お願いしています。田老地区は移転先と
なる高台の造成が進み、復興が進んでい
ることが分かるようになってきました。
　一日も早い復興のため、事業の推進
はもとより、コミュニティや生業の再生に
も引き続きご支援、ご協力をお願いいた
します。

津波による浸水状況	 面積	……………10㎢
人的被害	 死者	………… 473人
	 行方不明	………94人
住宅家屋被害	 全壊	……… 2767棟
	 半壊	……… 1331棟

鍬ヶ崎・光岸地地区

田老地区

田老駅

佐羽根駅

一の渡駅

山口団地駅

宮古駅

磯鶏駅106

45

45

千徳駅花原市駅

完成イメージ

盛岡市◦
JR山田線

￨被害状況￨宮
みや

古
こ

市
し

岩手県｜
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 復興支援事業 2



［復興市街地整備］山田
▶PICK UP

   地区

［復興市街地整備］大沢
▶PICK UP

   地区

46 47

被災状況と復興計画
　山田町は岩手県沿岸部のほぼ中央
に位置し、カキやホタテの養殖など、
漁業と水産加工業が主な産業となって
いる。東日本大震災では、死者・行方
不明者が800人を超え、被災家屋が
町全体の46.7％ に上るなど、甚大な
被害を受けた。
　平成23年５月には「復興計画策定
に向けた基本方針」を定め、同年６月
には「山田町復興ビジョン」、12月には

「山田町復興計画」を策定した。復興
計画では「二度と津波による犠牲者を
出さない」を大命題としている。

ＵＲ都市機構の役割
　ＵＲは平成23年４月より、延べ３人
の職員を町に派遣し、復興計画策定
の支援を行ってきた。翌年１月には「復
興まちづくりの推進に向けた覚書」を、
３月には「東日本大震災に係る山田町
復興事業の推進に関する協力協定」を
締結して、町の復興整備事業の推進
に協力することを約束した。平成25年
４月には山田復興支援事務所を開設
し、平成26年４月現在15人体制で町

の復興を支援している。
　復興市街地整備事業は、町内６地
区で進められており、ＵＲはそのうち大
沢地区、山田地区、織

おり

笠
かさ

地区の３地
区について土地区画整理事業や防災
集団移転促進事業などを受託してい
る。災害公営住宅は、町内に町が整
備する予定の地区全てについて、ＵＲ
に建設要請がされる見込みである。ま
た、平成25年度には、被災者の方の
生活再建の判断材料となるよう、町が
作成する「災害公営住宅・住宅再建ガ
イドブック」の作成支援を行った。

現在の進捗と今後の予定
　織笠地区については平成25年４月
に、大沢地区、山田地区については同
年８月に町から事業受託した。３地区と
もＣＭ方式の活用による一体的業務受
注者が決定しており、平成26年度中の
宅地一部引渡し開始を目指して、既に
工事着手している。災害公営住宅につ
いては、大浦（大浦第１）地区、大浦

（大浦第２）地区、山田（山田中央）地
区の３地区で建設要請を受け、現在、
調査・設計を進めている。

　山田地区は安全な住宅地の整備、中
心市街地として商業・業務などのにぎわ
い空間の再生、山田漁港や水産関連
施設の再生が一体的に求められている。
そこで当地区では土地区画整理事業、
津波復興拠点整備事業、防災集団移
転促進事業を組み合わせて復興市街地
整備を行う。
　防災集団移転促進事業では３カ所の
高台住宅団地を造成し、土地区画整理
事業では、高台造成で発生した土を使用
して、JR陸中山田駅周辺約20.3haを
平均３m嵩上げする。
　津波復興拠点整備事業は２地区で実
施するが、高台の公共防災エリアでは
消防署や県立病院などを立地し、JR陸
中山田駅東側の地区では商業・業務施
設の集約を図る予定である。この商業・

業務施設エリアでは商工会や漁協などを
委員とした「山田地区津波復興拠点利
活用検討委員会」を立ち上げ、共同店
舗の建設や将来的に管理・運営を行って
いくまちづくり会社の設立について協議
を重ねている。

　工事はCM方式を活用して、織笠地
区と一体的に発注し、平成25年4月に
は受注者が決定、平成26年度末には
一部宅地を引渡し開始し、平成30年度
には工事完了となる予定である。

　大沢地区の復興方針は、防潮堤整
備と嵩上げ、高台移転による安全な居
住地の確保、生業の中心である大沢漁
港の再生、水産加工施設などの立地誘
導である。
　防潮堤は岩手県によって建設され、
水産加工施設などが防潮堤の海側に建
設される予定である。居住地は、漁業
集落防災機能強化事業によって高台に
４団地（計4.8ha程度）を造成し、造成
の際に発生した土を利用して低地部の
約13.4haについて平均１m程度嵩上
げを行う。これにより177戸（災害公営
住宅を含む）の宅地が整備される。
　土地区画整理事業は、漁業集落防
災機能強化事業によって嵩上げされた
区域の一部（約6.5ha）で実施し、漁村
地域特有の細街路の改善と道路整備、
敷地の整序を行う。

　当地区の工事もCM方式を活用して
進められ、平成25年11月に受注者が
決定、現在、平成26年度の工事本格

化に向けて関係機関との協議や調整を
行っている。工事は平成28年度に完了
する予定である。

事業費	 86億円
地権者数	 約160人
事業認可等	 Ｈ24.6（漁集強化）、
　　　　　	 Ｈ25.12（区画整理）
事業受託	 Ｈ25.8（区画整理・漁集強化）

事業費	 229億円
地権者数	 約500人
事業認可等	 Ｈ25.1（集団移転）、

Ｈ25.11（区画整理・津波拠点）
事業受託	 Ｈ25.8
　　　　　		（区画整理・津波拠点・集団移転）〜

津波から命を守るまちづくり
碧い海とともに暮らす町

町の中心市街地として
住宅・市街地・漁港の一体的再生

漁業集落を安全なまちに再建

完成イメージ

完成イメージ

支援地区概要

復興市街地
整備

地区名 面積 事業手法 事業期間
（年度）

大沢 22ha 区画整理漁集強化 Ｈ24〜 28

織笠 15ha 区画整理集団移転 Ｈ24〜 27

山田 44ha
区画整理
津波拠点
集団移転

Ｈ25〜 30

災害公営
住宅整備

地区名 計画
戸数 構造 完成時期

（予定）
大浦

（大浦第１） 9戸 木造 Ｈ27.8

大浦
（大浦第２） 16戸 木造 Ｈ28.7

山田
（山田中央）140戸 RC造 Ｈ28.9

地図使用承認©昭文社第53G125号

地元自治体からのメッセージ　
山田町　佐藤信逸	町長

　当町は東日本大震災によって800人
を超える犠牲が生じ、町の中心部も含め
て多くの地区が被災し、住宅や生業の場
が失われてしまいました。
　震災から復興するべく、平成23年12
月には「二度と津波による犠牲者を出さ
ない」を大命題として復興計画を策定し、
住民や関係機関との協議を重ねてまいり
ました。しかし、膨大な復興事業の量か
ら、町役場の体制だけでは復興事業を進
めることができないため、被災市街地のう
ち山田地区、織笠地区、大沢地区の３
地区で土地区画整理事業や防災集団
移転促進事業などの市街地整備事業や
災害公営住宅の建設をＵＲにお願いし
ております。市街地整備事業では各地区
とも工事が始まり、遅いといわれた復興
事業がようやく目に見えて分かるようにな
りました。
　まだまだ課題山積で困難事例が顕在
化してきていますので、専門家集団である
ＵＲの力なくしては山田町の復興はあり
得ないと思っています。今後もなお一層の
ご支援を期待しています。

津波による浸水状況	 面積	………………５㎢
人的被害	 死者	………… 682人
	 行方不明	…… 148人
住宅家屋被害	 全壊	……… 2762棟
	 半壊	………… 405棟

大沢地区山田地区

織笠地区

豊間根駅

岩手船越駅

浪板海岸駅

45
◦盛岡市

山田（山田中央）地区

大浦（大浦第２）地区

大浦（大浦第 1）地区

陸中山田駅

織笠駅

山田漁港

陸中山田駅

JR山田線

陸中山田駅

大沢漁港

￨被害状況￨山
やま

田
だ

町
ま ち

岩手県下
しも
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い

郡
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［災害公営住宅］大
お

ケ
が

口
くち▶PICK UP

   地区

　大ケロ地区は、震災時には老朽化し
た町営住宅が建っていたが、大槌川を
遡上した津波によって床上浸水する被害
を受けたため解体され、その跡地に災害
公営住宅を建設することとなった。
　町長からの「地元の木材を活用して、
城のようなイメージにしてほしい」という
依頼を受け、周辺との調和を図る低層
住棟とするべく、東北の平城として名高
い「志

し

波
わ

城
じょう

」（岩手県盛岡市）や「根
ね

城
じょう

」
（青森県八戸市）をイメージした木造の
和風住宅となった。真壁風の白い外壁
や木目調のサイディング、瓦をイメージし
た鋼板屋根、山の稜線に合わせた切妻
形状の屋根など、周辺との調和や維持
管理の面にも配慮して設計している。ま
た、地元に供給を依頼することにより、
木材の約６割に大槌町産を、約９割に

岩手県産を活用することができた。
　当地区には集会所やコミュニティー広
場を設け、入居者だけでなく周辺の住民

との交流ができるようにした。また、近
隣住民同士で声掛けをしやすいよう濡れ
縁を設けるなどの配慮をした。

木材の約６割に大槌町産を活用

［復興市街地整備］町
まち

方
かた▶PICK UP

   地区

48 49

被災状況と復興計画
　大槌町は、江戸時代から水産業が
盛んなまちで、人形劇「ひょっこりひょう
たん島」のモデルとされる蓬

ほう

莱
らい

島
じま

が町
のシンボルとなっている。東日本大震災
では町の人口の約８％が亡くなり、この
中には当時の町長をはじめとした町役
場職員も多く含まれていた。
　平成23年９月には住民主体で復興
計画を策定することを決めた災害復興
基本条例が制定され、各地域の復興
計画をもとに同年12月に復興基本計画
が策定された。その中で、「海の見える
つい散歩したくなるこだわりのある『美し
いまち』」を町の将来像として定めた。

ＵＲ都市機構の役割
　ＵＲは平成23年４月より、延べ５人
の職員を派遣し、復興計画策定の支
援などを行った。翌年３月には「復興ま
ちづくりの推進に向けた覚書」を、７月
には「東日本大震災に係る大槌町復興
整備事業の推進に関する協力協定」を
締結し、町の復興整備事業の推進に
協力することを約束した。平成25年４
月には大槌復興支援事務所を設置し、
平成26年４月より11人体制で町の復

興を支援している。
　復興市街地整備事業では、町内で
整備する６地区のうち、中心市街地で
ある町

まち

方
かた

地区の土地区画整理事業な
どを受託している。また、町が進める
町方地区以外の５地区について、平
成25年３月に「工事発注支援等の実
施に係る相互協力協定」を締結し、Ｃ
Ｍ方式を活用した工事および管理業
務の受注者選定などを支援している。
災害公営住宅については、町が整備
する480戸のうち、要請受諾済地区の
ほかに町方地区などでもＵＲが建設を
進める予定である。

現在の進捗と今後の予定
　町方地区では、平成25年３月に土
地区画整理事業を受託し、同年６月に
ＣＭ方式の活用による一体的業務受
注者が決定、盛土工事を進めている。
災害公営住宅については、６地区の
建設要請を受けており、そのうち大

お

ケ
が

ロ
くち

地区、屋敷前地区はそれぞれ平成
25年８月、11月に完成、入居が始まっ
ている。さらに平成26年度中には、大
ケロ二丁目地区、柾

まさ

内
ない

地区も完成を迎
える予定である。

　町方地区では町の中心市街地として
再生するために、岩手県が整備する防
潮堤に加えて、土地区画整理事業、津
波復興拠点整備事業、防災集団移転
促進事業の３事業によってURが復興
事業を実施している。
　当地区は土地区画整理事業によって
平均2.2mの嵩上げを行うとともに、区
域を震災前の市街地の約半分に当たる
約30haとし、コンパクトな市街地への再
編を目指している。ＪＲ山田線より海側は
非居住エリアとし、浸水時には浸水ポケッ
トとして機能する計画としている。
　また防災集団移転促進事業によって、
町の内陸部に住宅団地を整備する。旧
町役場付近には津波復興拠点整備事
業によって早期に商業や産業が再開でき
る区域を整備している。
　土地区画整理事業は平成25年６月に
ＣＭ方式の活用による一体的業務受注

者を特定した。並行して早期工事着手の
ため住民に起工承諾をお願いし、８月に
は現地着工した。当地区は自噴水が豊

富にあり地下水位も高いことから地盤対
策も重要であり、先行盛土を行って施工
方法や安定性などを検証している。

支援地区概要

復興市街地
整備

地区名 面積 事業手法 事業期間
（年度）

町方 39ha
区画整理
津波拠点
集団移転

Ｈ24〜 29

発注
支援等

浪板ほか
4地区 －

区画整理
集団移転
漁集強化

－

災害公営
住宅整備

地区名 計画
戸数 構造 完成時期

（予定）
大ケロ 70戸 木造長屋 Ｈ25.8

屋敷前 21戸 木RC
混構造長屋 Ｈ25.11

大ケロ
二丁目 23戸 木造戸建 Ｈ26.9

柾内 13戸 木造戸建 Ｈ26.12
町方

（末広町） 52戸 RC造 Ｈ28.3

寺野 27戸 木造 Ｈ28.2

事業費	 145億円
地権者数	 約810人
事業認可等	 Ｈ24.9（集団移転）、
　　　　　	 Ｈ25.3（区画整理）、

Ｈ25.8（津波拠点）
事業受託	 Ｈ25.3（区画整理）〜

海の見える
美しい町の復興へ

コンパクトな市街地へ再編

完成イメージ

周辺との調和を
図ったデザイン

東北の城を
イメージした
木造和風住宅

地図使用承認©昭文社第53G125号

地元自治体からのメッセージ

大槌町　碇川	豊	町長

　あの忌まわしい３月11日、東日本大震
災津波により大槌町は甚大な被害を受け
ました。市街地が壊滅し、役場機能も失
われ、復興を進めるにはあまりに過酷な
状況にありましたが、まちづくりの実績が
あるURに復興計画策定の段階からご
支援いただき、歩み始めることができまし
た。心より感謝申し上げます。
　現在では、中心部町方地区の復興市
街地整備事業や計６地区の災害公営
住宅の建設をお願いしているほか、町内
５地区の復興市街地整備事業について
は、発注する町の支援をしていただきまし
た。昨年には町内に災害公営住宅が竣
工し、完成を待ち望んだ町民に入居いた
だくことができ、このうちURに建設を要
請した２地区９１戸は木造の大槌らしい
住宅として大変好評をいただいておりま
す。当時「周回遅れのトップランナー」と
言われた大槌にどんどん復興の槌音が響
いてまいりました。今後とも、一日も早いま
ちの復興のため、一層のご支援ご協力を
よろしくお願いいたします。

津波による浸水状況	 面積	………………４㎢
人的被害	 死者	………… 853人
	 行方不明	…… 431人
住宅家屋被害	 全壊	……… 3092棟
	 半壊	………… 625棟

鵜住居駅

45

◦盛岡市

寺野地区

町方（末広町）地区

柾内地区

大ケロ二丁目地区

大ケロ地区

屋敷前地区

町方地区
小枕・伸松地区

吉里吉里駅

浪板海岸駅

安渡地区

赤浜地区
吉里吉里地区

浪板地区

大槌駅

￨被害状況￨大
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つ ち
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ちょう
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［復興市街地整備］片
かた

岸
ぎし

・鵜
うのすまい

住居
▶PICK UP

   地区

［復興市街地整備・災害公営住宅］花
け

露
ろ

辺
べ▶PICK UP

   地区

50 51

被災状況と復興計画
　釜石市は岩手県沿岸南部にあり、
製鉄業と水産業を中心に発展してきた

「鉄と魚のまち」である。東日本大震災
では、死者が1000人近くに上る甚大
な被害があった。
　市は平成23年４月に「釜石市復興ま
ちづくり基本方針」を定めた。その後、
委員会やワークショップなどを重ね、同
年12月に「釜石市復興まちづくり基本
計画スクラム釜石復興プラン」を策定し
た。その中で、市が目指すべき将来像
として「三陸の大地に光輝き希望と笑
顔があふれるまち釜石」を定め、４つの
基本方針のもと、計画を推進していくこ
ととしている。

ＵＲ都市機構の役割
　ＵＲは平成23年４月より延べ６人の
職員を市へ派遣し、復興計画の策定
支援などに当たった。翌年３月には「復
興まちづくりの推進に向けた覚書」を交
換して相互の協力を確認し、さらに「東
日本大震災に係る釜石市復興事業の

推進に関する協力協定」を締結。平成
25年４月には釜石復興支援事務所を
設置し、平成26年４月現在は職員13
人体制で復興支援を行っている。
　復興市街地整備事業では、市内21
地区のうち、片

かた

岸
ぎし

地区、鵜
う の す ま い

住居地区、
花
け

露
ろ

辺
べ

地区の３地区で土地区画整理
事業などの事業を受託している。災害
公営住宅については、市内で整備予
定の1345戸のうち、花露辺地区など
の住宅について建設を行う。

現在の進捗と今後の予定
　片岸地区と鵜住居地区では、平成
25年10月にＣＭ方式の活用による一
体的業務受注者が決定し、現在造成
工事を進めている。花露辺地区では、
既に戸建住宅敷地や先行整備部分の
引渡しを行っており、平成26年度中の
事業完了に向け整備を進めている。
災害公営住宅については、平成24年
３月に花露辺地区で建設要請を受け、
平成25年12月に完成、既に入居して
いる。

　片岸地区においてはＪＲ山田線より山
側（一部海側を含む）の約23haを土地
区画整理事業により平均1.1m嵩上げ
し、宅地や商業および工業用地を整備
する。また、ＪＲ山田線より海側の隣設
地では業務エリアや公園エリアの非居住
地とし、市が企業誘致を行っている。
　鵜住居地区では、約49haの範囲で
土地区画整理事業を実施して平均1.7m
の嵩上げを行い、住宅地や商業用地、
下水処理場用地などを整備するとともに、
国道45号の線形を整える。また、新た
に整備される公園は、地域の方 と々も協
議して、お祭りなどにも活用できる配置と
している。
　さらに津波復興拠点整備事業により、
ＪＲ山田線鵜住居駅前と鵜

うの

住
すみ

神社に隣
接する高台部の２カ所の整備を行う。
鵜住居駅前については約２haの範囲
に交流拠点となる地域交流施設や体育

館、追悼広場を整備し、高台部の約６
haにおいては、平成29年春の釜石東

中学校と鵜住居小学校などの開校を目指
して、造成工事を進めていく。

　住民の多くが漁業を生業としている花
露辺地区では、住まいと漁業関連施設
双方を並行して整備することが求められ
た。復興計画ではこれまでと同様に防
潮堤に頼らないまちとし、津波が襲った
T.P.+16mの高さに道路を設けてその下
を非居住区域とする一方、高台に避難
所機能を備えた集合住宅と戸建住宅敷
地を整備するものとした。
　災害公営住宅の建設には、高台に
あった漁村センター跡地が利用された。
ＵＲは、住民からの漁業集落ならではの
要望に配慮して、「かけ下げ」という屋根
付きの水場や玄関脇のかっぱ掛けのほ
か、高齢者に配慮した玄関のベンチや
室内の様子がうかがえる半透明の窓など
を設置した。平成25年３月に着工し、
同年12月に引渡しを行った。

　また、災害公営住宅に隣接した場所
には、防災集団移転促進事業によって
戸建住宅敷地４画地を整備し、平成25
年12月に全画地の引渡しが終了した。
　一方漁業の復興については、非居住
区域となる低地部に水産加工場などの
用地を整備し、浸
水高を考慮した高さ
に漁業集落道路を
建設するなど、漁業
集落防災機能強化
事業をＵＲが受託し
整備を進めている。
平成26年度に事
業完了予定である。

事業費　　　13億円
事業認可等　H24.6（集団移転・漁集強化）
事業受託　　H25.5（集団移転）〜

片岸地区
事業費　　　42億円
地権者数　　約190人　
事業認可等　H25.3（区画整理）
事業受託　　H25.3（区画整理）

鵜住居地区
事業費　　　138億円
地権者数　　約700人
事業認可等　H25.3（区画整理・津波拠点）
事業受託　　H25.3（区画整理・津波拠点）

撓
たわ

まず屈せず
スクラム釜石のまちづくり

釜石市北部拠点の復興まちづくり

住まいと生
なり

業
わい

の一体的な再生

片岸地区完成イメージ（H25.３作成）

鵜住居地区完成イメージ（H25.３作成）

花露辺地区土地利用計画図
地区の高台にたたずむ花露辺復興住宅

支援地区概要

復興市街地
整備

地区名 面積 事業手法 事業期間
（年度）

片岸 23ha 区画整理 Ｈ24〜 30

鵜住居 60ha 区画整理津波拠点 Ｈ24〜 30

花露辺 1ha 集団移転
漁集強化 Ｈ24〜 26

災害公営
住宅整備

地区名 計画
戸数 構造 完成時期

（予定）
花露辺 13戸 RC造 Ｈ25.12
東部

（大町１号） 65戸 RC造 H28.3

地図使用承認©昭文社第53G125号

地元自治体からのメッセージ
釜石市　野田武則	市長

　東日本大震災で「鉄と魚のまち」と呼
ばれた釜石市も大きな被害を受け、多く
の人命と生活が失われました。ＵＲには震
災直後の平成23年４月より、復興計画
策定の段階から支援いただき、同年12
月には復興計画の策定ができました。
　復興事業の推進に当たっては、市内で
も特に被害の大きかった片岸地区・鵜住
居地区において土地区画整理事業など
を推進していただいています。また、市内
で最も早く復興事業に着手することができ
た花露辺地区では、災害公営住宅が昨
年竣工して被災者が新たな住宅で新年を
迎えることができました。生活再建と生業
の再生が進み始めたものと思います。
　まだまだ釜石市の復興も道半ばです
が、市内の大型商業施設オープンや三
陸鉄道の全線復旧などによって、人やも
の、情報の交流拡大が見込まれます。今
年は「本格復興」の実施の年であります。
釜石の将来の希望をつくるためにも、どう
ぞ皆さまのお力添えをいただきますようお
願いします。

津波による浸水状況	 面積	………………７㎢
人的被害	 死者	………… 989人
	 行方不明	…… 152人
住宅家屋被害	 全壊	……… 2957棟
	 半壊	………… 698棟

花露辺地区
花露辺地区

唐丹駅

平田駅

小佐野駅
松倉駅

洞泉駅

陸中大橋駅

両石駅

大槌駅

45

45

◦盛岡市

JR釜石線

JR山田線

東部（大町１号）地区

釜石駅 災害公営住宅整備事業

漁業集落防災機能強化事業

防災集団
移転促進事業

片岸地区

鵜住居地区
鵜住居駅

JR山田線 国道45号

鵜住居川

鵜住居川 JR山田線

鵜住居駅

唐丹漁港

国道45号

￨被害状況￨釜
かま

石
い し

市
し

岩手県｜
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［復興市街地整備］大船渡駅周辺
▶PICK UP

   地区

［災害公営住宅］宇
う

津
つ

野
の

沢
さわ

・赤
あか

沢
さわ

・上
うわ

山
やま

・平
たいらばやし

林
▶PICK UP

   地区

52 53

被災状況と復興計画
　大船渡市は岩手県沿岸南部に位置
し、五

ご

葉
よう

山
ざん

や碁
ご

石
いし

海岸などの景勝地を
有するほか、大船渡港を中心に水産
業が盛んなまちである。東日本大震災
では死者が400人を超え、建物被害が
全世帯の４割弱という大きな被害を受
けた。
　市は平成23年４月に「災害復興基
本方針」、同年10月には「大船渡市復
興計画」を策定し、市民ワークショップ
での議論に基づき「命を守り、夢を育む
まちづくりと防災に協働するまち大船
渡」を目指すべき姿と定めた。

ＵＲ都市機構の役割
　ＵＲは平成23年４月より、延べ４人
の職員を市へ派遣し、復興計画の策
定支援に当たった。翌年３月には「復
興まちづくりの推進に向けた覚書」を交
換して相互の協力を確認し、同年７月
には「東日本大震災に係る大船渡市復
興事業の推進に関する協力協定」を締
結し、大船渡復興支援事務所を設置
した。平成26年４月から11人体制で
復興支援に当たっている。
　復興市街地整備事業では、市の中

心部の大船渡駅周辺地区について受
託し、市内で唯一の土地区画整理事
業および津波復興拠点整備事業など
を進めている。沿岸集落での防災集
団移転促進事業については、全て市
が整備を行っている。災害公営住宅に
ついては、市内で建設予定の790戸の
うち507戸を岩手県が、市が整備する
283戸のうち木造については市が、ＲＣ
造についてはＵＲが建設する役割分担
となっている。

現在の進捗と今後の予定
　大船渡駅周辺地区では、平成25年
８月に事業受託し、同年10月にＣＭ方
式の活用による一体的業務受注者が
決定、工事に着手しており、平成26
年度より宅地の一部引渡しが行われる
予定だ。災害公営住宅については、７
地区で建設要請を受けており、そのう
ち平成26年４月に上

うわ

山
やま

地区、平
たいらばやし

林地
区の２地区、５月に宇

う

津
つ

野
の

沢
さわ

地区、６
月に赤

あか

沢
さわ

地区が完成予定である。残り
３地区についても、平成27年度中の
完成を予定しており、現在、調査・設
計および建設を進めている。

　大船渡駅周辺地区は、津波からの安
全なまちづくりとにぎわいのある商業機能
の集積を目指して、土地区画整理事業
および津波復興拠点整備事業によって
市街地の再生を行う。
　土地区画整理事業では、ＪＲ大船渡
線より海側には商業店舗を集約して居住
を制限し、内水排除として嵩上げを行う。
山側は５mまで嵩上げして安全な住宅地
として自力再建を促進するほか、災害公
営住宅の建設も予定している。
　また、海側に約2.3haの津波復興拠
点整備事業を導入し、地元商店街など
の早期再建を図るため、先行的に整備
を進めている。この区域には地元商店
街や宿泊施設などを再建し、交通広場
を設ける予定である。また、平常時の地
域交流拠点と災害時の一時的な避難機
能を併せ持つ公共施設が建設される予
定であり、現在ＵＲは市から基本設計を
受託している。

　さらに、URは市とともに津波拠点エリ
アマネジメントワーキンググループの事務
局を務め、地区の全体計画や今後の維
持管理・運営計画や公共空間デザイン
検討などの支援も行っている。
　これらの事業を円滑に進めるため、Ｃ
Ｍ方式を活用して工事を進めることとし、
津波復興拠点整備事業のエリアを中心
に造成に着手しており、平成30年度末
には工事を終える予定である。

　ＵＲが市から建設要請を受けた宇津野
沢地区、赤沢地区、上山地区、平林
地区の４地区については、各地区とも
工事規模が小さく、単独発注では受注
する者がいないことも懸念されることから、
効率化を図るために４地区を一括で発注
し、施工者を平成25年５月に決定した。
同年６月には着工し、上山地区と平林
地区は平成26年４月に、宇津野沢地
区は同年５月に、赤沢地区は同年６月
に竣工予定である。
　住戸プランは、設計の効率化を図る
ためにほぼ統一されており、上山は１DK
（約44㎡）、２DK（約56㎡）、その他
３地区は２DKと３DK（約70㎡）の構
成としている。
　そのほか設計上の配慮として、全地

区のエントランスホールにたまり場となる
ベンチを配置し、平林地区では隣接する
既存の公園との連続的な空間構成を図

るなど、入居者のコミュニティー形成の
一助となるよう、工夫を施している。

「災害に強いまち」へ
早期復興

市、商工会、民間事業者と連携し中心市街地再生

住戸プランの統一化で早期建設を実現

事業費　　　175億円
地権者数　　約530人
事業認可等　Ｈ25.7（津波拠点）、Ｈ25.8（区画整理）
事業受託　　Ｈ25.8（区画整理・津波拠点）

大船渡駅周辺地区土地利用計画図

完成イメージ

平林地区災害公営住宅

支援地区概要

復興市街地
整備

地区名 面積 事業手法 事業期間
（年度）

大船渡駅
周辺 36ha 区画整理津波拠点Ｈ25〜31

災害公営
住宅整備

地区名 計画
戸数 構造 完成時期

（予定）
宇津野沢 20戸 RC造 Ｈ26.5

赤沢 23戸 RC造 Ｈ26.6

上山 11戸 RC造 Ｈ26.4

平林 11戸 RC造 Ｈ26.4

川原 29戸 RC造 Ｈ27.5

蛸ノ浦 14戸 RC造 Ｈ27.5

所通東 20戸 RC造 Ｈ28.1
地図使用承認©昭文社第53G125号

◦盛岡市

地元自治体からのメッセージ
大船渡市　戸田公明	市長

　平成23年３月11日の東日本大震災で
未曽有の被害を受け、400人を超える死
者・行方不明者が生じ、自然の猛威を再
認識することとなりました。平成23年10月
には復興計画を策定し、復興に向けて動
き出しました。再び津波が来ても「人が亡
くならない」「家が流されない」ことを前提と
したまちづくりを目指し、喫緊の課題である
「住居の再建」と「生業の再生」を最優先
に取り組んでいるところです。
　ＵＲには本市の中心である大船渡駅
周辺地区の市街地整備事業をお願いし
ており、既に盛土造成に着工されたこと
で復興の槌音が響くようになりました。災
害公営住宅についてはまずは４地区65
戸が今年完成予定であり、また一歩復興
に向け前進することになります。
　復興への道のりはまだ長く険しいもの
と思いますが、復興計画に掲げる「命を
守り、夢を育むまちづくりと防災に協働す
るまち大船渡」の実現に向けて、今後とも
ご支援、ご協力をお願いいたします。

津波による浸水状況	 面積	………………８㎢
人的被害	 死者	………… 415人
	 行方不明	………79人
住宅家屋被害	 全壊	……… 2789棟
	 半壊	……… 1148棟

唐丹駅

吉浜駅

三陸駅

甫嶺駅

恋し浜駅

綾里駅

下船渡駅

盛駅

細浦駅
脇ノ沢駅

陸前高田駅

45

45

45
107

土地区画整理事業	33.8ha

津波復興拠点事業（先行区域）	2.3ha

蛸ノ浦地区
平林地区

所通東地区

陸前赤崎駅

大船渡駅

凡　　　例
地区界
都市計画道路
区画道路
特殊道路
河川・水路
公園・緑地
鉄道軌道
住宅地
商業地
産業用地

大船渡駅
周辺地区

上山地区

赤沢地区

川原地区
大船渡駅

宇津野沢地区

三陸鉄道
南リアス線

JR大船渡線

￨被害状況￨大
おお

船
ふ な

渡
と

市
し
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［復興市街地整備］今泉・高
たか

田
た▶PICK UP

   地区

［災害公営住宅］下
しも

和
わ

野
の▶PICK UP

   地区

54 55

被災状況と復興計画
　陸前高田市は岩手県南東部に位置
し、かつては名勝「高田松原」が象徴
となった自然豊かなまちである。東日本
大震災では、河口部で13.8ｍもの高さ
の津波が約８km遡上し、甚大な被害
をもたらした。市役所も被災したが、
平成23年５月からは現在の庁舎で業
務を再開し、復興計画の策定に着手。
７カ月後の12月には「陸前高田市震災
復興計画」を議決し、「『海と緑と太陽と
の共生・海浜新都市』の創造」を目指す
まちの姿として定めた。

ＵＲ都市機構の役割
　ＵＲは平成23年４月から職員２人を
派遣し、津波到達点の痕跡調査から、
マスタープランの作成、市街地整備ス
キームの検討など、復興計画策定の
支援を行った。翌年３月には「東日本
大震災に係る陸前高田市復興事業の
推進に関する協力協定」を締結し、復
興まちづくりの協働推進を約束した。
市役所の一角にＵＲの現地事務所を
設置し、平成26年４月より17人体制で
復興支援に当たっている。
　市内で実施している復興市街地整

備事業のうち、防災集団移転促進事
業については市が進めており、ＵＲは
高
たか

田
た

地区と今泉地区の土地区画整理
事業などを受託している。災害公営住
宅については、県と市により市内に計
1000戸整備する予定だが、そのうち
市が整備予定のＲＣ造についてＵＲが
建設を行う予定だ。

現在の進捗と今後の予定
　高田地区、今泉地区では、平成24
年９月に先行地区について土地区画
整理事業の事業受託をし、同年12月
にはＣＭ方式の活用による一体的業務
受注者が決定、平成27年度中に一部
宅地の引渡し開始を目指して現在工事
を進めている。また土砂運搬のために
活用されているベルトコンベヤーは、地
元小学生により「希望のかけ橋」と名付
けられ、親しまれている。
　災害公営住宅は、現在、下

しも

和
わ

野
の

地
区、水上地区、大野地区、田端地区
の４地区について、市から建設要請を
受けＵＲが整備を進めている。平成26
年９月には、下和野地区120戸が市内
で初の災害公営住宅竣工となる見込
みである。

　市街地の復興に当たっては安全性
の確保とにぎわいの再生を図ることとし、
山林を切り開いた高台の住宅地とそこか
ら発生する土砂を嵩上げに使った中心
市街地を、震災前よりも山側に寄せて
造成することとした。
　今泉・高田両地区は土地区画整理事
業によって新たな市街地を造る。一日で
も早く住宅地を提供するため、開発規
制の少ない部分を高台移転先として先
行的に事業認可を取得した。平成26
年２月には両地区とも全域で事業認可
を得ている。
　工事は平成24年12月に受注者が決
まり、先行して事業認可を得た高台の造
成工事や試験盛土に着手した。今泉地
区の残土は高田地区の嵩上げに使用す
るため、ベルトコンベヤーを活用して運搬
している。このベルトコンベヤーの導入
により交通渋滞や事故を避けることがで
き、また２万㎥（10tダンプトラック4000
台相当）の土砂を１日で運搬することで、
事業期間を約６年短縮できる見込みであ
る。

　平成27年度には一部の仮換地指定
および宅地の一部引渡し予定であり、平

成30年度の事業完了を目指している。

　下和野地区は市の中心市街地で、東
日本大震災の津波で約６m浸水した地
域である。当地区はＵＲが受託している
高田地区土地区画整理事業地区内で、
3〜6m嵩上げが行われている。本来
土地区画整理事業では事業認可後に
嵩上げ工事に着手するが、当地区は先
行的に着工している高台造成で発生した
土を活用し、嵩上げの安全性を検証す
る試験盛土エリアで先行的に嵩上げを
することで、災害公営住宅の着工を約１
年前倒しすることができた。
　当地区の災害公営住宅は鉄筋コンク

リート造５〜７階建てで、
平成26年９月に竣工予
定となっている。
　１階部分には店舗など
の生活利便施設を入れて
居住者の利便性向上を図
るほか、２階部分には回
廊を設けてコミュニティー
の形成に寄与する設計と
し、最上階には集会室を
設けて、万が一の浸水時
でも100人程度が避難で
きるようになっている。

奇跡の一本松を復興のシンボルに
海浜新都市の創造へ

ベルコン活用で事業期間６年短縮

試験盛土による先行造成で着工１年前倒し

今泉地区・高田地区土地利用計画図

完成イメージ

気仙川に建設された
ベルトコンベヤー

高田地区
事業費　　　652億円
地権者数　　約1580人
事業認可等　Ｈ24.9（区画整理一部）
事業受託　　Ｈ24.9（区画整理一部）〜

今泉地区
事業費　　　550億円
地権者数　　約520人
事業認可等　Ｈ24.9（区画整理一部）
事業受託　　Ｈ24.9（区画整理一部）〜

支援地区概要

復興市街地
整備

地区名 面積 事業手法 事業期間
（年度）

今泉 113ha 区画整理 Ｈ24〜 30

高田 189ha 区画整理 Ｈ24〜 30

災害公営
住宅整備

地区名 計画
戸数 構造 完成時期

（予定）
下和野 120戸 RC造 Ｈ26.9

水上 30戸 RC造 Ｈ26.12

大野 40戸 RC造 Ｈ27.8

田端 20戸 RC造 Ｈ27.9
地図使用承認©昭文社第53G125号

地元自治体からのメッセージ
陸前高田市　戸羽	太	市長

　陸前高田市には名勝高田松原があり
多くの観光客で賑わっていましたが、東日
本大震災によって美しい松原と1700人
を超える尊い生命を失いました。浸水域
が約1300haと広大で、市役所も被災し
たため、復興の道のりが全く見えない状
態でした。その中でＵＲには平成23年４
月から復興計画の策定を支援していただ
き、同年12月に無事に計画を策定するこ
とができました。
　現在は、中心市街地である高田地区
や今泉地区で300haを超える土地区画
整理事業を委託し、市街地復興を推進し
ていただいているほか、市内４カ所210
戸の災害公営住宅の建設をお願いして
います。これだけの大事業は市職員のみ
では困難であり、ＵＲには本市の復興に
大きな役割を果たしていただいています。
　今年は「復興展開期」最初の年に当
たります。今後も仮設住宅などで不自由
な暮らしを余儀なくされている方々が一日
も早く安心した暮らしを取り戻せるよう、
復興を進めてまいりますので、一層のご
支援をお願いいたします。

津波による浸水状況	 面積	……………13㎢
人的被害	 死者	……… 1599人
	 行方不明	…… 215人
住宅家屋被害	 全壊	……… 3805棟
	 半壊	………… 240棟
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被災状況と復興計画
　気仙沼市は、宮城県の最北端に位
置し、全国屈指の水産都市として発展
してきたまちである。東日本大震災で
は、市の基幹産業である水産業関連
の事業所や、漁船の80％以上が被災
するなど、甚大な被害を受けた。
　平成23年10月、市は「気仙沼市震
災復興計画『海と生きる』」を策定し、
気仙沼の再生に取り組んでいる。市中
心部においては、防潮堤・河川堤防の
整備と、嵩上げによる現地復興型のま
ちづくりを計画しており、離半島部にお
いては、高台移転による浜の再生を目
指している。

ＵＲ都市機構の役割
　ＵＲは、平成23年７月より、延べ４
人の職員を市に派遣し、復興まちづくり
の計画策定などの支援を行ってきた。
翌年６月には、市と「復興まちづくりの
推進に向けた覚書」を交換、また「東日
本大震災に係る気仙沼市復興事業の
推進に係る協力協定」を締結し、市の
復興まちづくりを組織的に支援すること
とした。平成25年４月には気仙沼復興
支援事務所を開設し、平成26年４月

現在16人体制で市の復興まちづくりを
支援している。
　復興市街地整備事業については、
市内で行われる土地区画整理事業３
地区のうち、鹿

しし

折
おり

地区と南気仙沼地
区について、平成25年２月に事業を
受託している。また、両地区では、ハー
ド面の整備に加え、商業・産業誘致の
ためのソフト面での取り組みも行ってい
る。災害公営住宅については、市内
に約2200戸整備予定だが、そのうち
ＵＲは市街地部のＲＣ造の建設を行う
予定である。

現在の進捗と今後の予定
　鹿折地区、南気仙沼地区について
は、平成25年７月、ＣＭ方式の活用
による一体的業務受注者が決定し、平
成26年度中に一部宅地の引渡し開始
を目指して工事が進められている。
　災害公営住宅については、ＵＲは南

なん

郷
ごう

地区、四
し

反
たん

田
だ

地区、鹿折地区、南
気仙沼地区の４地区についての建設
要請を受け、整備を進めている。最も
早い南郷地区では、平成26年度末に
完成を迎える予定である。

　鹿折地区、南気仙沼地区いずれも、
被災前は、市街地には住宅や工場が広
がり、沿岸部には水産業関連施設が立
地する地区であった。復興まちづくりに
当たっては、土地区画整理事業により
地盤の嵩上げを行うとともに、公共施設
の再整備や住宅地と商業地の再編を実
施し、安全な市街地の形成と産業の復
興を推進する。
　工事は、ＣＭ方式を活用し、両地区
で一体的に発注を行っており、平成25
年７月に受注者が決定、工事を進めて
いるところである。また、地区内の災害
公営住宅については、いずれも平成27
年度末の完成に向け、敷地の嵩上げ整
備を先行して行っている。
　このようなハード面での事業に加え、
URは市と共同で、商工会議所や宅地
建物取引業協会の協力を得て「復興ま
ちづくり事業者エントリー制度」を構築し、
地区内の土地活用希望の地主と進出企
業を募集しマッチングを行うなど、ソフト面
での支援も行っている。これは、早期土
地活用の促進や地域の中心核としてふ
さわしい機能の早期立地を目的としたも
ので、一日も早くまちがにぎわいを取り戻
すことを目指している。

　南郷地区は、商業、住宅が混在した
市街地にあり、気仙沼市の中心部として
の地域を形成している。震災により廃校
となった南気仙沼小学校跡地に、耐震
性に優れた鉄筋コンクリート造による災
害公営住宅の建設を進めている。併せ
て地域住民に開放され、災害時の避難
所として備蓄倉庫が併設された集会所を
整備する。なお、住棟は津波時一時避
難ビルとして位置付けられる予定となって

いる。
　住戸形式は、単身用からファミ
リータイプまで多様な世帯が入居で
きるよう配慮した１ＬＤＫ〜４ＤＫお
よび車いす対応住宅（２戸）を整備
し、完成後も入居者と地域住民の
交流によるコミュニティーと安全な
地域の形成を推進する。平成26
年度末の完成に向けて、工事を進
めている。

地図使用承認©昭文社第53G125号

津波死ゼロのまちづくり
～嵩上げによる現地復興～

地権者と企業のマッチングで早期復興

地域の避難所としても機能

完成イメージ

支援地区概要

復興市街地
整備

地区名 面積 事業手法 事業期間
（年度）

鹿折 42ha 区画整理 Ｈ24〜 29

南気仙沼 33ha 区画整理 Ｈ24〜 29

災害公営
住宅整備

地区名 計画
戸数 構造 完成時期

（予定）
南郷 165戸 RC造 H27.3

四反田 70戸 RC造 H27.9

鹿折 284戸 RC造 H28.3

南気仙沼 320戸 RC造 H28.3

四反田地区

南郷地区

仙台市◦

地元自治体からのメッセージ
気仙沼市　菅原	茂	市長

　当市では、東日本大震災によって
１０４１人の尊い生命を失い、２３６人（平
成26年１月14日現在）もの方が行方不
明です。復興事業はここ数年がピークに
なると考えておりますが、取り組むべき事
業はあまりにも多く、これを着実に進める
ためには、市民や企業、団体、議会など
総力を挙げての取り組みが不可欠です。
　その中でＵＲには平成24年６月の復
興事業推進協定以降、鹿折地区および
南気仙沼地区の土地区画整理事業や
800戸を超える災害公営住宅の建設な
どにご尽力いただいているところです。
　大震災から４年目に入る本年は、市民
がお互い笑顔で明日を語り合える「本格
復興の年」を目指してまいります。
　ＵＲにおかれましても、復興事業のさら
なる推進に向けて、一層のご支援をお願
い申し上げます。

津波による浸水状況	 面積	……………18㎢
人的被害	 死者	……… 1197人
	 行方不明	…… 234人
住宅家屋被害	 全壊	……… 8483棟
	 半壊	……… 2571棟
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復興まちづくり事業者エントリー制度

南気仙沼地区 土地利用計画図

鹿折地区

南気仙沼地区

JR気仙沼線

JR大船渡線

鹿折地区 土地利用計画図

災害公営住宅

災害公営住宅
災害公営住宅

権利者
〈土地活用を希望〉

登録申込

交渉可否の判断

企業など
〈事業展開を希望〉

登録申込

引合申出

事務局
（UR）

エントリー閲覧台帳で
用地情報を提供

情報提供

マッチング会（宅建協会が協力）
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｜第 3 章｜復興まちづくり概要（22 自治体への支援事業）

 復興支援事業 8
鹿折地区
事業費　　　139億円
地権者数　　約880人
事業認可等　Ｈ25.3（区画整理）
事業受託　　Ｈ25.2（区画整理）

南気仙沼地区
事業費　　　138億円
地権者数　　約690人
事業認可等　H25.3（区画整理）
事業受託　　H25.2（区画整理）
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被災状況と復興計画
　南三陸町は、東は太平洋に面し、
三方を山に囲まれ、漁業・水産加工業
を基幹産業としたまちである。東日本
大震災では、過去の経験をもとに整備
した防潮堤などの津波対策が全て破
壊され、再び多くの犠牲者を出した。
　町は、平成23年12月に「南三陸町
震災復興計画」を策定し、「自然・ひと・な
りわいが紡ぐ安らぎと賑わいのあるま
ち」への創造的復興を目指して動き出し
た。

UＲ都市機構の役割
　ＵＲは発災４カ月後の平成23年７月
から職員２人を町に派遣し、震災復興
計画の策定などを支援した。平成24
年８月には「東日本大震災に係る南三
陸町復興事業の推進に関する協力協
定」を締結し、町の復興整備事業の推
進に協力することを約束した。平成25
年４月には南三陸復興支援事務所を
設置し、平成26年４月から15人体制
で復興支援に取り組んでいる。

　UＲでは、町の中心である志
し

津
づ

川
かわ

市
街地において、土地区画整理事業、
津波復興拠点整備事業などを受託し、
複合的な市街地整備を進めている。な
お、沿岸集落の防災集団移転促進事
業については、町が整備を行う。災害
公営住宅については、町内での整備
予定の770戸を宮城県、ＵＲ、民間事
業者などで分担して建設することとして
おり、ＵＲは特に早期整備地区とＵＲ
が市街地整備を進める志津川地区内
の住宅を建設する。

現在の進捗と今後の予定
　志津川地区では、平成25年４月に
津波復興拠点整備事業について事業
受託し、７月にはＣＭ方式の活用によ
る一体的業務受注者が決定。現在、
平成26年度中の一部宅地引渡しを目
指して、工事を進めている。災害公営
住宅については、町から３地区の建設
要請を受けており、そのうち入

いり
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沢
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地区、歌
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津
つ

名
な

足
たり

地区は平成26年７月
に完成を迎える予定である。

　志津川市街地は、津波被害を受けた
低地部の住宅を高台へ移転する「命を守
る土地利用計画」を基本方針に、①住
まいの確保と高台移転、②低地部では
商業・産業や観光などによる非居住系の
市街地整備、③避難路などの整備によ
る防災まちづくりの３つを骨格として復興
を推進している。
　当地区では整備する高台を、東、中
央、西の３カ所に分け、住宅市街地整
備を進める。一方低地部では、国・県が
整備する河川堤防、防潮堤、国道など
の工事と調整しつつ、にぎわいや生業の
早期の再生のため、町民の方々の再建
の動きやニーズと連動して段階的に整備
していく。低地部では夜間人口がゼロと
なるため、高台に住まう町民の方々の利
便や、新たな観光客の呼び込みにつな
がるまちづくりが求められており、引き続
き志津川地区まちづくり協議会などと連
携していく。
　当地区の工事については、ＣＭ方式
を活用し平成25年７月に受注者が特定

され、現在全ての地区で造成工事に着
手している。平成26年夏ごろには志津
川東地区（東工区）の公立病院で建設
が始まり、その後順次災害公営住宅な
どの建設や戸建宅地の引渡しが開始さ

れる。低地部は高台造成による発生土
を用いた嵩上げを行いながら基盤整備を
進め、平成27年夏ごろには先行街区
の宅地造成が完了する見込みである。

　志津川市街地における災害公営住宅
建設に先駆け、先行して着手可能な２
団地（入谷桜沢地区、歌津名足地区）
について、平成２６年夏の完成に向けて
建設を進めている。　
　小世帯向けは集合住宅、大世帯向け
は戸建住宅という町の整備方針に基づ
き、戸建災害公営住宅については、地
元の団体である南三陸町木造災害公営
住宅建設推進協議会が担当する。
　ＵＲでは、団地設計の当初から同協
議会と連携して全体配置計画を策定、
団地全体の造成を行ったうえで、集合住
宅についてはＵＲが、戸建住宅につい

ては協議会がそれぞれ建設している。
　両地区の地域性や地形条件は異なる
が、斜面地の地形を生かした造成を行
い、広場を囲むような配置計画、集会

所や共同菜園の設置などで、地域のコ
ミュニティーと新たな暮らしが始まる団地
のコミュニティーの自然な重ね合わせに
配慮した設計としている。

［復興市街地整備］志
し

津
づ

川
かわ

志津川ならではの
まちづくりに向けて

志津川市街地における複合的なまちづくり

志津川市街地に先駆け先行整備

志津川地区土地利用計画イメージ図

支援地区概要

復興市街地
整備

地区名 面積 事業手法 事業期間
（年度）

志津川 116ha
区画整理
津波拠点
集団移転

Ｈ24〜 30

災害公営
住宅整備

地区名 計画
戸数 構造 完成時期

（予定）
入谷桜沢 42戸 RC造 H26.7

歌津名足 28戸 RC造 H26.7
志津川東
（第１） 82戸 RC造 H28〜

29年度

完成イメージ

仙台市◦

津波による浸水状況	 面積	……………10㎢
人的被害	 死者	………… 619人
	 行方不明	…… 219人
住宅家屋被害	 全壊	……… 3143棟
	 半壊	………… 178棟

入谷桜沢地区

歌津名足地区

志津川東（第１）地区

志津川地区陸前横山駅

陸前戸倉駅

志津川駅

清水浜駅

陸前港駅

歌津駅

蔵内駅

45
393

45

凡　　　例
施行地区界
幹線道路
区画道路
特殊道路
河川・水路・調整池
堤防・護岸
公園・緑地
法面等
集会所予定地
居住ゾーン（防災集団移転促進事業）
居住ゾーン（災害公営住宅）
公益的施設ゾーン
沿道商業地
来訪者・近隣商業地
観光・交流拠点
水産系土地利用
企業誘致ゾーン
自然系体験ゾーン
JR用地
その他のゾーン
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地元自治体からのメッセージ

南三陸町　佐藤	仁	町長

　昭和35年のチリ地震津波をはじめとし
た過去の経験から、災害に強いまちづくり
を進めてきた当町においても、東日本大
震災では多くの尊い人命や財産を一瞬に
して失い甚大な被害を受けました。
　当町では平成23年12月に定めた「南
三陸町震災復興計画」の推進を一層加
速させるため、平成25年度を「生活再
建・住宅再建元年」と位置付け、町内
２０地区２８団地に整備する防災集団移
転促進事業および町内８カ所の災害公
営住宅について、全地区で着工させるに
至りました。URにおかれましては、それ
らの先頭を切って今夏に完成の運びとな
る入谷地区および名足地区の災害公営
住宅の建設とともに、当町の中心市街
地である志津川地区のまちづくりをお願い
しているところです。
　心豊かな町民の暮らしの基礎は「家」
にあり、本年は住宅建設やまちづくりの
槌音をさらに確かなものとする必要があり
ます。URにおかれましても引き続き「安
心して暮らし続けられるまちづくりの推進」
のため多大なるご支援とご協力をお願い
申し上げます。

｜第 3 章｜復興まちづくり概要（22 自治体への支援事業）

 復興支援事業 9 事業費	 300億円
地権者数	 約390人
事業認可等	 Ｈ24.９（集団移転）、

Ｈ25.3（津波拠点一部）、
　　　　　	 Ｈ25.10（区画整理）
事業受託	 Ｈ25.４（津波拠点一部）〜
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被災状況と復興計画
　女川町は、リアス式海岸が天然の良
港を形成しており、養殖漁業や沿岸漁
業、新鮮な魚介類を活用した水産業を
中心に発展してきた。東日本大震災で
は死者・行方不明者など800人を超え、
損壊建物は町全体の約90%という未
曽有の被害を受けた。
　平成23年９月、町は「とりもどそう笑
顔あふれる女川町」を基本目標とした

「女川町復興計画」を策定し、ふるさと
女川の発展を目指したまちづくりに取り
組んでいる。
　町中心部においては、土地区画整
理事業、防災集団移転促進事業を組
み合わせ、浸水区域の後背部の丘陵
地を切土するとともに、山裾を嵩上げ
盛土し、移転宅地と災害公営住宅を
整備する宅地造成を行う。一方で、
町役場や学校などの公共公益施設に
ついては、ＪＲ女川駅周辺に集約した
コンパクトなまちづくりに取り組んでいる。
離半島部（14の漁業集落）において
は、高台の移転住宅地整備と浸水し
た漁業集落の再生を目指している。

　この町全域にわたる大規模な復興ま
ちづくりを、須田町長は「千年に一度の
まちづくり」と呼び、関係者一丸となり、
原状復旧にとどまらない新しい「港町お
ながわ」の再生に取り組んでいるところ
である。

ＵＲ都市機構の役割
　ＵＲは、平成23年７月から職員２人
を町に派遣し、復興まちづくりの計画
策定支援などを行ってきた。平成24年
３月には、町と「パートナーシップ協定」
を締結し、中心市街地のほか離半島
部も含めた町全体の復興に向けて、
包括的、総合的に町をサポートし、協
力して早期復興を図ることを確認した。
続いて同年５月には「災害公営住宅の
整備に係る基本協定」を、７月には「復
興まちづくり事業の実施に係る協定」を
締結した。さらに女川復興支援事務所
を開設し、平成26年４月現在、職員
29人体制で、町の復興まちづくりを支
援している。
　町では、土地区画整理事業４地区、
離半島部の防災集団移転促進事業

12地区のほか、災害公営住宅整備事
業、津波復興拠点整備事業、上下水
道などの災害復旧事業、漁港施設機
能強化事業および漁業集落防災機能
強化事業など、多岐にわたる復興事業
を実施している。ＵＲは、パートナーシッ
プ協定に基づき、町からの受託により
全ての復興市街地整備事業と災害公
営住宅についてはＲＣ造住宅の建設お
よび木造住宅の買取業務技術支援を
行っている。

現在の進捗と今後の予定
　中心部の土地区画整理事業におい
ては、平成24年10月にＣＭ方式の活
用による一体的業務受注者が決定し、
平成27年３月のＪＲ石巻線復旧および
女川駅再開業に合わせて周辺エリアの
まちびらきを行うべく、工事が進められ
ている。
　災害公営住宅は、町の第１弾として
平成26年３月に女川町民陸上競技場
跡地地区200戸が完成を迎えた。今
後、町全体で約950戸の災害公営住
宅を整備する予定である。

［復興市街地整備］中心部
▶PICK UP

   地区

　女川町の土地区画整理事業は中心
部地区、荒

あら

立
だて

地区、宮ヶ崎地区およ
び陸上競技場跡地地区の４地区に分
かれており、そのうち中心部地区は、町
の旧市街地のほぼ全体を含む面積約
200ha、事業費約400億円、土工量
約650万㎥の大規模事業地区である。
　事業の進捗としては事業認可を取得、
現在は換地設計の作業や嵩上げ工事な
どを進めているところである。
　事業区域の中央部に位置するJR石
巻線女川駅は被災により休止状態にあ
るが、平成27年３月に再開することを目
標とし、平成26年４月には復旧工事が
スタートする。
　町は、女川駅の再開を皮切りに駅周
辺部を段階的に整備し、まちの顔となる
『にぎわい拠点』の早期形成を目指して
おり、女川駅前には商業施設などを集積
させ、その中央部には駅と海を結ぶプロ
ムナード（幅員15ｍの歩行者専用道路）
を計画している。
　また、高台住宅地や災害公営住宅の
早期供給が喫緊の目標となっており、切
土造成ならびに嵩上げ造成工事を一体
的かつ早期に完了させるため、駅周辺
の約24haの範囲を立ち入り禁止にした
うえで、約50トンの重ダンプトラックやブ
ルドーザーなどの大型建設機械による大
規模造成工事を行っている。
　その一方で、時間の経過とともに、被

災者の生活再建に係る意向が変化し、
当初想定していた整備計画が実情に合
わなくなっているという問題も生じている。
平成25年３月より町民全体を対象に
行った個別面談では、高台住宅地での
自立再建希望者が計画戸数を大幅に下
回る結果となったため、一部の高台住宅
地において造成規模の縮小や整備見合
わせといった抜本的な見直しを行うととも
に、住宅配置計画全般について再検証
し、同年12月には町中心部における新

しい宅地配置計画を定めている。
　また、優れた景観づくりと暮らしやすい
まちの実現に寄与するため、平成25年
９月に「復興まちづくりデザイン会議」が
設置された。町民や専門家の監修のも
と、宅地形状や公共空間整備計画の
見直しが行われており、これらの検討結
果を宅地造成計画や公共施設整備計
画に反映させることで、将来にわたって
無理なく維持発展が可能な市街地となる
ように取り組んでいるところである。

－平成27年3月 JR女川駅再開－
まちびらきに向け急ピッチで進める大規模工事

地図使用承認©昭文社第53G125号

千年に一度のまちづくりを
全面的にバックアップ

支援地区概要

復興市街地
整備

地区名 面積 事業手法 事業期間
（年度）

中心部 221ha
区画整理
津波拠点
漁港強化

Ｈ24〜 30

離半島部 23ha 集団移転漁集強化 Ｈ24〜 27

災害公営
住宅整備

地区名 戸数 構造 完成時期

女川町民
陸上競技場

跡地
200戸 RC造 H26.3

仙台市◦

事業説明会でＵＲ職員が地元住民に説明を行う

津波による浸水状況	 面積	………………３㎢
人的被害	 死者	………… 607人
	 行方不明	…… 262人
住宅家屋被害	 全壊	……… 2924棟
	 半壊	………… 349棟

事業費　　　534億円
地権者数　　約1900人
事業認可等　Ｈ24.7（漁港強化）、
　　　　　　Ｈ24.9（区画整理一部）、
　　　　　　Ｈ25.3（津波拠点一部）
事業受託　　Ｈ24.9（区画整理一部）〜

浦宿駅

393

中心部土地利用計画図

女川町民陸上競技場跡地地区

中心部地区

 離半島部地区

区　　　分
住宅エリア（切土）
住宅エリア（盛土）
商業・業務エリア
工業エリア
公園エリア
観光交流エリア
学術研究エリア
公共公益施設エリア
緑地・境内地
漁港・港湾エリア
墓地
河川（水路含む）
鉄道

JR石巻線
女川駅
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地元自治体からのメッセージ
女川町　須田善明	町長 　平成23年３月11日の東日本大震災によ

り、本町は甚大な被害を受けるとともに、多く
の尊い命を失いました。被災した町を早期に
復興して安心して暮らせる町をつくるため、同
年９月に「女川町復興計画」を策定しました。
そのような中、女川町からＵＲに対し包括的
支援をお願いしたところ、翌年３月に「パート
ナーシップ協定」を締結し、本町の復興まちづ
くりをトータルにサポートしていただくこととし
ました。
　これを皮切りにＵＲには各種の復興事業に

ついてご支援をいただき、中でも陸上競技場
跡地地区の災害公営住宅は本年３月に200
戸の完成入居を迎えるなど、本町の復興に大
きな役割を果たしていただいております。
　しかし、既に発災から３年が経過しているの
も事実であり、平成26年度はまさに復興事業
の正念場であります。引き続きＵＲには「チー
ム女川」の一員として、多くの課題に着実か
つスピード感を持ってともに取り組んでいただく
ことを心から期待いたします。

｜第 3 章｜復興まちづくり概要（22 自治体への支援事業）

 復興支援事業 10

陸上競技場跡地被災市街地
復興土地区画整理事業

中心部被災市街地
復興土地区画整理事業

宮ヶ崎被災市街地
復興土地区画整理事業

荒立被災市街地復興
土地区画整理事業

JR女川駅周辺地区
津波復興拠点整備事業

女川漁港施設
機能強化事業



［復興市街地整備］離半島部
▶PICK UP

   地区

　町の離半島部に点在する14の漁業
集落は、今般の震災でいずれも生業の
場である漁港周辺の平地部が浸水し、
高台への避難を余儀なくされた。
　URは、町が平成24年７月に公表し
た防災集団移転促進事業計画のもと、
同年９月に受託契約を締結し、離半島
部における移転住宅団地の整備に係る
業務を行うこととなった。
　事業の性格上、漁港周辺から離れた
高台に住居を整備するという計画内容に
なるため、従前は居住地と生業の場が
ほぼ同一であった町民から理解を得るに
は十分な計画内容の説明が必要であっ
た。このため事業の推進に当たっては、
住民懇談会を頻繁に行い、出てきた住
民の意向を事業区域の設定や土地利用
計画に反映することを繰り返し、一定の
コンセンサスを得られた段階で用地買収
を前提にした土地調査などに進み、底
地権利者の筆ごとの境界立会を行ったう
えで、立木等補償調査を行い、補償お
よび用地売買交渉を行っていく。
　こうした住民懇談会などを通じた地元と
の事業計画の擦り合わせは、多いところ
では十数回、１年以上の期間を要した
地区もある。そのようにして、計画内容
が地元に受け入れられた地区から順次
造成工事に入っていくため、各地区の
進捗に差が生じている。
　最も早く着工した出

いず

島
しま

地区（面積約１
ha、24戸）については、平成25年３月
に高台工事に着手し、平成26年１月に
宅地が完成した。引き続き、戸建形式
の災害公営住宅の建設に着手している。
また、大石原浜地区でも宅地の造成工
事が完了している。

漁業集落の再生に向け、
地元との協働で進めるまちづくり
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［災害公営住宅］女川町民陸上競技場跡地（運動公園住宅）
▶PICK UP

   地区

　女川町の災害公営住宅は、市街地
中心部周辺で12地区約800戸、離半
島部で14地区約150戸を整備する予
定であり、その中で当地区は、他地区
に先駆け平成24年５月に町より要請を
受けて整備に着手した。
　従前の陸上競技場は一周400mの
競技用トラックを備えており、長年にわた
り親しまれ活用されてきた町民の大切な
施設であった。しかしながら、町は、町
民からの早期の災害公営住宅供給の要
望に応えるため、高台に位置して被災を
免れた総合運動公園内の陸上競技場
に、災害公営住宅を建設することを決断
し、本事業が実施されることになった。
　URは、平成24年11月より基盤整

備を開始し、翌年４月より住宅建設工事
に着手、同年９月に入居者の募集を経
て平成26年３月に完成・入居を迎えた。
　200戸の集合住宅タイプの災害公営
住宅は、宮城県内で計画されているもの
としては最大級の規模のものであり、被
災者の安心で快適な生活の場としての
役割だけでなく、町民の新たな地域コミュ
ニティー拠点としての役割を担うことが期
待されている。
　住戸プランは２Kから４LDKまで６タ
イプを用意し、敷地への入り口側に「マ
ルシェ広場」、反対側に「お祭り広場」を
配置し、それらを「みんなの道」でつない
で車の入らない安全な共用空間の軸を
形作っている。住棟内に配置されるコミュ

ニティプラザは集会室、ふれあいカフェ、
心と体と暮らしのサブセンターの機能を整
備し、コミュニティー形成に配慮している。
また、住戸ごとの駐車場やトランクルーム
を敷地内に用意し、住棟のうち独立した
１棟はペット共生住宅とするなど、事前
の住民意向調査の中で聞き取った要望
を取り入れる工夫がなされている。
　そのほか、多くの町民が被災前は戸
建住宅に居住していたことから、集合住
宅での生活イメージを持ってもらうため、
平成25年８月に地区に隣接する土地に
モデルルームを設置・公開するなど、被
災町民の生活設計の一助となるよう努め
ている。

陸上競技場トラック跡に建設される県内最大級の災害公営住宅

大石原浜地区　平成25年10月撮影

大石原浜地区　平成26年3月撮影

マルシェ広場

コミュニティプラザ

集会室

お祭り広場

平成26年３月撮影

敷地内をつなぐ「みんなの道」

平成25年７月撮影 平成25年10月撮影

競技用トラックをモチーフにした案内板

配置図

｜第 3 章｜復興まちづくり概要（22 自治体への支援事業）
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事業費	 137億円
事業認可等	 Ｈ24.7（集団移転）、
　　　　　	 Ｈ25.3（漁集強化一部）
事業受託	 Ｈ24.9（集団移転）〜

女川町離半島部事業地区



［災害公営住宅］駅前北通り一丁目
▶PICK UP

   地区

［復興市街地整備］新
しん

門
かどのわき

脇
▶PICK UP

   地区
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被災状況と復興計画
　宮城県内第２の人口を擁する石巻
市は、東日本大震災により、死者3000
人を超える未曽有の大災害を受けた。
　市は、平成23年12月に今後10年
間における復興の道筋を示す「石巻市
震災復興基本計画」を策定し、復興の
基本的な考え方や地区別の整備方針
などを定めている。同計画は、最大の
被災都市から世界の復興モデル都市
石巻を目指し、「災害に強いまちづくり」

「産業・経済の再生」「絆と協働の共鳴
社会づくり」を基本理念としている。

ＵＲ都市機構の役割
　URは、平成24年１月から延べ４人
の職員を市に派遣し、復興まちづくり
の計画策定支援などを行った。同年
10月には「復興まちづくりの推進に向け
た覚書」を交換し、翌年３月「東日本大
震災に係る石巻市復興整備事業の推
進に関する協力協定」を締結した。平
成25年４月からは、市役所近傍に石
巻復興支援事務所を開設し、平成26
年４月現在職員10人体制で、市の復

興事業を支援している。
　市内では、12地区で土地区画整理
事業が進められているが、ＵＲは既成
市街地内の新

しん

門
かどのわき

脇地区において、市
から受託して事業を進めている。災害
公営住宅については、市で整備予定
の4000戸のうち、既成市街地内の７地
区についてUR が建設を行っている。
　さらに、平成25年９月には「工事発
注支援等の実施に係る相互協力協
定」を締結し、市が進める半島部46
地区の防災集団移転促進事業などに
ついて、CM 方式を活用した工事およ
び管理業務の受注者選定などの支援
を行っている。

現在の進捗と今後の予定
　新門脇地区については、平成25年
９月に事業受託し、翌年３月にＣＭ方
式の活用による一体的業務受注者が
決定した。災害公営住宅については、
７地区で建設要請を受けている。中で
も大

おお

街
かい

道
どう

西二丁目地区が最も早く平成
27年２月の完成を予定している。

　駅前北通り一丁目地区は石巻駅に程
近い、利便性の高い立地である。現在、
平成27年10月の完成に向けて工事が
進められており、併せて市道の拡幅や歩
道状空地の整備を行うことで、地区周
辺の交通基盤の改善にも貢献することと
なる。
　住戸プランは１〜３ＬＤＫの８タイプ（う
ち車いす使用者向け住宅２タイプ）を用
意し、多様な世帯が入居することにより、
世代を超えて居住者間の交流が進むこと
を意図している。
　敷地内には、地域の利便性に配慮し
て、東西に通り抜け可能な広場を設け、
その広場に面する１階住戸は広場から
のアクセスが可能な開放的なバルコニー
を備えている。広場と１階住戸に連続
性を持たせることで、近隣住民と居住者
のコミュニティー形成が進むことを目指し
た。

　また、最上階には、緊急一時避難所
が整備され、災害時に必要な物資を保
管する防災倉庫としても機能する。敷地
内にはかまどベンチやマンホールトイレを
備えており、災害時に防災拠点の役割
も担う。さらに住棟には太陽光パネル・

蓄電池を装備しており、夜間停電時に
は共用部分を点灯して「まちの灯台」の
役割を担うことで、近隣住民が当地区へ
避難しやすいように誘導する機能を発揮
する。

　新門脇地区がある「門脇・南浜エリア」
は、石巻市震災復興基本計画におい
て、石巻湾側の防潮堤（T.P.＋7.2ｍ）
と旧北上川河川堤防（T.P.＋7.2ｍ）に
よって津波を防御し、さらに２線堤防と
なる南光門脇線（T.P.＋3.5ｍ）を境に、
南側は復興公園ゾーン、北側は居住系
ゾーンとして位置付けられている。
　当地区は、この居住系ゾーンに当た
り、２線堤防となる高盛土道路と併せて、
日和山への避難経路となる区画道路や
上下水道などのインフラ整備を一体的に
行い、安全安心な市街地整備を図るも
のである。
　当地区の復興まちづくりは、平成24
年３月以降、地元で２つの復興まちづく
り協議会が設立され、石巻市長に対し
て「要望書」が提出された。現在は、都

市計画決定、事業計画決定を経て、仮
換地指定に向けた準備を進めている。
　工事については、CM方式を活用して

発注を行い平成26年３月に受注者が決
定、５月に工事着手し、平成28年度末
までの工事完了を目指す。

地図使用承認©昭文社第53G125号

最大の被災都市から世界の
復興モデル都市石巻を目指して

地域コミュニティー形成と地域の安心・安全への貢献

石巻復興のシンボル、新しい門脇の復興まちづくり

支援地区概要
復興市街地
整備

地区名 面積 事業手法 事業期間（年度）
新門脇 24ha 区画整理Ｈ25〜29

発注
支援等

半島部
46地区 － 集団移転

漁集強化 －

災害公営
住宅整備

地区名 計画戸数 構造 完成時期（予定）
大街道西二丁目 15戸 RC造 H27.2
大街道北二丁目 39戸 RC造 H27.6
中央一丁目 51戸 RC造 H27.6
駅前北通り一丁目 65戸 RC造 H27.10
泉町四丁目 28戸 RC造 H27.6
中里一丁目 28戸 RC造 H27.8
不動町二丁目 24戸 RC造 H27.10

仙台市◦

半島部

地元自治体からのメッセージ
石巻市　亀山	紘	市長

　ＵＲにおかれましては、東日本大震災の
発生以降、本市への人材派遣をはじめ、
都市基盤整備や復興公営住宅整備など
にご尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　今回の震災により、当市は死者・行方
不明者が約4000人となるなど未曽有の
被害を受け、最大の被災都市となりまし
た。その復興に向け、「石巻市震災復興
基本計画」を定め、昨年度までの３年間の
「復旧期」を踏まえ、今年度からの４年間は
「再生期」と位置付け、復旧されたインフラ
と市民の力を基に、震災以前の活力を回
復して地域の価値を高めてまいります。
　具体的には、生活再建のため復興公
営住宅を約4000戸整備することとしてお
り、URにも7地区250戸の建設を担っ
ていただいております。
　また、被災市街地復興土地区画整理
事業も着実に推進しており、ＵＲに事業
委託している新門脇地区も今年度から着
工していただきました。さらに、半島部にお
ける46地区の防災集団移転促進事業
においても支援をいただき、さらなるスピー
ドアップが期待されます。
　今後も市民が一日も早い復興を実感で
きるよう各種事業にスピード感を持って取
り組んでまいりますので、さらなるご支援・
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

完成イメージ

完成イメージ

津波による浸水状況	 面積	……………73㎢
人的被害	 死者	……… 3518人
	 行方不明	…… 439人
住宅家屋被害	 全壊	… 1万9975棟
	 半壊	… 1万3097棟

大街道西二丁目地区

大街道北二丁目地区

泉町四丁目地区

駅前北通り一丁 目地区

中央一丁目地区

不動町二丁目地区

中里一丁目地区

新門脇地区

東矢本駅
陸前赤井駅

陸前稲井駅

渡波駅

曽波神駅

398

108

鹿又駅

石巻駅
陸前山下駅蛇田駅

JR仙石線

JR石巻線

日和山

￨被害状況￨石
いしのまき

巻市
し

宮城県｜

｜第 3 章｜復興まちづくり概要（22 自治体への支援事業）

 復興支援事業 11
事業費	 80億円
地権者数	 約450人
事業認可等	 Ｈ25.９（区画整理）
事業受託	 Ｈ25.９（区画整理）
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   地区

［復興市街地整備・災害公営住宅］東矢本駅北
▶PICK UP

   地区
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被災状況と復興計画
　東松島市は、仙台市と石巻市の間
に位置し、養殖漁業のほか、日本三景

「松島」などによる観光産業も盛んなま
ちである。東日本大震災では死者・行
方不明者は1000人を超え、損壊建物
は市全体の約97％、市街地の約65％ 
が浸水という未曽有の被害を受けた。
　平成23年12月、市は「東松島市復
興まちづくり計画」を策定し、短期間で
の復旧・復興を目指し、多重防御による
防災・減災型の都市構造の構築や安
全な高台への集団移転などを進めると
ともに、災害公営住宅を整備し、復興
まちづくりに取り組んでいる。

ＵＲ都市機構の役割
　ＵＲは、平成23年７月より延べ２人
の職員を派遣し、復興計画策定支援
を行った。翌年２月に、市との間で宮
城県内初となる「復興まちづくりの推進
に向けた覚書」を交換し、３月には「東
日本大震災に係る東松島市復興事業
の推進に関する協力協定」を締結した。
平成25年４月からは東松島復興支援
事務所を設置し、平成26年４月現在

12人体制で復興支援を行っている。
　ＵＲは、市内に計画される復興市街
地整備事業７地区のうち、規模の大き
な野

の

蒜
びる

北部丘陵地区と東矢本駅北地
区の２地区について、土地区画整理
事業を受託し整備を行っている。災害
公営住宅については、市全体の整備
計画戸数1010戸のうち、ＵＲが整備
する市街地整備地区内の住宅をＵＲ
が建設する予定である。

現在の進捗と今後の予定
　野蒜北部丘陵地区、東矢本駅北地
区をそれぞれ平成24年10月と12月に
事業受託し、既に工事が進んでおり、
平成25年度には宅地の一部引渡しを
開始した。災害公営住宅については、
東矢本駅北地区307戸について建設
要請を受け、先行街区の47戸で既に
着工しており、平成26年11月に第一
次入居を予定している。

　被災した野蒜地域の移転先として、
北側に隣接する丘陵地約91.5haに計
画戸数448戸と、同じく被災した公共公
益施設の移転先を含む新たな市街地を
整備する。また、本事業の施行と併せ
て、津波による甚大な被害を受けたＪＲ
仙石線も、安全な高台へと移設される。
　事業期間を短縮するため、事業実施
に先立ち、市は地区内の用地を全て先
買いし、平成24年10月に市とＵＲが事
業受委託契約を締結、11月には市内７
地区で最初となる造成工事に着手した。
　造成計画の作成に当たっては、ＪＲ仙
石線の移設計画、特別名勝「松島」の
現状維持、既存道路へのアクセスなどを
考慮する必要があった。また、造成に伴
い発生する約310万㎥もの残土は、期
間短縮のため、大型重機およびベルトコ
ンベヤーを活用して搬出することとした。
平成26年１月にベルトコンベヤーが稼働
を開始し、１日約１万㎥の土砂を地区外
の仮置き場に搬出している。搬出された

土砂は、他の復興事業で活用される計
画である。
　事業の実施に当たっては、CM方式
を活用して設計・施工を一括で発注し、

工事の迅速化、省力化を図っており、
平成27年のＪＲ仙石線再開に向け急
ピッチで工事を進めている。

　東矢本駅北地区では、被災した大曲
浜地区と浜須賀地区の移転先として、Ｊ
Ｒ仙石線東矢本駅の北側に隣接する
約22haに、市内で最大規模の集団移
転先となる計画戸数580戸（うち、災害
公営住宅307戸）の新たな市街地を整
備する。
　地区西側には、市役所、小・中学校を
はじめとする公共公益施設が東西幹線道
路沿いに立地し、また南北軸を整備する
ことで、地区南側にある国道45号沿道
の市街地と連携し、コンパクトなまちづくり
を行う計画である。平成25年２月から造
成などの工事に着手し、平成27年度に

は基盤整備が完了する予定である。
　災害公営住宅については、エリアごと
に４期に分けて整備が進められ、先行街
区の47戸につい
ては、既に工事着
手している。街区
内には、２戸１住
宅、戸建住宅、集
合住宅が整備され、
また、コモンスペー
スや街角広場を設
けるなど、コミュニ
ティーの醸成を図る
配置を行っている。

地図使用承認©昭文社第53G125号

あの日を忘れず ともに未来へ
～東松島一心～

野蒜地域における市街地の高台への移転

矢本東地域における
市街地の集約化による移転先整備

仙台市◦

地元自治体からのメッセージ
東松島市　阿部秀保	市長

　このたびの東日本大震災で本市では、
１０００人を超える尊い人命が失われ、市
街地の６５％が浸水し、多くの住宅や都
市基盤に大きな被害を受けました。
　この未曽有の大被害からの復旧、復
興を目指し策定した「東松島市復興まち
づくり計画」では、「あの日を忘れず　とも
に未来へ　東松島一心」を復興スローガ
ンに掲げ、これまでのまちづくりの理念に
加えて、この災害を風化させることなく、
教訓とすることで新しいまちづくりを進める
こと、そして市民と心を一つにしてまい進
し、一日も早い復興まちづくりを実現する
ことをキーワードとし、復旧、復興に取り
組んでおります。
　特に、大規模な集団移転を実現する
ため実施している野蒜北部丘陵地区、
東矢本駅北地区における「被災市街地
復興土地区画整理事業」においては、
新たな取り組みに伴う課題の解決とマン
パワー不足への対応が不可欠とされ、阪
神・淡路大震災や新潟中越地震などの
震災復興への実績や高い技術力を持つ
URの支援をお願いしたところです。
　野蒜北部丘陵地区は復興の迅速化
に向け、URからの提案を受け、民間の
高度な技術力を活用するコンストラクショ
ン・マネジメント（ＣＭ）方式の導入とJR
仙石線工事調整により大規模造成工事
が進んでいるところです。東矢本駅北地
区は集団移転先団地で基盤整備と災害
公営住宅整備を一体的に進め、先行的
に整備される災害公営住宅によって住宅
再建が促進されると考えています。
　復興がより見える形になってきたことに
感謝するとともに今後、本市が進める産
業の再生や環境未来都市の構築などの
新たなまちづくりにもURのお力添えが必
要であり、本市とともに復興を進めていた
だくことをお願い申し上げます。

津波による浸水状況	 面積	……………37㎢
人的被害	 死者	……… 1128人
	 行方不明	………25人
住宅家屋被害	 全壊	……… 5511棟
	 半壊	……… 5560棟

東矢本駅北地区

野蒜北部丘陵地区

野蒜北部丘陵地区土地利用計画図

完成イメージ

東矢本駅北地区
土地利用計画図

野蒜駅
東名駅

陸前大塚駅

陸前小野駅

鹿妻駅

矢本駅
東矢本駅

陸前赤井駅

45

45
198

東矢本駅北地区

支援地区概要

復興市街地
整備

地区名 面積 事業手法 事業期間
（年度）

野蒜北部丘陵 92ha 区画整理 Ｈ24〜 28

東矢本駅北 22ha 区画整理 Ｈ24〜 27

災害公営
住宅整備

地区名 計画
戸数 構造 完成時期

（予定）
東矢本駅北 307戸 木造戸建・RC造 H28.11

JR仙石線

凡　　　　例
施行地区区域界
都市計画街路
区画街路
特殊街路
住宅地
災害公営住宅地
商業地
調整池・溜池等
学校用地
公園
緑地
鉄道用地
都市運営施設
厚生施設用地
ゴミ集積所

凡　　　　例
施行地区区域界
都市計画街路
区画街路
特殊街路
調整池
水路
公園
住宅地
災害公営住宅地
都市運営施設

￨被害状況￨東
ひがし

松
ま つ し ま

島市
し

宮城県｜

｜第 3 章｜復興まちづくり概要（22 自治体への支援事業）

 復興支援事業 12

事業費　　　40億円
地権者数　　２人
事業認可等　Ｈ24.12（区画整理）
事業受託　　Ｈ24.12（区画整理）

事業費　　　365億円
地権者数　　１人
事業認可等　Ｈ24.9（区画整理）
事業受託　　Ｈ24.10（区画整理）



68 69

被災状況と復興計画
　塩竈市は宮城県のほぼ中央に位置
し、奥州一の宮神社の門前町として、
また近海・遠洋漁業の基地として発展し
てきた。東日本大震災では、浸水範囲
が市域面積の20％強に及ぶ大きな被
害があった。
　市は平成23年12月、「長い間住み
慣れた土地で、安心した生活をいつま
でも送れるように」を基本理念とした「塩
竈市震災復興計画」を策定し、復興に
向けて大きな一歩を踏み出した。

ＵＲ都市機構の役割
　市とＵＲは、平成24年２月、ＵＲとし
て初となる「災害公営住宅の整備に係
る基本協定」を締結し、市の災害公営
住宅建設を支援することを約束した。
　ＵＲは、宮城・福島震災復興支援本
部（仙台市）を拠点に、市内の住宅建
設を行っている。
　

現在の進捗と
今後の予定
　基本協定の締結
と同時に、伊

い

保
ぼ

石
いし

地区、錦町地区の
２地区について、さ
らに、平成25年９
月には、浦戸諸島
の４地区（浦戸桂

かつら

島
しま

、浦戸野
の

々
の

島
しま

、
浦戸寒

さ

風
ぶ

沢
さわ

、浦戸
朴
ほお

島
じま

）について市か
ら建設要請を受け、
調査・設計・建設を
進めている。平成
26年１月には、伊
保石地区の31戸が完成を迎えた。こ
れは塩竈市ではじめて、また、ＵＲが
建設するものとしては宮城県内ではじめ
ての完成となった。今後、ほかの５地
区についても順次完成を迎える予定で
ある。

被災状況と復興計画
　多賀城市は宮城県のほぼ中央に位
置し、奈良・平安時代には陸奥国府とし
て栄えた由緒ある歴史のまちでもある。
　東日本大震災では、死者が200人を
超え、浸水範囲は市域面積の約３分
の１に及ぶなど甚大な被害があった。
　市は平成23年12月、「復旧そして復
興へ」「安全・安心・笑顔をキーワードに
復興を」など５つの基本理念を柱とした

「多賀城市震災復興計画」を策定し、
平成32年度を目標年度に、復興が本
格的に動き出した。

ＵＲ都市機構の役割
　市とＵＲは、平成24年３月、「災害
公営住宅の整備に係る基本協定」を締
結し、市の災害公営住宅建設を支援・
協力することを約束しており、市内で
整備予定の災害公営住宅全てをＵＲ
が建設することとなっている。
　ＵＲは、宮城・福島震災復興支援本
部（仙台市）を拠点に、市内の住宅建
設を行っている。

現在の進捗と
今後の予定
　基本協定の締結
と同時に桜木地区
について、さらに
平成25年６月に鶴
ケ谷地区、新

にい

田
だ

地
区の２地区につい
て、市から建設要
請を受けた。桜木
地区については、
平成25年６月に着
工し、現在、建設
工事を進めており、
平成26年10月には、
市内ではじめて完
成を迎える予定である。その後、２地
区についても平成27年度中の完成を
予定している。

［災害公営住宅］伊
い

保
ぼ

石
いし▶PICK UP

   地区

　伊保石地区は周辺から一段低い宅地
になっているために、地区外周道路から
見渡すことが可能となっている。この立
地特性を生かし、建物配置と家屋形状
を工夫して、変化に富んだ家並み、屋
根の重なりの美しい景観を創出している。
　また、地元県産材を構造材に多数採
用し、象徴的に木地を生かした杉材を玄
関ポーチに採用することで、デザインに

温かみを与える一方、
外壁四面のうち、一面
に黒いサイディングを使
用し、地区内にアクセ
ントを加えている。
　地区内には集会所を
設け、入居者のコミュ
ニティー形成に配慮し
ている。

沿岸部や浦戸諸島
少ない平地で住宅建設

UR 建設では宮城県内竣工第１号

￨被害状況￨塩
しお

竈
が ま

市
し

宮城県｜ 復興支援事業 13

［災害公営住宅］桜木
▶PICK UP

   地区

　桜木地区は、浸水した地域における
住宅建設であるため、安全性を配慮して
2階以上に住宅を配置し、避難動線と
居住者のコミュニティー醸成とを兼ね備え
たコミュニティーデッキで住棟間を結んで
いる。
　また建物屋上には、一時的な避難場
所となるスペース、防災倉庫を整備し、
周辺居住者も一時避難が可能な地域の

防災拠点としての役割も担って
いる。
　さらに、敷地内には、震災
前に近隣に建っていた保育所
（震災により被災）を移設するとともに、
高齢者相談所、住棟ごとに気軽に居住
者が集うことができる「みんなのリビング」な
ど、高齢者や子育て家族など多様な世帯
が触れ合える施設を設けている。

現地再建による
復興まちづくり

「みんなのリビング」で居住者交流

￨被害状況￨多
た

賀
が

城
じょう

市
し

宮城県｜ 復興支援事業 14
津波による浸水状況	 面積	………………６㎢
人的被害	 死者	……………44人
	 行方不明	…………0人
住宅家屋被害	 全壊	………… 655棟
	 半壊	……… 3188棟

津波による浸水状況	 面積	………………６㎢
人的被害	 死者	………… 218人
	 行方不明	…………0人
住宅家屋被害	 全壊	……… 1746棟
	 半壊	……… 3730棟

支援地区概要

支援地区概要

災害公営
住宅整備

地区名 計画
戸数 構造 完成時期

（予定）
桜木 160戸 RC造 H26.10

鶴ケ谷 274戸 RC造 H28.2

新田 48戸 RC造 H27.9

災害公営
住宅整備

地区名 計画
戸数 構造 完成時期

（予定）
伊保石 31戸 木造戸建 H26.1

錦町 40戸 RC造 H26.12

浦戸桂島 12戸 木造長屋・戸建

H26年度
一部完成

浦戸野々島 15戸 木造共同

浦戸寒風沢 11戸 木造長屋・戸建

浦戸朴島 5戸 木造長屋・戸建

地図使用承認©昭文社第53G125号 地図使用承認©昭文社第53G125号
仙台市◦

仙台市◦

新田地区

鶴ケ谷地区

桜木地区伊保石地区

錦町地区 浦戸桂島地区

浦戸寒風沢地区

浦戸野々島地区

浦戸朴島地区

外周道路から見渡す伊保石地区 完成イメージ

多賀城駅

中野栄駅

塩釜駅 西塩釜駅

下馬駅

本塩釜駅

陸前浜田駅

松島海岸駅

45

利府駅

45

本塩釜駅

西塩釜駅塩釜駅

下馬駅

新利府駅

岩切駅

中野栄駅

福田町駅

多賀城駅

45

45

東塩釜駅

陸前山王駅
国府多賀城駅

陸前高砂駅

JR東北本線

JR仙石線

JR仙石線

JR東北本線

｜第 3 章｜復興まちづくり概要（22 自治体への支援事業）
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被災状況と復興計画
　福島県では、東日本大震災により沿
岸部を中心に大きな被害があり、死者
は3000人を超えている。また、地震や
津波の被害に加え、原発事故による原
子力災害が重なっていることで、より長
期的に困難な状況が続くことが予想さ
れる。避難指示区域などからの避難者
は10万人を超えると推定（＊）されてお
り、また、区域内の市町村については、
役場機能を県内の他市町村へ移転す
ることを余儀なくされている。
　県は、平成23年８月に「福島県復
興ビジョン」を策定し、「原子力に依存し
ない、安全・安心で持続的に発展可能
な社会づくり」をはじめとする３つの基
本理念を掲げた。これを踏まえて、同
年12月には「福島県復興計画」を策
定。平成24年３月には、「福島復興再
生特別措置法」が制定され、原子力
災害からの福島の復興・再生に関する
施策を国の責務として実施していくこと
が示された。

ＵＲ都市機構の役割
　ＵＲは平成24年４月から延べ５人の
職員を派遣し、県が整備する復興公
営住宅の建設支援などの業務に当たっ
ている。
　平成25年11月には、県とＵＲで「福
島の復興及び再生に向けた復興公営
住宅の整備に係る基本協定」を締結し
た。県内には、原子力災害避難者向
けに計4890戸の復興公営住宅を整備
する予定だが、そのうち、いわき市内
に整備予定の1760戸のうち約1000戸
について、URで建設を支援することと
している。平成26年度より、順次、ＵＲ
へ具体の地区における建設要請がなさ
れる見込みであるが、これを受け、平
成26年４月から宮城・福島震災復興支

援本部内に福島県内の業
務に特化した福島復興支
援部を設置し、計９人体
制で支援を行っている。ま
た、併せて県への派遣職
員も計４人へと増強した。

現在の進捗と今後の予定
　県は、原子力災害避難
者向けに整備予定の計
4890戸のうち、第一次計
画に掲げた約3700戸につ
いては平成27年度までの
入居を目指し、第二次計
画で追加された1190戸に
ついては、平成27年度
以降早期に入居できるよう
整備を進めていくこととし
ており、現在、576戸につ
いては平成26年度中に入
居可能となる見通し。ま
た、建設用地についても、
平成26年度上半期までの
地権者のおおむねの合意
を目指している。なお、地
震・津波被災者向けの公
営住宅は、県内の各市町
村が整備を進めている。

［災害公営住宅］下増田
▶PICK UP

地区

被災状況と復興計画
　名取市は宮城県のほぼ中央に位置
し、カーネーションや赤貝の産地として
名高い。東日本大震災では、津波によ
り海岸から最大約５㎞の地点まで浸水
し、浸水範囲は市域面積の約３割に
及ぶほどの被害があった。
　市は平成23年10月、「互いに支え合
い、強い絆で結ばれた暮らし」など３
つの復興の目標を柱とした「名取市震
災復興計画」を策定し、復興が本格的
に動き出した。

ＵＲ都市機構の役割
　ＵＲは、平成23年７月から延べ４人
の職員を市に派遣し、復興まちづくりの
計画策定などの支援を行ってきた。平
成25年３月には、「災害公営住宅の整
備に係る基本協定」を締結し、災害公
営住宅建設を支援・協力することを約束
した。ＵＲは、宮城・福島震災復興支
援本部（仙台市）を拠点に、市内で整
備予定の３地区の災害公営住宅のう

ち、ＲＣ造について
建設を行う予定であ
る。なお、 復 興 市
街地整備事業につ
いては、閖

ゆり

上
あげ

地区、
下増田地区の全て
で市が事業を進めて
いる。

現在の進捗と
今後の予定
　平成25年８月、Ｕ
Ｒは下増田地区50
戸について市から建
設 要 請を受 けた。
現在、設計を進め
ており、平成26年７月には着工、翌年
７月には完成を予定している。同地区
内に市によって整備される42戸の木造
戸建住宅については、市内で最も早く、
平成26年度中に完成を迎える予定で
ある。

いつまでも暮らしたくなる
まちを目指して

仙台駅・空港へ直結の好立地

￨被害状況￨名
な

取
とり

市
し

宮城県｜復興支援事業 15

　下増田地区は、仙台空港臨空都市
「なとりりんくうタウン」の美

み

田
た

園
ぞの

駅の北
に隣接し、市が施行する防災集団移転
促進事業で整備される美田園北団地の
東側の一角を成す。
　同地区に設定された地区計画を踏ま
え、地区全体の防災計画の一翼を担う
屋外空間とともに、仙台への通勤圏とし
て人気の高いエリアであることを意識し、
災害公営住宅としてシンプルでありながら

も多様な世代の入居を想定して、１ＬＤ
Ｋ〜３ＬＤＫの住宅プラン（車いす対応住
戸およびペット飼育可能住宅）を
用意している。
　敷地内には、隣接する戸建
災害公営住宅との調和領域とし
て広場を設け、地域のコミュニ
ティー形成を促すほか、かまどベ
ンチを設置するなど防災機能と
しての役割も担っている。また、

多目的広場を設置し、住民の憩いの場
となることを想定している。

原子力災害避難者向け住宅
ＵＲが1000戸整備

￨被害状況￨福島県復興支援事業 16

福島市	
会津若
松市	

郡山市	
いわき　
市	

二本松
市	

南相馬
市	

川俣町	 三春町	

田村市、	  
本宮市、	  
桑折町、	  
大玉村、	  
川内村　	  
他	

合計	

430戸 100戸 570戸 1,760戸	 340戸 900戸 170戸 220戸 400戸 4,890戸	

第二次福島県復興公営住宅整備計画（平成25年12月20日）

津波による浸水状況	 面積	……………27㎢
人的被害	 死者	………… 952人

行方不明	………40人
住宅家屋被害	 全壊	……… 2801棟

半壊	……… 1129棟

津波による浸水状況	 面積	………… 112㎢
人的被害	 死者	……… 3263人

行方不明	…… 226人
住宅家屋被害	 全壊	… 2万1235棟

半壊	… 7万3388棟

支援地区概要

災害公営
住宅整備

地区名 計画
戸数 構造 完成時期

（予定）
下増田 50戸 RC造 H27.7

福島市 会津
若松市 郡山市 いわき市 二本松市 南相馬市 川俣町 三春町

田村市
本宮市
桑折町
大玉村
川内村
ほか

合計

430戸 100戸 570戸 1760戸 340戸 900戸 170戸 220戸 400戸 4890戸

福島県

仙台市◦

福島市◦

下増田地区

完成イメージ

基本協定締結式　左：佐藤福島県知事　右：上西UR都市機構理事長

避難指示区域の概念図
平成26年４月１日時点

岩沼駅

館腰駅

名取駅

南仙台駅

太子堂駅

長町駅

6
286

6

4

凡例
帰還困難区域
居住制限区域
避難指示解除準備区域地図使用承認©昭文社第53G125号

＊	復興庁「復興の現状（平成26年
３月10日）」より

美田園駅

仙台空港駅

杜せきのした駅

JR東北本線
仙台空港線
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被災状況と復興計画
　新地町は福島県浜通り地方北端部
に位置し、農業・漁業を基幹産業とす
るまちである。東日本大震災では、津
波による浸水範囲は町域面積の約
25％に及び、さらに、原発事故に伴う
放射能汚染被害、風評被害は町民に
さらなる追い打ちをかけた。
　町は平成24年１月、「やっぱり新地
がいいね」「自然輝き笑顔あふれる町再
建」の２つの基本理念を柱とした「新地
町復興計画」を策定し、復興への一歩
を踏み出した。

ＵＲ都市機構の役割
　ＵＲは、平成23年11月から職員２
人を町に派遣し、復興まちづくりの計
画策定などの支援を行ってきた。
　平成24年２月には、「災害公営住宅
の整備に係る基本協定」を締結し、町
の災害公営住宅建設を支援・協力する
ことを約束した。町内で整備予定の災
害公営住宅のうち、木造については町

が、ＲＣ造につい
てはＵＲが建設
する役割分担と
し、ＵＲは宮城・
福島震災復興支
援局＝当時（仙台
市）を拠点に、要
請受諾地区の住
宅建設を行った。

現在の進捗と
今後の予定
　平成24年３月、
ＵＲは愛

あ た ご

宕東
ひがし

地
区30戸 に つ い
て、町から建設要請を受けた。平成
25年１月には造成工事に、同年４月に
建築工事に着工し、同年12月、約１
年間の工期で無事完成・引渡しを迎え
た。当地区の竣工をもって、新地町に
おけるＵＲの支援は完了となった。

被災状況と復興計画
　桑折町は福島県中通り地方北端部
に位置し、仙台藩伊達家発祥の地で
あり、現在は、献上桃の郷として知ら
れる果樹栽培が盛んなまちである。東
日本大震災では、震度６弱の激しい揺
れが町を襲い、幸い死者は出なかった
が、建物被害は2000棟に及んだ。
　町は平成24年２月、「町民の安全安
心を確保」など３つの基本理念を柱とし
た桑折町総合計画「復興こおり創造プ
ラン」を策定した。東日本大震災と原発
事故災害を克服し、未来に夢と希望の
光輝く復興の町を実現するため、町は
動き始めている。

ＵＲ都市機構の役割
　平成25年３月、町とＵＲは「災害公
営住宅の整備に係る基本協定」を締結
し、町の災害公営住宅建設を支援・協
力することを約束した。ＵＲは宮城・福
島震災復興支援本部（仙台市）を拠点

に、町で整備する
唯一の災害公営住
宅の建設を行う。

現在の進捗と
今後の予定
　平成25年８月、Ｕ
Ｒは桑折駅前地区
47戸について、町か
ら建設要請を受け
た。現在、既に設
計業務を行っており、
平成27年３月の完
成を目指して、４月
に施工者が特定され
る予定である。
　47戸のうち25戸は、桑折町と浪

なみ

江
え

町で締結した「浪江町避難者支援のた
めの災害公営住宅整備に関する協
定」に基づき、原発事故により長期避
難を余儀なくされる浪江町民向けに整
備されるものである。

［災害公営住宅］桑
こおり

折駅
えき

前
まえ▶PICK UP

   地区

　町の中でも一等地である、蚕糸工場跡地
（約６ha）には、大規模な都市公園と戸建
住宅群の整備という将来的構想があり、今
回の災害公営住宅は、その構想を踏まえ、
また一部先取りをする形ともなるものである。
　既存の街並みとの調和を図りつつも、次
代に向けた住宅群を形成することをコンセプ
トとした計画としており、景観軸とコミュニ
ティー軸を設けることなどによりモダンな家並
みとコミュニティー空間を創出し、駅前に位
置する工場跡地再編の鏑矢となるモダンな
住宅地を目指している。

町唯一の災害公営住宅を
ＵＲが建設

工場跡地にモダンな住宅

￨被害状況￨桑
こ お り

折町
まち

福島県伊
だ

達
て

郡
ぐん

｜ 復興支援事業 18
ＵＲ建設では福島県内第１号
着工から約１年で完成

￨被害状況￨新
しん

地
ち

町
ま ち

福島県相
そう

馬
ま

郡
ぐん
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［災害公営住宅］愛
あたご

宕東
ひがし▶PICK UP

   地区

地区中央の桜坂が地域をつなぐ

　県道沿いの既存集落と丘の上の中学校と
に挟まれた斜面地に立つこの災害公営住宅
は、「地域をつなぐ桜坂」をテーマに、敷地内
に災害発生時の避難経路となる道路を整備
し、町の花である桜を植樹して復興のシンボ

ルを創出している。また周辺にも多く見られる
勾配屋根とすることで、地域景観との調和に
も配慮している。
　住宅の玄関先や階段付近には、住棟ごと
にコミュニティー醸成のきっかけをつくる仕掛け

として、ベンチを配した“えのめえ（この地域の
方言で「家の前」の意）”コーナーを設けている。
　また団地内には公園と集会所を設け、消
防団倉庫など既存施設と連携して地域の防
災拠点としての役割も担っている。

津波による浸水状況	 面積	……………11㎢
人的被害	 死者	……………97人
	 行方不明	………10人
住宅家屋被害	 全壊	………… 439棟
	 半壊	………… 138棟

津波による浸水状況	 面積	………………なし
人的被害	 死者	………………0人
	 行方不明	…………0人
住宅家屋被害	 全壊	……………55棟
	 半壊	………… 187棟

支援地区概要
災害公営
住宅整備

地区名 戸数 構造 完成時期

愛宕東 30戸 RC造 H25.12

支援地区概要

災害公営
住宅整備

地区名 計画
戸数 構造 完成時期

（予定）
桑折駅前 47戸 木造戸建 H27.3

地図使用承認©昭文社第53G125号福島市◦

福島市◦

愛宕東地区

“えのめえ”コーナー １号棟前より左の桜坂は中学校へつながる

桑折駅前地区

完成イメージ

駒ケ嶺駅

新地駅

6113

飯坂温泉駅

伊達駅

桑折駅

藤田駅

地図使用承認©昭文社第53G125号

JR常磐線

JR東北本線

｜第 3 章｜復興まちづくり概要（22 自治体への支援事業）



［復興市街地整備］薄
うす

磯
いそ▶PICK UP

地区

［復興市街地整備］豊
とよ

間
ま▶PICK UP

地区

　豊間地区はいわき市の中心地である
平地区市街地から南東約10kmに位置
する約56haの地区である。太平洋沿い
から主要地方道・小名浜四倉線に囲まれ
た範囲に住宅、店舗併用住宅、水産
加工施設、商業施設、民宿などから成
る市街地が広がっており、豊間海水浴
場は年間を通して多くのサーファーが訪れ
る東北有数の観光地でもあった。震災
により、山林丘陵地の裾野を除いて約７
割以上の家屋が全壊・流出し、また、1.0
ｍの地盤沈下が発生した。
　当地区では、土地区画整理事業の
導入により道路や公園などの公共施設を
適切に整備し、海岸堤防の復旧、防災
緑地・避難路の整備などを行い、安全で
快適なまちづくりを実現する。
　ＵＲは、土地区画整理事業（市施行）、

豊間津波防災公園整
備事業（市施行）、県
道・防災緑地整備事業
（県施行）などを受託
し、当地区の総合的
な整備を行う。具体的
には、近隣山林部を切
土造成して地区内２カ
所に高台住宅地を整備
し、高台造成土の活
用を行い既存市街地の
再編とともに、防災公
園の整備を行う。また、
沿岸部においては、海
岸 堤 防（T.P.+7.2m）
お よ び 防 災 緑 地
（T.P.+10.2m）を整備
し、津波減災を図る。

防潮堤と防災緑地で多重制御

ゾーニングにより利便性・安全性も向上

　薄磯地区はいわき市の中心地である
平地区市街地から南東約10kmに位置
する約37haの地区である。日本の渚百
選に選ばれている薄磯海岸は砂浜近くま
で丘陵地が迫り、白い砂浜と背後の山
の緑、岬と白亜の塩屋埼灯台が美しい
景観を成していた。また、薄磯海水浴
場は広い砂浜と遠浅が魅力で、東北地
方の海水浴場で最多の入込客数を誇る
観光地でもあり、夏季には多くの海水浴
客でにぎわっていた。震災により、山林
丘陵地の裾野を除いてほぼ全域の家屋
が全壊・流出し、また、0.5ｍの地盤沈
下が発生した。
　当地区では、土地区画整理事業の導
入により道路や公園などの公共施設を適
切に整備し、海岸堤防の復旧、防災緑
地・避難路の整備などを行い、安全で快

適な新たなまちづくりを
実現する。
　ＵＲは、土地区画整
理事業（市施行）、県
道・防災緑地整備事業
（県施行）などを受託
し、当地区の総合的な
整備を行う。具体的に
は、近隣山林部を切土
造成して高台住宅地を
整備し、高台造成土の
活用を行い既存市街
地の再編を行う。また、
沿岸部においては、海
岸 堤 防（T.P.+7.2m）
お よ び 防 災 緑 地
（T.P.+10.2m）を整備
し、多重防御を行う。

74 75

被災状況と復興計画
　いわき市は東北地方の東南端に位
置する中核市であり、福島県内で最大
の面積を有する浜通り地方の中心都市
である。東日本大震災での被災者の多
くは津波によるもので、死者は400人を
超えている。
　市は、平成23年９月に「いわき市復
興ビジョン」を、同年12月に「いわき市
復興事業計画」を策定し、復興まちづ
くりの推進に取り組んでいる。

ＵＲ都市機構の役割
　ＵＲといわき市の関わりは古く、昭和
38年に工業団地造成に着手して以来、
いわきニュータウンなどの開発を行って
きた。
　今回の震災においては、平成24年
４月から職員１人を市に派遣し、市が
行う事業計画策定などの支援（コーディ
ネート業務）を行ってきた。平成24年８
月には「復興まちづくりの推進に向けた
覚書」を交換して相互の協力を確認し、
翌年２月には「東日本大震災に係るいわ
き市復興事業の推進に関する協力協
定」を締結した。平成25年４月にはい

わき復興支援事務所を設置し、平成
26年４月現在職員17人体制（復興公
営住宅担当含む）で復興支援を行って
いる。
　市内では10地区で復興市街地整備
事業が行われており、そのうちＵＲは
特に被害が甚大であった薄

うす

磯
いそ

地区、
豊
とよ

間
ま

地区の２地区において、平成25
年7月に土地区画整理事業を市から受
託した。地震・津波被災者向けの災害
公営住宅については市内に16地区
1513戸整備される予定だが、いずれも
市によって建設される。

現在の進捗と今後の予定
　薄磯地区、豊間地区については、
平成25年11月にＣＭ方式の活用による
一体的業務受注者が決定し、現在、
平成27年度中の宅地一部引渡し開始
を目指して、建物基礎などの撤去工事
など、急ピッチで工事が進められている。
　今後、市内に整備予定の原発避難
者向け福島県営住宅1760戸のうち、
約1000戸をＵＲが建設する予定であ
る。

～日本の復興を「いわき」から～
がんばっぺ、いわき

￨被害状況￨いわき市福島県｜復興支援事業 19

地元自治体からのメッセージ
いわき市　清水敏男	市長

　URにおかれましては、豊間・薄磯地
区における震災復興土地区画整理事業
の施行受託や、県の要請による原子力
災害避難者を対象とした復興公営住宅
の整備など、多大なるご支援をいただい
ておりますことに、厚く御礼申し上げます。
　さて、未曽有の複合災害となった東日
本大震災から３年が経過いたしましたが、
本市においては、これまで「市復興ビジョ
ン」や「市復興事業計画」を策定し、復興
へ向けて着実な推進を図ってまいりました。
　特に、本年は復興に向けて極めて重
要な年となりますことから、市民の皆さま
が一日も早く生活の安寧を取り戻せるよ
う、生活基盤の再生に最優先で取り組む
こととしております。
　復興への道のりは決して平坦ではあり
ませんが、ふるさといわきの力強い復興と
再生、さらには「明るく元気ないわき市」
の創造に向け、全力で取り組んでまいる
所存でありますので、URのなお一層の
ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し
上げます。

津波による浸水状況	 面積	……………15㎢
人的被害	 死者	………… 425人

行方不明	………37人
住宅家屋被害	 全壊	……… 7917棟

半壊	… 3万2537棟

支援地区概要

復興市街地
整備

地区名 面積 事業手法 事業期間
（年度）

薄磯 37ha 区画整理 Ｈ24〜 28

豊間 56ha 区画整理 Ｈ24〜 28
地図使用承認©昭文社第53G125号

福島市◦

薄磯地区

豊間地区

6

6

いわき駅

349

349

49

JR常磐線

289
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事業費	 79億円
地権者数	 約750人
事業認可等	 Ｈ25.2（区画整理）
事業受託	 Ｈ25.7（区画整理）

凡　　　　例

施行区域界

都市計画道路

区画道路

特殊道路

宅地

水路

公園、緑地

●●森林

堤防、護岸

防災緑地

凡　　　例
施行区域界
都市計画道路
区画道路
特殊道路

宅地

水路

公園、緑地

●●森林

堤防、護岸

防災緑地

事業費	 149億円
地権者数	 約520人
事業認可等	 Ｈ25.3（区画整理）
事業受託	 Ｈ25.7（区画整理）

高台住宅地
整備

既存市街地
の再編

防災緑地整備
（T.P.+10.2m、
幅50m）

海岸道路整備
（県道豊間四倉線）

海岸堤防
（防潮堤）
（T.P.+7.2m）

薄磯地区土地利用計画図

豊間地区土地利用計画図

高台住宅地
整備

防災公園の整備

高台住宅地整備

既存市街地の再編

海岸堤防（防潮堤）
（T.P.+7.2m）

防災緑地整備
（T.P.+10.2m、幅50m）

海岸道路整備
（県道豊間四倉線）

凡 例
施行区域界
都市計画道路
区画道路
特殊道路
水路
堤防、護岸
公園
防災緑地
緑地
住宅地

凡 例
施行区域界
都市計画道路
区画道路
特殊道路
墓地
河川・水路
海岸堤防
公園
防災緑地
緑地
住宅地
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被災状況と復興計画
　福島県の中通り地域に位置する須
賀川市は人口約７万7000人の市であ
る。震災により、死者10人、主たる公
共施設である市庁舎などが全壊し、現
在の行政機能はプレハブ仮設庁舎や
他の建物に分散している状況である。
　市は平成23年12月に「共有、共感、
共生へ　ともに築く復興都市すかが
わ」を復興都市像に掲げた「須賀川市
震災復興計画」を策定し、復興に向け
て動き出している。

ＵＲ都市機構の役割
　ＵＲは市からの依頼を受け平成23
年度より「須賀川市復興まちづくり事業
計画」の策定支援を開始。平成24年
７月にはパートナーシップを確認する覚
書を交換し、復興事業の推進に向け
総合的な支援を行っている。
　市は、市庁舎再建に当たり、震災
の教訓を踏まえ、幹線道路に直接面す
る緊急時のアクセスや一時避難所とし
て機能する防災広場などを設けた防災
拠点の形成を目指し、敷地を一部拡張

し、復興交付金基幹事業である市街
地再開発事業によって整備を行うことと
した。ＵＲは事業化検討段階から市を
バックアップし、平成25年１月に「須賀
川市八幡町地区第一種市街地再開発
事業支援業務基本協定」を締結し、平
成27年度末の市庁舎竣工に向けて、
事業の確実な進捗を図るべく施行者で
ある市を支援している。
　また、市は、震災の影響により壊滅的
な被害を受けた市街地中心部について、
にぎわいと防災性を向上させた復興を先
導するような地域として再生することを目
的に平成26年３月「須賀川市中心市街
地活性化基本計画」を策定した。ＵＲは
中活基本計画の認定に向けた、まちづく
り会社の設立や中心市街地活性化協議
会の開催、計画案の検討など、一連の
プロセスに対する総合的な支援を実施
し、市は平成26年３月28日内閣府から
中活基本計画の認定を受けた。
　さらに、平成25年度に当計画で位
置付けられた災害公営住宅整備事業
に関する基本計画についても策定支援
を行った。

被災状況と復興計画
　鏡石町は、福島県中通りに位置す
る町で、国道４号線とＪＲ東北本線が
町の中央を南北に縦断しており、両者
に挟まれた比較的狭い範囲に町民の
約60％が居住している。
　町は、東日本大震災において震度６
強を観測し、市街地を中心に全戸数
の25％に当たる約1000戸が全半壊し、
また、本来避難所として機能すべき公
共施設（小学校や集会所）が全壊した
ほか、住宅地の大規模な地滑りや各
所に道路被災などが発生するなど、大
きな被害を受けた。
　町は、平成24年３月に「鏡石町震
災復興計画」を策定し、「がんばろうか
がみいし！ 総合的な復興と新たな飛躍
に向けて」を基本目標として掲げて復
興への取り組みを進めている。

ＵＲ都市機構の役割
　ＵＲは、震災復興計画の具体化に
苦慮していた町からの依頼を受け、平
成24年７月より支援を開始し、被災状
況や課題を整理しつつ、震災復興を加
速するための全体事業計画となる「復
興まちづくり事業計画」を平成25年３
月、町の委託により策定した。
　町は、復興まちづくり事業計画にお
いて、被災住民の生活基盤となる住宅
などの確保、東西それぞれへの防災
拠点の形成と防災機能強化、東西連
携の強化、放射線被害への対応など
を主な取り組み事項に掲げるとともに、
これらを具現化するために、主に平成
27年度末までに一定のめどを立てるべ
き事業として11事業を位置付け、震災
復興事業に取り組んでいる。

内陸部の震災復興を加速する
全体事業計画策定

地滑りした住宅地

￨被害状況￨鏡
かがみ

石
い し

町
ま ち

福島県岩
いわ

瀬
せ

郡
ぐん
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被災した公共公益施設の再建と
復興を通じた中心市街地活性化

￨被害状況￨須
す

賀
か

川
がわ

市
し

福島県｜復興支援事業 20

［復興市街地整備］須
す

賀
か

川
がわ

市
し

八
はち

幡
まん

町
まち▶PICK UP

地区

　市は当地区の再建について、平成24
年より事業化の検討を開始し、復興交付
金基幹事業である第一種市街地再開発
事業により整備を進めることとした。具体
的には、被災した市庁舎の再建と同時
に防災拠点の形成を図るべく、それまで
奥まった場所に立地していた庁舎敷地を、
国道など幹線道路に直接面し災害時の
緊急車両のアクセスや一時避難所として
活用できる広場的空間を有する新たな行

政サービスと防災の拠点空間として再整
備することとしている。
　現在は、一部造成工事に着手してお
り、平成27年度末の市庁舎竣工に向
け動き出している。

被災市庁舎の再建・防災拠点形成

（上）配置計画案（基本設計時点）
（左）市庁舎外観イメージ（基本設計時点）

津波による浸水状況	 面積	………………なし
人的被害	 死者	……………10人

行方不明	…………1人
住宅家屋被害	 全壊	……… 1249棟

半壊	……… 3503棟

津波による浸水状況	 面積	………………なし
人的被害	 死者	………………2人

行方不明	…………0人
住宅家屋被害	 全壊	………… 172棟

半壊	………… 768棟

支援地区概要

復興市街地
整備

地区名 面積 事業手法 事業期間
（年度）

須賀川市
八幡町 3ha 再開発 H25〜 30

地図使用承認
©昭文社第53G125号

地図使用承認
©昭文社第53G125号

福島市◦

福島市◦

郡山駅

須賀川駅

4

49

118

294

須賀川駅

川東駅

鏡石駅

矢吹駅

泉郷駅

118

復興まちづくり事業計画

町道鏡田58号線踏切等の拡幅など

・平常時は、地域交流の活性化
・災害時は、東西物資輸送路・避難路の確保

鏡石駅周辺の整備検討

・平常時は、駅利用者の利便性の向上
・	災害時は、駅前滞留者に対応可能な防災
機能を確保

鳥見山公園の再整備等

・誰もが安心して運動できる屋外施設の確保

自由通路の耐震性強化
及びエレベーター設置検討

・平常時は、交通弱者対策の強化
・災害時は、町民の東西横断路の安全性確保

〈仮称〉防災福祉センターの整備検討

・平常時は、保健、福祉機能を確保
・	災害時は、福祉避難所としての機能確保、
駅東側の総合的な防災拠点の核となる機能
を確保

災害公営住宅及び
関連基盤等の整備

・	被災者（原発避難者含む）や子育て世帯の
生活環境の改善（鏡石駅東第１土地区画整
理事業の推進等）

主要避難所の防災機能強化等

・平常時は、地域コミュニティの拠点形成
・	災害時は、耐震性強化、避難所として機能
拡充

飲料水兼用耐震性貯水槽の整備

・平常時は、防火水槽としての機能確保
・	災害時は、安定的かつ効果的な給水機能の
確保

第一小学校の防災機能強化
（児童ふれあい施設等）

・	平常時は、児童の生活環境の改善、見守り
の目育成、被災者と児童のふれあいの場の
確保
・	災害時は、駅西側の総合的な防災拠点一翼
を担う機能を確保

岡ノ内地区滑動崩落宅地の整備
（岡ノ内池埋立事業）

・	岡ノ内池周辺住宅地に発生した大規模な地
滑りの復旧にあわせ、池を埋め立てることで
周辺地盤を安定させ、良好な住環境を創出
・	埋立地に震災復興祈念公園等の整備検討

鏡石三区コミュニティセンターの再建

・平常時は、地域コミュニティーの拠点形成
・	災害時は、住民に身近な避難所再建

防災拠点

指定避難場所

地域コミュニティ拠点

東西連携軸

凡　　例

白河駅

須賀川市八幡町地区

JR水郡線

JR東北本線

JR東北本線

｜第 3 章｜復興まちづくり概要（22 自治体への支援事業）



UR都市機構では、復興支援の
シンボルマークを作成しました。

　私の生まれ故郷、宮城県多賀城市は、津波の被害を受けた
地域のひとつです。
　私が制作した復興のシンボルマークは、倒れても倒れても立
ち上がる「起き上がり小法師」をモチーフとしています。そのシ
ルエットを重ねることで、復興に最も大切な「人と人とのつなが
り」を表現しています。青・緑・赤は、特に被害の大きかった岩
手・宮城・福島の県旗の色を参考にしています。
　実際の色よりも鮮やかな色彩にすることで、元気さやアク
ティブ感を演出しています。このシンボルマークによって、さらに
人の輪が広がっていき、復興の一助となればうれしいです。

シンボルマークをデザインしていただいた
星野明子さんからのメッセージをご紹介します。

第3章 注釈
＊データは平成26年4月1日時点のものです。
＊地図中には一部休業中の駅が含まれています。

■出典
◉津波による浸水状況
「津波による浸水範囲の面積（概略値）について
（第5報）」国土地理院（Ｈ23.4.18）
◉人的被害、住宅家屋被害
「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震
（第149報）」消防庁災害対策本部（Ｈ26.3.7）

■写真
的野 弘路：総扉、第2章扉、裏表紙中央、支援
MAP「背景」、支援の歩み「背景」「工事」
井上 健：第3章扉、裏表紙右、支援MAP「野田
村」「大槌町」「東松島市」「塩竈市」「陸前高田
市」、第3章「野田村」（P42下左）「陸前高田市」
（P54、55）「塩竈市」（P68）
阿部 勝弥：支援MAP「女川町」、支援の歩み「体
制づくり」
菊池 斉：支援MAP「いわき市」
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被災状況と復興計画
　大熊町は、福島県浜通りの中央部
に位置し、福島第一原子力発電所の
所在地である。東日本大震災では、
震度６強を記録、死者は100人を超え、
津波による家屋被害も見られた。さら
に、３月12日には、原発事故により全
町避難指示があり田村市へ避難を開
始、４月には会津若松市へ役場機能
を移転した。平成24年12月には、避
難指示区域および警戒区域が見直さ
れ、中屋敷行政区については避難指
示解除準備区域に、大川原１・２区行
政区については居住制限区域に、そ
のほかの地区については帰還困難区
域に再編された。これを受け、町とし
ても「５年間帰町しない」という判断が
なされた。
　町は、平成26年３月に「大熊町復
興まちづくりビジョン」を策定し、当面の
避難生活支援に関する町の考え方や
中長期的な大熊町土の復興・再生に関
する町の考え方を示した。この中で、
町土復興・再生の第一ステップとして、
大川原地区を町の復興拠点に位置付
け、復興まちづくりを進めていく方針を
明らかにした。

ＵＲ都市機構の役割
　大熊町とＵＲは、平成26年３月３日、
復興庁立ち会いのもと、「東日本大震災
及び原子力災害からの復興まちづくり
の推進に向けた覚書」を交換し、町が
行う復興まちづくりの計画策定や復興
市街地整備事業の実施などについて、
町からの要請に基づき、ＵＲが協力し
ていくことを確認した。このような原子
力災害を受けたまちにおける復興計画

の協力に関する覚書は、ＵＲとしてもは
じめてのケースである。また、具体の
協力内容については、今後町と協議の
うえ、協定書を締結する予定である。

原子力災害からの復興
４年後の帰町に向けて

￨被害状況￨大
おお

熊
く ま

町
ま ち

福島県双
ふた

葉
ば

郡
ぐん

｜復興支援事業 22
津波による浸水状況	 面積	………………２㎢
人的被害	 死者	………… 111人

行方不明	…………1人
住宅家屋被害	 全壊	……………48棟

半壊	…………… 不明

覚書調印式　左：渡辺大熊町長
　中央：中島福島復興再生総局事務局長
右：上西UR都市機構理事長

「大熊町復興まちづくりビジョン」より

土地利用

住
宅
地

自力再建宅地
（戸建）

復興公営住宅
（戸建）

集合住宅

商
業・公
益
地

商業

公共施設

産業・研究、業務

公益用地

集合住宅エリア①（復興公営住宅）
・町民の方々の集合住宅が立地するエリア。
・	復興公営住宅を想定します。

集合住宅エリア②（簡易集合住宅）
・	研究や産業に従事する研究者や作業員
の方々が居住・滞在するエリアです。

産業・研究エリア
・	除染・廃炉や環境に関わる研究施設や、
国・県・企業等の事務所が立地するエリア
です。

戸建住宅エリア
・	町民の方々の戸建住宅が立地するエリア
です。
・	自力再建住宅地と復興公営住宅（戸建）か
ら構成されます。

商業・公益施設エリア
・	町役場、医療・福祉、商業などの暮らしを
支える施設が立地するエリアです。
・	町内を一望できるシンボルタワーを設けるこ
とを想定します。

集合住宅エリア③（ゲストハウス）
・	町民の方々が一次的に滞在できる施設・エ
リアです。
・	また、国際会議等に来訪した研究者等が
一時的に滞在します。

大川原復興拠点の空間配置のイメージ

出典：国土交通省「国土数値情報（河川データ）」より作成

福島市◦

帰還のための生活インフラ整備時期の目安（想定）

沖 裕之(Blue Hours)：表紙
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平成23年

【資料編】事業年表

日付 国の動き ＵＲの動き

3.11 緊急災害対策本部設置
原子力災害対策本部設置 総合災害対策本部（本部長：理事長）設置

3.12 第一次現地調査団派遣（〜4.15第五次まで延べ21人派遣）

3.14 国交省、ＵＲに対して被災者へのＵＲ賃貸住宅提供を要請

3.15 国交省、ＵＲに対して応急仮設住宅建設支援の要請 応急仮設住宅建設用地などの提供（2地区約8ha）

3.17 被災者生活支援特別対策本部設置 第一次応急仮設住宅建設支援要員の派遣（〜 8.13第22次まで延べ
181人派遣）

3.22 国交省、「被災者向け公営住宅等情報センター」を設置 被災者へのＵＲ賃貸住宅の貸与開始（H26.4.1現在、延べ970戸）

3.27 被災者受け入れ可能な公務員宿舎などの数を公表

3.28 応急仮設住宅着工開始

3.29 原子力被災者生活支援チーム発足

4.4 「東日本大震災」に呼称決定 松田審議役（当時）ほか5人が現地調査のため被災地へ（〜4.7）

4.11 国交省、ＵＲに対して岩手県内被災市町村への職員の派遣を要請
平成２３年度予算成立

4.12 盛岡市に「岩手震災復興支援事務所」設置

4.13 大船渡市（〜H24.7.31）、山田町（〜H24.3.31）に職員派遣開始

4.14 第１回東日本大震災復興構想会議開催
国交省、ＵＲに対して被災宅地危険度判定支援に係る協力要請 東日本復旧支援連絡室設置（東日本支社（当時）内）

4.18 宅地危険度判定士派遣（3人、〜4.22）

4.21 野田村（〜H24.6.30）、宮古市（〜H24.3.31）に職員派遣開始

4.28 陸前高田市（〜H24.3.31）、大槌町（〜H24.7.31）、釜石市（〜
H26.3.31）に職員派遣開始

5.2 東日本大震災財特法成立
平成２３年度第一次補正予算成立

5.16 国交省、応急仮設住宅の完成見通しについてを作成

6.15 国交省、ＵＲに対して宮城県内被災市町村への職員の派遣を要請

6.24 東日本大震災復興基本法公布、施行
東日本震災復興対策本部発足

6.25 第12回東日本大震災復興構想会議、復興への提言〜悲惨のなかの
希望〜とりまとめ

7.1
本社に「震災復興支援室」設置
仙台市に「宮城震災復興支援事務所」設置
名取市に職員派遣開始（〜H25.1.31）

7.5

7.16 気仙沼市（〜 H24.7.31）、南三陸町、女川町、東松島市、岩沼市、
山元町（〜H24.3.31）に職員派遣開始

7.25 平成23年度第二次補正予算成立

7.29 東日本大震災からの復興の基本方針決定

8.5 原発避難者特例法成立

9.2 野田内閣発足

10.13 国交省、ＵＲに対して福島県内被災市町村への職員の派遣を要請

11.1 新地町に職員派遣開始（〜H24.12.31）
宮城震災復興支援事務所を「宮城・福島震災復興支援事務所」に改称

11.21
平成２３年度第三次補正予算成立
・復興交付金創設
・「東日本大震災復旧・復興技術支援事業制度」創設

日付 国の動き ＵＲの動き

11.26 岩手県、各市町村の復興計画出そろう

11.30 復興財源確保法成立

12.1 亘理町に職員派遣開始（〜H24.3.31）

12.7
東日本大震災復興特別区域法が成立
・復興整備計画に記載された復興整備事業をＵＲが受託可能となる
（機構法改正）

12.9 復興庁設置法成立

12.24
平成24年度予算政府案閣議決定
・災害公営住宅（買取方式）2000戸整備
・機構の技術派遣への補助金

12.28 宮城県、各市町村の復興計画出そろう

平成24年
日付 国の動き ＵＲの動き

1.1 石巻市に職員派遣開始（〜H26.3.31）

1.6 「復興特別区域基本方針」決定

1.16 国交省へ４人出向

1.17 岩手県山田町と覚書交換（復興まちづくり推進）

1.20 独法の制度及び組織見直しの基本方針（閣議決定）

2.1 宮城県塩竃市と基本協定締結（災害公営住宅整備）
宮城県塩竃市より「伊保石」、「錦町」地区の災害公営住宅建設要請

2.10 復興庁設置法施行
復興庁発足

2.14 第１回復興推進会議開催

2.29
福島県新地町と覚書交換（復興まちづくり推進）、基本協定締結（災
害公営住宅整備）
宮城県東松島市と覚書交換（復興まちづくり推進）

3.1 宮城県女川町とパートナーシップ協定締結（復興まちづくり推進）

3.2 復興交付金交付可能額（第１回）通知

岩手県陸前高田市と覚書交換（復興まちづくり推進）、協力協定締結
（「今泉」、「高田」、災害公営住宅整備）
岩手県山田町と協力協定締結（「大沢」、「織笠」、「山田」、災害公営住
宅整備）
宮城県南三陸町と覚書交換（復興まちづくり推進）

3.7 福島県新地町より「愛宕東」地区の災害公営住宅建設要請

3.9 岩手県釜石市と覚書交換（復興まちづくり推進）

3.10 宮城県石巻市と基本協定締結（災害公営住宅整備）

3.23 岩手県釜石市と協力協定締結（「片岸」「鵜住居」）

3.26 岩手県釜石市より「花露辺」地区の災害公営住宅建設要請（3.30に県
から要請）

3.27 岩手県陸前高田市と「今泉」、「高田」地区の計画策定受委託契約締結

3.28 岩手県大槌町と覚書交換（復興まちづくり推進）
岩手県大船渡市と覚書交換（復興まちづくり推進）

3.29 宮城県東松島市と協力協定締結（「野蒜」、「東矢本」、災害公営住宅整
備）

3.30 福島復興再生特別措置法成立 宮城県多賀城市と基本協定締結（災害公営住宅整備）
宮城県多賀城市より「桜木」地区の災害公営住宅建設要請

4.1 川内村・田村市「警戒区域」解除
現地の権限および支援体制を強化（震災復興推進役設置、事務所を局
へ組織改編、100人規模で増員）
いわき市（〜H24.11.30）、福島県に職員派遣開始

4.5 平成24年度予算成立

【資料編】事業年表
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日付 国の動き ＵＲの動き

4.11

岩手県宮古市と覚書交換（復興まちづくり推進）、協力協定締結（「田老」、
「鍬ヶ崎」）
岩手県大槌町と基本協定締結（災害公営住宅整備）
岩手県大槌町より「大ケロ」、「屋敷前」地区の災害公営住宅建設要請

4.16 南相馬市「警戒区域」解除

5.11

宮城県南三陸町と基本協定締結（災害公営住宅整備）
宮城県南三陸町より「入谷桜沢」、「歌津名足」地区の災害公営住宅建
設要請
宮城県女川町と基本協定締結（災害公営住宅整備）
宮城県女川町より「女川町民陸上競技場跡地」地区の災害公営住宅建
設要請

5.18 第２回復興推進会議開催

5.26 復興交付金交付可能額（第２回）通知

5.30 岩手県宮古市と「田老」、「鍬ヶ崎・光岸地」地区の計画策定受委託契約
締結

6.6 宮城県東松島市と「野蒜北部丘陵」地区の計画策定受委託契約締結

6.20 岩手県山田町と「大沢」、「織笠」、「山田」地区の計画策定受委託契約締
結

6.25 岩手県野田村と復興まちづくり総合支援事業業務委託契約締結

6.26 宮城県石巻市より「大街道西二丁目」地区の災害公営住宅建設要請

6.27 宮城県気仙沼市と覚書交換（復興まちづくり推進）、協力協定締結
（「鹿折」、「南気仙沼」）

7.5 岩手県大槌町と協力協定締結（「町方」）

7.13 福島復興再生基本方針決定 福島県鏡石町と復興まちづくり事業計画策定業務委託契約締結

7.17 飯舘村「計画的避難区域」見直し

7.19 宮城県女川町と事業実施協定締結（「中心部」、「離半島部」）

7.23
岩手県大船渡市と協力協定締結（「大船渡駅周辺」）
岩手県大船渡市より「宇津野沢」、「赤沢」、「上山」、「平林」地区の災害
公営住宅建設要請

7.27 福島県須賀川市と覚書交換（復興まちづくり推進）

7.31 岩手県大船渡市と「大船渡駅周辺」地区の計画策定受委託契約締結

8.3 宮城県気仙沼市より「南郷（南気仙沼小学校跡地）」地区の災害公営住
宅建設要請

8.8 初の災害公営住宅竣工（福島県相馬市）

8.9 宮城県南三陸町と協力協定締結（「志津川」）

8.10 楢葉町「警戒区域」解除

8.15 宮城県気仙沼市と「鹿折」、「南気仙沼」地区の計画策定受委託契約締
結

8.29 福島県いわき市と覚書交換（復興まちづくり推進）

8.31 岩手県陸前高田市より「下和野」地区の災害公営住宅建設要請（9.3に
県から要請）

9.4 「原子力発電所の事故による避難地域の原子力被災者・自治体に対す
る国の取組方針」（グランドデザイン）公表

9.18 宮城県女川町と「中心部」、「離半島部」地区の計画策定受委託契約締
結

9.21 岩手県大槌町と「町方」地区の計画策定受委託契約締結

9.26 岩手県陸前高田市と「今泉」地区、「高田」地区（先行）の事業受委託契
約締結

9.27 宮城県女川町と事業受委託契約締結

10.1 宮城県石巻市と覚書交換（復興まちづくり推進）

10.16 第３回復興推進会議開催

10.19 宮城県女川町「中心部」「離半島部」地区における工事施工等に係る一
体的業務（ＣＭ方式）の契約締結

日付 国の動き ＵＲの動き

11.1 岩手県大槌町より「大ケロ二丁目」、「柾内」地区の災害公営住宅建設要
請（11.5に県から要請）

11.2 宮城県東松島市「野蒜北部丘陵」地区における工事施工等に係る一体
的業務（ＣＭ方式）の契約締結

11.15 岩手県陸前高田市より「水上」地区の災害公営住宅建設要請（11.19に
県から要請）

11.27 第４回復興推進会議開催

12.10 大熊町「警戒区域」解除 岩手県陸前高田市「高田」、「今泉」地区における工事施工等に係る一体
的業務（ＣＭ方式）の契約締結

12.14 岩手県釜石市と「花露辺」地区の計画策定受委託契約締結

12.16 第46回衆議院総選挙（民主党から自民党・公明党へ政権交代）

12.26 安倍内閣発足 宮城県石巻市より「大街道北二丁目」、「中央一丁目」、「駅前北通り一
丁目」地区の災害公営住宅建設要請

平成25年

日付 国の動き ＵＲの動き

1.10 第５回復興推進会議開催（安倍総理より復興加速などに向けた指示）

1.25 平成２４年度補正予算政府案閣議決定
除染・復興加速のためのタスクフォース設置

1.29 平成25年度予算政府案閣議決定
第６回復興推進会議

1.30 福島県須賀川市と八幡町地区第一種市街地再開発事業支援業務基本
協定締結

2.1 福島復興再生総局設置

2.4 宮城県石巻市より「泉町四丁目」、「中里一丁目」地区の災害公営住宅
建設要請

2.8 福島県いわき市と協力協定締結（「豊間」、「薄磯」）

2.12 宮城県気仙沼市より「四反田」、「鹿折」、「南気仙沼」地区の災害公営住
宅建設要請

2.22 住宅再建・復興まちづくりの加速化のためのタスクフォース第１回
会合開催

3.1 岩手県大槌町と発注者支援に係る協力協定締結

3.7 第７回復興推進会議開催（住まいの復興工程表を公表） 宮城県東松島市より「東矢本駅北」地区の災害公営住宅建設要請

3.13 宮城県石巻市と協力協定締結（「新門脇」）

3.21 宮城県名取市と基本協定締結（災害公営住宅整備）

3.22 福島県桑折町と基本協定締結（災害公営住宅整備）
福島県いわき市と「豊間」、「薄磯」地区の計画受託契約締結

4.1 復興の一層の加速化のため支援体制を強化（沿岸部に12事務所設置し、
80人規模で増員）

4.16 岩手県山田町「山田」「織笠」地区における工事施工等に係る一体的業
務（ＣＭ方式）の契約締結

4.19 宮城県石巻市と「新門脇」地区の計画策定受委託契約締結

4.24 岩手県山田町より「大浦（大浦第１）」地区の災害公営住宅建設要請

5.10 福島復興再生特別措置法の改正

5.15 平成25年度予算成立

6.5 復興推進委員会（第12回）、「新しい東北」の創造に向けて（中間とり
まとめ）についてとりまとめ

6.10 宮城県多賀城市より「鶴ケ谷」、「新田」地区の災害公営住宅建設要請

6.14 原子力被災者向け災害公営住宅の整備戸数公表
岩手県大槌町より「町方（末広町）」地区の災害公営住宅建設要請
岩手県宮古市「田老」地区における工事施工等に係る一体的業務（ＣＭ
方式）の契約締結

6.21 岩手県大槌町「町方」地区における工事施工等に係る一体的業務（ＣＭ
方式）の契約締結

【資料編】事業年表
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日付 国の動き ＵＲの動き

7.2 第８回復興推進会議開催

7.10 宮城県気仙沼市「鹿折」「南気仙沼」地区における工事施工等に係る一
体的業務（ＣＭ方式）の契約締結

7.12
岩手県大船渡市より「川原」、「蛸ノ浦」地区の災害公営住宅建設要請
（7.24に県から要請）
岩手県陸前高田市より「大野」、「田端」地区の災害公営住宅建設要請

7.24 宮城県南三陸町「志津川」地区における工事施工等に係る一体的業務
（ＣＭ方式）の契約締結

7.31 女川町・建設推進協議会と三者共働による災害公営住宅整備に係る
基本協定・覚書締結

8.7 川俣町における避難指示区域の見直し（避難指示区域再編完了）

8.20 福島県桑折町より「桑折駅前」地区の災害公営住宅建設要請

8.21 宮城県名取市より「下増田」地区の災害公営住宅建設要請

8.30 岩手県大槌町「大ケロ災害公営住宅」入居開始

9.2 宮城県石巻市と発注者支援に係る協力協定締結

9.20 コミュニティ復活交付金交付可能額（第１回）通知

9.30
宮城県塩竃市より「浦戸桂島」、「浦戸野々島」、「浦戸寒風沢」、「浦戸朴
島」地区の災害公営住宅建設要請
宮城県石巻市より「不動町二丁目」地区の災害公営住宅建設要請

10.4 「新しい東北」先導モデル事業選定結果公表

10.18 岩手県大船渡市「大船渡駅周辺」地区における工事施工等に係る一体
的業務（ＣＭ方式）の契約締結

10.29 岩手県釜石市「片岸」、「鵜住居」地区における工事施工等に係る一体
的業務（ＣＭ方式）の契約締結

11.12 福島県いわき市「薄磯」、「豊間」地区における工事施工等に係る一体
的業務（ＣＭ方式）の契約締結

11.26

福島県と原子力災害避難者を対象とする復興公営住宅の整備に係る
基本協定締結
岩手県山田町「大沢」地区における工事施工等に係る一体的業務（Ｃ
Ｍ方式）の契約締結

11.29 宮城県南三陸町より「志津川東（第１）」地区の災害公営住宅建設要請
岩手県大槌町「屋敷前災害公営住宅」入居開始

12.20 岩手県釜石市「花露辺復興公営住宅」入居開始

12.24 平成26年度政府予算案閣議決定

12.25 福島県新地町「愛宕東災害公営住宅」入居開始

日付 国の動き ＵＲの動き

1.14 岩手県釜石市より「東部（大町１号）」地区の災害公営住宅建設要請

1.17 第９回復興推進会議開催

2.1 宮城県塩竃市「伊保石災害公営住宅」入居開始

2.6 平成25年度補正予算成立

3.3 福島県大熊町と覚書交換（復興まちづくり推進）

3.24
岩手県大船渡市より「所通東」地区の災害公営住宅建設要請
岩手県山田町より「大浦（大浦第２）」、「山田（山田中央）」地区の災害
公営住宅建設要請

3.27 宮城県石巻市「新門脇」地区における工事施工等に係る一体的業務
（ＣＭ方式）の契約締結

3.28 宮城県女川町「女川町民陸上競技場跡地地区災害公営住宅」入居開始
岩手県大槌町より「寺野」地区の災害公営住宅建設要請

4.1 各本部での迅速な意思決定のため支援体制を強化（２本部体制に組織
改編、70人規模で増員）

平成26年

出典：国土交通省東北地方整備局ホームページ

｜第 3 章｜復興まちづくり概要（22 自治体への支援事業）

1 772




	ayumi_02.pdfから挿入したしおり
	ひと目でわかる第一見開き
	ひと目でわかる第二見開き

	ayumi_04.pdfから挿入したしおり
	県知事メッセージ01
	県知事メッセージ02_総扉

	ayumi_05_re.pdfから挿入したしおり
	目次01
	目次02_1章扉

	ayumi_06.pdfから挿入したしおり
	目次02_1章扉
	02-03
	04-05
	06-07
	08-09
	10-11
	12-13
	14-15

	ayumi_07.pdfから挿入したしおり
	14-15
	16-17
	18-19
	20-21
	22-23
	24-25
	26-27
	28-29
	30-31
	32-33
	34-35
	36-37
	38-39
	40-41

	ayumi_08.pdfから挿入したしおり
	40-41
	42-43
	44-45
	46-47
	48-49
	50-51
	52-53
	54-55

	ayumi_09.pdfから挿入したしおり
	56-57
	58-59
	60-61
	62-63
	64-65
	66-67
	68-69
	70-71

	ayumi_10_re.pdfから挿入したしおり
	70-71
	72-73
	74-75
	76-77
	78-79

	ayumi_11_re.pdfから挿入したしおり
	80-81
	82-83
	84-85




